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序　　　文

国際協力事業団（JICA）がこれまで長年にわたり取り組んできた、途上国に対する技術協力事業の主

柱である人造り協力の事業経験は、これまで各事業部などにおいて蓄積されてきました。このような

事業経験をJICA全体として集約し体系的に取りまとめる調査研究の必要性については、「JICA事業に

おける調査研究の基本的考え方」（平成7年6月）や、平成8年度に策定されたJICAの「第2次中期事業

展望」においても指摘され、「知識・ノウハウの開発と蓄積」が重点課題とされていました。

これらを受けて、JICAが実施してきた技術協力案件の事業経験を体系的に整理するために、分野別

の事業経験の共通する問題点を明らかにすると共に対応策や協力手法について考察することを目的と

して、平成9年度から、「人造り協力事業経験体系化研究」が実施されてきました。本調査研究はその

一環として、高等教育分野におけるこれまでの事業経験をプロジェクト方式技術協力を中心に整理・

体系化するための総合的な事例研究として実施したものです。

本調査研究においては、今後の高等教育プロジェクトの実施における課題として、高等教育協力を

担う人材の確保・育成、市場メカニズムの活用、ジェンダーに対する配慮、情報の蓄積・共有、組織

強化や高等教育機関のネットワーク化、教育政策改善、遠隔教育などの従来の技術移転とは異なった

ニーズに対するJICAの援助実施能力の強化の必要性について提言しました。

本調査研究の実施及び報告書の取りまとめにあたっては、JICA社会開発協力部計画課長を座長とし

てJICA関係各部・国際協力専門員からなる検討会を設置し、東京工業大学の牟田博光教授をはじめと

する3名のアドバイザーにもご参加いただきました。また、関係各部及びコンサルタントからなるタ

スクフォースを設置し、検討会での議論を進めるための資料作成などの作業を行いました。アドバイ

ザーをお願いしました牟田先生はじめ、座長、委員各位及び本調査にご尽力いただいた関係機関の皆

様の多大なご協力に心より感謝申し上げます。

本報告書が、JICAのみならず高等教育分野における国際協力事業にかかわる関係機関の方々にも、

参考となれば幸いです。

平成12年3月

国 際 協 力 事 業 団

国際協力総合研修所

所長　加藤　圭一
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用語・略語説明

用語・略語 説　　　　　明

CIDA Canadian International Development Agency（カナダ国際開発庁）。カナダの政府開発援助の政策
立案並びにプロジェクト、プログラムの実施を統括する政府機関。

GTZ Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit（ドイツ技術協力公社）。技術協力に関する
コンサルティング業務、人材養成、機材購送などを行う全額政府出資の株式会社。

JICA Japan International Cooperation Agency（国際協力事業団）。日本の政府ベースの技術協力や無償
資金協力、青年海外協力隊員の派遣、移住事業などの国際協力事業を実施する特殊法人。

NGO Non-governmental Organization（非営利民間団体）

ODA Official Development Assistance（政府開発援助）

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization（ユネスコ：国際連合教育科学文化
機関）。教育、科学、文化を通じて国際協力を促進することを目的として設立された国連の専
門機関。

USAID Agency for International Development（米国国際開発庁）。米国の国際協力を担う政府機関。

一般特設 比較的新しいニーズに対応するよう設定したプログラムに沿って各国から参加希望者を募る研
修。5年で見直す。

カウンターパート 専門家や青年海外協力隊員の技術移転を受ける相手側技術者など。

国別特設 国別地域別のニーズに応じて実施する研修。通常5年で見直す。

研究協力 我が国の研究者と開発途上国の研究者が当該途上国の経済・社会の向上・発展をテーマとした
共同研究を行う協力。
協力開始時に両国が討議議事録を交して協力のフレームワークを確認する。通常協力期間は3
年間で専門家複数名の派遣、カウンターパートの研修、機材供与を組み合わせて実施される。

現地国内研修 我が国の技術協力により培われた開発途上国の人材を通じて、現地国内に技術を移転・普及さ
せる研修。

個別研修 各国の独自の要請に基づき研修を行うもの。

個別専門家チーム 専門家複数名の派遣、カウンターパートの研修、機材供与を組み合わせて先方の既存の組織に
派遣 おいてカウンターパートに技術移転を行う協力。

協力開始時に両国が会議議事録（ミニッツ）を交して協力のフレームワークを確認する。通常協
力期間は3年間。

集団研修 基本的なニーズに対応するよう設定したプログラムに沿って各国から参加希望者を募る研修。
通常10年間。

第三国研修 我が国が開発途上国に移転した技術を、その国を通じて周辺国に移転・普及させるための研修。

第三国専門家 我が国の技術協力により培われた開発途上国の人材を我が国の専門家としてほかの途上国に派
遣し、技術の移転・普及を図るもの。



要　　　約

JICAは従来実施してきた技術協力案件の事例をカテゴリー別に分類／レビューし、共通する問題点

を明らかにすると共に対応策や協力手法について体系化していくことが今後の協力の質を高めるうえ

で重要であるとの観点より、平成9年度から事業経験体系化研究を実施してきた。本調査研究はその

一環として取り組まれたものである。

教育はすべての開発の基礎であり、開発における教育の重要性は論をまたない。教育協力において

は1990年の「万人のための教育世界宣言」注1や1996年のDAC新開発戦略注2などのように基礎教育が

重視される傾向にある。しかしながら、1990年代後半には初等教育普及と質の向上のためには高等教

育の果たす役割が大きいとの認識が広まり、1998年にUNESCOが中心となって開催した「高等教育世

界会議」では高等教育や研究が社会の発展の根源的な要素となっているとの認識のもとで、高等教育

の新しい役割と改革の方向性が模索された。

他の援助機関の動向を見ると、技術移転から政策改善や組織・制度作りへの協力へ、プロジェクト

アプローチからプログラムアプローチへ、一機関への協力から高等教育機関のネットワーク化へ、と

いう変化が認められる。また高等教育を単なるアカデミックなレベルを向上させるためのものではな

く、実社会に役立つ技術／知識をもった人材の育成や、実社会に貢献する研究活動を実施するものと

考え、協力内容をより実社会のニーズに即したものにしようとしている。新しい動きとしては遠隔教

育があげられる。情報テクノロジーの発展により遠隔教育の質は向上しており、遠隔教育は教育機会

を増やすための一手段として注目されている。

本報告書においては、このような国際的潮流を踏まえ、プロジェクト方式技術協力を中心にJICAの

高等教育分野の協力に焦点を当て、計画立案、実施、事後といったプロジェクトサイクルに沿ってこ

れまでの成果や課題を集約・整理し、そこから今後の本分野における協力の方向性を導き出した。

まず計画立案段階では、十分な事前調査を行い相手国及び実施機関の状況を把握し、また相手側の

JICAスキームに対する理解を深めることが重要である。事前調査で確認するポイントとしては1）プ

ロジェクトの位置づけ、2）予算措置の確認、3）実施機関の体制及び意志決定構造、4）組織の長の資質

と適性、5）カウンターパート、6）機材やその調達方法、7）プロジェクトに影響を与える可能性のある

要因（外部条件）、8）同種の高等教育機関の有無（活動の重複がないかの確認）、9）相手国の経験や既存

のシステムの活用、10）相手国におけるプロジェクト成果のニーズなどがある。

またプロジェクトの計画立案段階では、1）日本国内のリソースの把握・育成、2）国内支援体制及び

関係者間の情報の共有、3）途上国側リソースの把握、4）求められる協力内容の変化への対応、5）「外

部条件」のプロジェクト内への取り込みなどに留意しなければならない。

案件の実施段階においては、1）適切な人材及び協力機関（国内外リソース）の選出、2）国内支援体制

の活用・活性化・インセンティブの付与、3）柔軟な実施体制（他のスキームやリソースの活用）、4）タ

イミングのよい協力などが成果を上げるためのポイントとなる。

注1 「教育は個人の向上と社会の改善のための不可欠な鍵であることから、基礎教育をすべての人に与えることが必要であり、ま
たその達成も可能である」という基礎教育重視の内容となっている。

注2 2015年までの初等教育の完全普及と2005年までの初等中等教育における男女格差の解消を目標としている。



プロジェクトの協力が終了後の事後段階では、1）プロジェクトの方向性の確認、2）成果の活用と普

及、3）自立発展性、4）評価などに留意する必要がある。フォローアップの重要性は、すべてのプロジェ

クトに共通であるが、高等教育分野ではさらにその重要性が高い。なぜならば、高等教育分野の協力

の成果を5年間のプロジェクト協力期間内に求めることは難しく、プロジェクト終了後も、重点的に

取り組む課題を絞り込み、活動方針及び活動計画を策定するためには、長期的なかかわりや信頼関係

が不可欠だからである。

最後に本調査研究によって得られた教訓や課題、世界の本分野における潮流を踏まえ、今後のJICA

の高等教育協力に望まれることをあげると、1）高等教育協力を担う人材の確保・育成（コントラクト

アウト、日本の高等教育機関のグローバル化、国内支援体制リソースの拡充、第三国のリソースの活

用など）、2）協力内容の確認（市場メカニズムの活用、ジェンダーに対する配慮など）、3）情報の蓄積・

共有（JICAのなかでの情報整備、関係者間の情報の共有）、4）従来の技術移転とは異なったニーズ（組

織強化、高等教育機関のネットワーク化、教育政策改善、遠隔教育など）に対するJICAの援助実施能

力の強化、などがある。
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図　今後の高等教育協力に向けて
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第1章　本調査研究の概要

1－1　背景

1－1－1　事業経験体系化研究
JICA事業の主柱である人造り協力に係る事業経験の集約・体系化のための調査研究の必要性につい

ては、JICA内部において「JICA事業における調査研究の基本的考え方」（平成7年6月）などにおいて

打ち出されてきている。また、平成8年度に策定されたJICAの「第2次中期事業展望」においても、「知

識・ノウハウの開発と蓄積」が重点課題として取り上げられている。

これらを受けて、平成8年度にJICA内部で実施された「人造り協力に係る研究に関する基礎研究」に

おいては、我が国の人造り協力の各セクターの経験を体系的に整理するとともに、途上国の人材育成

に関する共通の、あるいは固有の事情や、特徴、並びに技術協力の需要に関する情報を分析すること

が、今後の調査研究のテーマの一つであり、その結果を協力の現場で活用していく必要があるとされ

た。また、教授法・指導法、事業マネジメント手法、コミュニケーション手法等の技術協力に必要な

基礎的な知識・技術を、援助の現場からの体験や情報を集約することで、異文化マネジメント、協力

手法として更に発展させて、我が国の人造り協力の効果を高めることが可能であるとされた。

上記を受けて、JICAが実施してきた技術協力案件の事例をカテゴリー別に、分類／レビューし、共

通する問題点を明らかにすると共に対応策や協力手法について考察する事業経験体系化研究が、平成

9年度より実施されてきた。本調査研究はその一環として取り組まれたものである。

1－ 1－2　高等教育分野での国際協力とJICAの事業実績
1990年代の教育分野の国際協力をめぐる世界的な潮流としては、1990年にタイで開催された「万人

のための教育世界会議」で採択された「万人のための教育世界宣言」注1を受けて基礎教育に重点をおく

傾向が強く、1996年のDAC新開発戦略においても、2015年までの初等教育の完全普及と2005年まで

の初等中等教育における男女格差の解消が目標とされるなど、基礎教育が重視されている。しかしな

がら、1990年代後半には初等教育普及と質の向上のためには高等教育の果たす役割が大きいとの認識

が広まり、1998年10月にUNESCOが中心となって開催された「高等教育世界会議」では高等教育や研

究が社会の発展の根源的な要素となっているとの認識のもとで、高等教育の新しい役割と改革に向け

ての方向性が模索された。

地域的に見ると、近年、東南アジア地域においては、基礎・中等教育の質の向上から高等教育や技

術教育に重点が拡大、移行しつつある。

また、アフリカ地域を中心としたセクタープログラム導入の動きは、教育セクター全体の開発戦略

及び援助方針について、ドナーと途上国政府の間で議論されるようになっており、一時の基礎教育を

注1 「教育は個人の向上と社会の改善のための不可欠な鍵であることから、基礎教育をすべての人に与えることが必要であり、ま
たその達成も可能である」という基礎教育重視の内容となっている。
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極度に重視する傾向から高等教育を含むそのほかのサブセクターとのバランスのとれた開発と援助が

クローズアップされてきている。

他方、ODA全体及びJICAの事業実績をみると、1990年代に入り、二国間ODAにおける教育協力

額のシェアは拡大する傾向にあり、JICAの実施する協力においても、教育協力の金額がおおむね増加

している。JICAの教育協力の金額は、1991年が132億4,827万4,000円、1997年が202億4,629万1,000

円と増えており、教育協力のシェアは、1991年以降12～13％で推移している。

また、1997年度の高等教育協力実績は60億8,353万6,000円であり、教育協力全体の202億4,629万

1,000円の約 30％を占め、職業訓練・産業教育分野に次いで多い額となっている。（表1－1）

高等教育協力では、学部設立支援などの高等教育そのものの支援に加え、農業、工学、医療などで

高等教育機関を実施機関とする協力を数多く実施してきているが、近年では既存の高等教育機関への

協力から、そこを拠点として周辺国への協力につなげる試みが始まっている。また、基礎教育への取

り組みにおいても、教育大学・教員養成学校の拡充という形で、高等教育を直接の協力対象として活

用していることが多い。

さらに、我が国が重点的に協力を進めてきたアジア諸国においては基礎・中等教育の普及が進展し

ていることから、今後は高等教育のニーズが高まり、公的機関の充実と私学の振興をめざす協力が求

められている。

教育協力に関するJICAの調査研究としては、1994年の「開発と教育分野別援助研究会」、「教育協力

拡充のためのタスクフォース」、1997年の「研究協力事業における総合的事例研究」、1998年の「教育

援助にかかる基礎研究」及び1999年の「職業訓練／職業教育分野別人造り協力事業経験体系化研究」な

ど、これまで継続して議論がなされている。また、文部省においても1995年に「時代に即応した国際

教育協力のあり方に関する懇談会」を設けるなど、検討を行ってきている。しかし、これまでJICAの

高等教育分野の協力に焦点を当てた事業経験の整理及び体系化を目的とする総合的な調査研究は実施

されていない。

1－ 2　目的

高等教育協力における国際協力の潮流を概観するとともに、プロジェクト方式技術協力を中心とし

たJICA事業の成果や課題を、案件の選定、形成、実施、運営管理、評価のプロジェクトサイクルに

沿って集約・整理し、そこから本分野の協力実績における成功要因や教訓を導き出し、本分野におけ

る協力を効果的に実施する際の参考資料とする。

1－ 3　調査研究の範囲と実施手順

高等教育には「学生への教育」と「研究」の両面の要素があり、また中等年限以上の技術教育も含まれ

るが、本調査研究においては、「学生教育への支援に協力の中心がある案件」を取り上げることとした。
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表1－1　JICAの教育協力実績（分野別・形態別）

（平成９年度）

研修員 研修員 個別専門家 機　　材 プロ技協 青年海外協力隊 開発調査 専門家要請確保 プロジェクト  無償資金協力 合　　計
区　　分

（技術研修） （青年招へい） 発掘形成

人数 金額 ％ 人数 金額 ％ 人数 金額 ％ 件数 金額 ％ 件数 金額 ％ 人数 金額 ％ 件数 金額 ％ 件数 金額 ％ 件数 金額 ％ 件数 金額 ％  金額 ％

教育行政 76 214,624 12.3 0 0 0.0 18 182,342 8.9 0 0 0.0 0 0 0.0 32 178,368 2.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 6,941 0.8 582,275 2.9

就学前教育 3 8,472 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 1 7,394 2.5 0 0 0.0 27 150,498 2.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 166,364 0.8

初等・中等普通教育 24 67,776 3.9 411 636,639 94.3 19 184,461 9.0 2 10,486 3.6 1 198,312 2.5 277 1,564,198 24.5 0 0 0.0 1 1,370 12.1 9 68,141 20.4 16 404,568 47.7 3,135,951 15.5

中等技術教育 0 0 0.0 0 0 0.0 3 20,777 1.0 2 63,877 21.9 1 173,226 2.2 91 507,234 8.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 765,114 3.8

高等教育 282 400,343 22.9 25 38,725 5.7 121 862,039 41.9 0 0 0.0 22 3,110,153 39.6 253 1,410,222 22.1 0 0 0.0 0 0 0.0 7 23,100 6.9 10 238,954 28.2 6,083,536 30.0

その他* 19 53,656 3.1 0 0 0.0 2 18,658 0.9 3 10,827 3.7 3 168,516 2.1 114 635,436 10.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 9,892 3.0 1 32,583 3.8 929,568 4.6

ノンフォーマル教育 75 187,027 10.7 0 0 0.0 21 145,439 7.1 2 58,050 19.9 1 126,518 1.6 166 925,284 14.5 0 0 0.0 0 0 0.0 1 12,114 3.6 0 0 0.0 1,454,432 7.2

職業訓練・ 422 814,918 46.7 0 0 0.0 52 643,728 31.3 10 141,582 48.5 33 4,078,989 51.9 181 1,008,894 15.8 0 0 0.0 0 0 0.0 6 43,300 12.9 5 164,358 19.4 6,895,769 34.1
産業技術教育

区分不能（N／A） 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 45,449 100.0 1 9,936 87.9 21 177,897 53.2 0 0 0.0 233,282 1.2

合　　計 901 1,746,816 436 675,364 236 2,057,444 20 292,216 61 7,855,714 1,141 6,380,134 1 45,449 2 11,306 46 334,444 33 847,404 20,246,291

金額の単位は千円

*障害者関連教育、養護学校、音楽学校など
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これは、先にも述べたように「研究協力事業における総合的事例研究」及び「職業訓練／職業教育分野

別人造り協力事業経験体系化研究」において、研究能力及び技術教育注2に対する協力に関する事業

経験の整理・体系化が試みられているためである。

JICAが現在までに実施した教育分野のプロジェクト方式技術協力は、添付資料2のとおり162件で

あるが、学生教育への支援に協力の中心がある案件で十分な資料が入手可能な16件を調査研究の対象

案件として選定した。

調査研究の素材としては、対象案件の各種調査団報告書及び派遣専門家の総合報告書を活用し、専

門家をはじめとする案件関係者へのアンケート及びインタビュー調査も実施した。また、教育協力に

係る他ドナー発行の資料や実績データなども使用した。

調査項目は以下のとおりとした。

1. 高等教育協力の意義・概念整理

2. 高等教育案件の特徴抽出

3. 対象案件の絞り込み及び概要レビュー

4. 他の機関（国際機関、先進国機関、わが国他機関）の経験に関する情報収集・比較検討

5. 高等教育をとりまく環境分析（途上国側／援助機関側）

6. わが国国内支援体制の特徴

7. JICAにおける高等教育協力の歴史的推移

8. JICAによる高等教育協力の協力手法集約

・計画立案

・実施

・モニタリング

・評価

・フォローアップ

・協力実施上の問題点及び解決事例等

9. 分析結果の取りまとめ及び教訓の抽出

10. 提言及び今後の課題

作業フローは図1－1のとおり。

注2 医療／看護教育、船員、農業技術普及員などは含まれない。
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図 1－ 1　作業フロー
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図の見方：上から作業の手順を示している。下向きの矢印は作業の連続性を表わすが、横向きの矢印は関連は

深いが内容的に連続しない作業をする、あるいはその作業結果を念頭におきつつ次の作業を行うと

いうことを意味する。

1－ 4　調査研究の実施体制

本調査研究の実施にあたっては、JICA 職員及びコンサルタントからなる作業部会であるタスク

フォースと、調査研究の進め方、報告書の作成に対する助言及び指導を行う検討会を設けた。

＜検討会＞

座長 海保　誠治 社会開発協力部　計画課長

委員 小野田　勝次 医療協力部　計画課長

中原　正孝 農業開発協力部　農業技術協力課長

熊代　輝義 無償資金協力調査部　基本設計第二課長

小澤　勝彦 国際協力総合研修所　調査研究課長

横関　祐見子 国際協力専門員
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アドバイザー 牟田　博光 東京工業大学　大学院　社会理工学研究科教授

和気　太司 基礎調査部　調査役

河西　明 25周年記念史編纂室　室長／専門技術嘱託

オブザーバー 杉原　敏雄 鉱工業開発協力部　計画・投融資課長

（平成11年1月まで）

新井　博之 鉱工業開発協力部　計画・投融資課長

（平成11年2月より）

高橋　嘉行 林業水産開発協力部　計画課長

＜タスクフォース＞

主査 横関　祐見子 国際協力専門員

アドバイザー 時田　邦浩 国際協力専門員

小幡　俊弘 国際協力専門員

萱島　信子 神奈川国際水産研修センター研修室長

タスク 梅宮　直樹 社会開発協力部　社会開発協力第一課

相川　律子 医療協力部　医療協力第二課　Jr専門員

金子　健二 農業開発協力部　農業技術協力課　課長代理

岩間　望 国際協力総合研修所　調査研究課

三澤　祐紀 国際協力総合研修所　調査研究課　Jr 専門員

（平成11年4月まで）

増田　知子 財団法人　国際開発センター

＜事務局＞

斎藤　克郎 国際協力総合研修所　調査研究課　課長代理

（平成11年7月まで）

塚田　幸三 国際協力総合研修所　調査研究課　課長代理

（平成11年8月から）

岩間　望 国際協力総合研修所　調査研究課

（平成11年8月まで）

足立　佳菜子 国際協力総合研修所　調査研究課

（平成11年9月から）

三澤　祐紀 国際協力総合研修所　調査研究課　Jr専門員

（平成11年4月まで）



- 7 -

1－ 5　報告書の構成

本報告書の構成は以下のとおりである。

第1章では本調査研究の背景、目的、実施体制などの概要を述べた。

第2章では高等教育をとりまく国際的な環境について、特に途上国の高等教育を中心に概観し、高

等教育協力の意義を明確にした。

第3章では世界の高等教育協力の取り組みを把握するため、日本以外の援助機関の高等教育協力に

対する取り組みを紹介した。

第4章ではJICAの実施している高等教育協力の例としてプロジェクト方式技術協力に焦点を当て、

その特徴を分析した。また案件の形成から評価、フォローアップまでの各段階ごとにこれまでの経験

を集約し、アンケートの結果などの具体的事例を盛り込みつつ教訓を抽出した。

また、本章ではプロジェクト方式技術協力以外のJICAの協力例として個別専門家派遣、研修員受け

入れ、無償資金協力についても概観した。

第5章ではJICAの高等教育協力における国内支援体制について、プロジェクト方式技術協力の国内

支援委員会を中心に現状と課題をまとめた。

第6章ではJICA以外の日本の高等教育協力として、文部省による留学制度と海外経済協力基金（現

国際協力銀行）による円借款についてまとめた。

第7章では本調査研究の集約を行い、高等教育協力の概念整理を行い、プロジェクトの経験をまと

め、今後の本分野における効果的協力のための提言を行った。

また添付資料としてJICAの教育分野の協力実績、調査対象案件の概要、アンケート結果などを掲載

した。
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第2章　高等教育をとりまく環境

本章では途上国の高等教育をとりまく環境について、その歴史的展開、現状と課題、新しい動きか

ら概観する。

2－ 1　高等教育協力の現状

2－1－1　歴史的展開
経済的・社会的発展の性質や開発の速度を最終的に決めるのは、その国の資本や天然資源のみでは

なく、むしろ「人的資源」であるという考えは、T. W. シュルツ、G. ベッカーをはじめとする多くの経

済学者によって論じられてきた注3。これに続いて、経済開発における「人的資源」の役割に関して職業

技術教育の重要性を強調したのがハービソンとマイヤーズ（1964）である。世界各国の労働力の学歴別

構成と経済発展水準の関係の調査から、経済発展水準と最も相関の高いのは中級レベルの技術者の数

であることを結論づけた。このような研究結果を受けて、1970・1980年代の教育協力は職業技術教育

及び高等教育が主流となる。しかし1980年代後半には、LLDCにおける初等教育の伸びの停滞が大き

な開発問題として認識されるようになる。G. サカロポロスは教育の収益率が高いことを理由に初等教

育の重要性を強調した注4。表2－1に示されるように、社会的収益率・私的収益率共に初等教育が中

等・高等教育を大きく上回る。そして開発に役立つのは高等教育や職業技術教育ではなく初等教育で

あるという見方が主流となっていく。

表 2－1　地域別教育投資の収益率（％）

地　　域
社会的収益率 私的収益率

初等 中等 高等 初等 中等 高等

サハラ以南アフリカ 24 18 11 41 27 28

アジア 20 13 12 39 19 20

ラテンアメリカ 18 13 12 26 17 20

出所：Psacharopoulos 1994

1990年、タイ・ジョムティエンで開催された『万人のための教育世界会議』は、初等教育を中心とす

る基礎教育の重要性が、途上国と援助機関の間で共有される機会となった。その後援助機関は初等教

育への協力を重点的に行うようになり、高等教育への協力が減少する傾向が見られた。

1990年代後半には新たな動きが目立つようになる。初等教育普及と質の向上のためには、カリキュ

ラム開発、教材研究や教員養成が不可欠であり、そのために高等教育が果たす役割について認識され

るようになる。また教育を一つのまとまったセクターとしてとらえる動きは、高等教育分野での協力

注3 Schultz, T. W.（1961）"Investment in Human Capital"及びBecker, G.（1962）Human Capitalなどにより、「人的資源」の概念が紹介
された。

注4 Psacharopoulos, George（1994）"Returns to Investment in Education：A Global Update," World Development 22（9）：1325-43等。



- 9 -

に新たな光をあてることになった。このような動きを象徴するように、UNESCOが中心となって1998

年10月に開催された『高等教育世界会議』では、高等教育開発がグローバルな課題として取り扱われ、

その重要性が再確認された。

図2－1は、教育協力の歴史的展開をまとめたものである。1960年代には援助の対象の主流であっ

た高等教育から、ターゲットが初等教育及び基礎教育に移り、再び高等教育への協力の必要性が認識

される動きが見られる。

図2－1　教育協力の歴史的展開
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Heyneman（1999）は世界銀行の教育協力を中心として、教育協力の理念の変遷を3つの時期に分けて

いる。第一期は1963年から1980年で、この時期には、マンパワー理論に裏づけられた職業技術教育

に重点が置かれ、高等教育でも理工系への融資が盛んに行われた。しかし高等教育や職業技術教育は

人々を貧困から救うことがなかった。そのため、第二期の1980年から1990年代半ばまでは、1980年

に出された世界銀行の教育セクターポリシーペーパーに象徴されるように、「基礎教育」「研究」「キャ
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パシティビルディング」「教育機会の平等」が教育開発の基本となる。教育と保健、農業などほかのセ

クターとの関係についても強調された。しかしソ連と東欧の崩壊により新たな途上国が出現すると、

またしても教育開発は方向転換をうながされ、第三期（1990年代後半以後）では、教育が社会的一体性

（social cohesion）を作り出すために貢献するべきであるとしている。

高等教育機関の役割も同様に静かな変遷をとげている。かつては大学という施設のなかで研究と教

育のみを行ってきた高等教育が、今は社会への貢献を求められている。1960年代のような技術や知識

における貢献に加えて、社会に貢献するための知的集団としての高等教育機関が求められており、高

等教育協力についても社会への貢献を求められるようになっている。

2－ 1－2　途上国の高等教育機関の役割の大きさ
途上国の高等教育機関の役割は、先進国のそれを上回るともいえる。多くの途上国では、高等教育

に進学する人口の割合は低く、高等教育機関の数も少ない。また、途上国は先進国のように多岐にわ

たる様々な研究施設や研究機関を持っているわけではない。研究機関が大学の一部として存在するこ

とも多く、途上国の大学は、教育機関であると同時に、数少ない研究機関でもある。

また、人材養成の面での高等教育機関の役割も大きく、途上国の高等教育機関は、政府及び民間の

リーダーを創出する機関としての役割をも持っている。以上のように、公立・私立の多くの研修機関

や施設を持つ先進国に対して、途上国では、そのような役割が大学に課せられることが多い。研究・

教育・人材養成すべてを担う唯一の機関が大学ということも希ではない。

前項で述べたように、多岐にわたる研究や知識の蓄積を先進国ならば専門の機関や研究所で実施す

るところ、途上国の大学はすべて引き受けることになることもまれではない。人的資源を含む資源が

少ない大学でありながら、より多くの義務を科せられている。

2－ 1－3　大学院教育
途上国の高等教育機関は、その役割が重要であるにもかかわらず、自立発展性において多くの問題

を抱えている。教育や研究にかかわる人材を養成することに関して、自国でまかなうことができず先

進国に依存していることが多い。これは大学院レベルの教育の遅れに負うところが大きい。途上国の

研究者や教育者が大学院レベルの教育を受ける場合、先進国へ留学することが多い。援助機関などに

よる協力や、途上国政府が自国の奨学金などによって留学を支援する。途上国の多くは旧宗主国を中

心とする先進国に頼っている。教育施設や資源及び教育者の質を比べた時、先進国の高等教育機関の

優位は明らかであり、途上国からの研究者や教育者の多くは、先進国の大学院での学位取得を望むこ

とになる。その結果、途上国は高等教育機関の教官の育成を自国で達成できない状態から抜け出すこ

とができないままにいる。高等教育を牽引していく人材の質を確保するためには、先進国の優れた大

学院で人材養成をすることが必要であるが、一方、途上国の高等教育の自立性・持続性を確保するこ

とは難しく、知的分野での依存性（intellectual dependency）が生じることになる。

2－ 1－4　高等教育に対する政府予算
GNPに対する教育予算の割合が最も高いのは、途上国ではサハラ以南アフリカ地域（5.6％）である。
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次に高いのはラテンアメリカ地域（4.5％）であり、以下、南アジア地域（4.3％）、東アジア地域（3.0％）

と続く。しかし、生徒1人当たりの絶対額では、ラテンアメリカ（444ドル）、南アジア（223ドル）、東

アジア（155ドル）、サハラ以南アフリカ地域（87ドル）の順である。アフリカ地域は政府予算の大きな

割合を教育予算にあてているのにもかかわらず、1人当たりの額は大変に少ない。

さらにこの生徒・学生1人当たりの教育予算を教育段階別に見ると、図2－2のように興味深い対

照が得られる。生徒1人当たりの公的支出が最も少ないはずのサハラ以南アフリカは、高等教育在学

生1人当たりの公的資金がほかの地域よりも多くなっている。アフリカ諸国が高等教育機関に対して

このように多くの予算をあてているが、これは学生への奨学金を中心とする費用であり、大学の設備

や研究のための資金ではない。援助機関のなかには、このような矛盾を改善するよう働きかけるとこ

ろもあるが、このような改革は容易ではない。

図2－ 2　生徒1人当たりの政府経常支出（1995）
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出所：UNESCO（1998）World Education Report p.111 Table 13 より作成

2－ 1－5　先進国と途上国の「知識の差」
次に問題となるのは、先進国と途上国の「知識の差」である。学術出版や研究の数及びその質におい

て、先進国と途上国の間には大きな差がある。現在、定評のある学術出版の多くは先進国でなされて

おり、途上国の研究者は先進国で作られた「知」に依存することになり、知識の差が生じる。この「知

識の差」よりも更に大きいのは「知識を作り出す能力の差」である。表2－2に示されるように、R&D

に費やす予算のGDPに対する割合は、低所得国及び中所得国ではかなり低い。低所得国がR&Dに費

やす予算の割合は、高所得国の1／200以下となっている。このことから先進国と途上国の間では、知

識の差だけではなく、研究者の研究能力・知識を作り出す能力の差が急速に広がっている現状が浮か

び上がる。途上国のなかでもNIEs諸国が研究開発に大きな努力をはらっていることは注目に値する。
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このように途上国間でも「知識の差」は広がりつつあり、その差は、技術革新による経済開発への貢献

度の差となって現れる。

表 2－2　1人当たりGDPとR&D予算

高所得国 アジアNIEs 中所得国 低所得国

GDP $16,048 $6,399 $1,563 $328

R&D予算 $218 $108 $6 $1

GDPに対するR&Dの割合 13.6％ 16.9％ 0.4％ 0.3％

出所：European Commission 1994

2－ 1－6　途上国において研究の発展を阻害する要因
1980年代のLLDCでは、大学を中心とする高等教育機関での研究費が大きく削られた。そして研究

成果が著しく少ないまま1990年代を迎えることになった。前述のように、教育予算の減少と初等教育

への国際協力が重要視された1990年代は、高等教育にとっては「冬の時代」であったといえる。援助

機関の協力は基礎教育分野に集中し、高等教育は置き去りになった。

その結果、途上国の高等教育機関は研究キャパシティを急速に失い、多くの学生が大学院レベルの

教育を受けるために旧宗主国を中心とする欧米諸国に行くことになった。そして優秀な学生は研究者

としてそのまま先進国の大学や研究機関に残ることになる。このような頭脳流出が先進国と途上国の

「知的格差」を更に広げることになった。

途上国の高等教育機関には能力のある人材が全くいないのではない。研究を実施できる能力を持っ

ているにもかかわらず、そのような人材が研究に費やす時間や熱意を持っていないという指摘もあ

る注5。わずかに残った有能な研究者や教育者は、研究よりも生活の糧のために時間をさくことを余儀

なくされている。このようにLLDCは科学技術の革新から遠ざかる一方となる。

2－ 1－7　高等教育協力の内容
高等教育協力の内容は多岐にわたる。途上国の高等教育機関を対象とした協力の場合、協力分野は

様々であり、多くの専門分野でプロジェクトが形成されてきた。このようなプロジェクトはある大学

の学部や学科、または研究機関の部署を対象に行われることが多い。一方、初等中等教育では、サブ

セクター全般にわたる教育を行うことも可能であり、通常、協力対象は多数の学校や教育機関となる。

このように、高等教育協力は初等中等教育などの教育分野のほかのサブセクターへの協力とは異なっ

た特色を呈する。

高等教育協力の特殊性は、協力が実現する過程にも見られる。初等・中等教育及びノンフォーマル

教育などでは、プロジェクト形成にいたる協議は教育省代表と行われることが多く、小学校の教員や

校長、成人識字学級の代表などと直接話し合いが行われるようなことは少ない。このような人々は受

益者の代表として協議に加わることはあっても、プロジェクト形成のための話し合いの中心的な存在

となることはまれである。これに対して、高等教育分野での協力に際しては、途上国側の大学の学長

注5 King, Kenneth（1990）Aid & Education in the Developing World：the Role of the Donor Agencies in Educational Analysis, London,
Longman. より。
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や学部・学科長が中心となって進められることが多い。これらの人々が援助機関側の担当者と知り合

いであることも多く、彼らはプロジェクト形成及び実施にわたって、カウンターパートとしてかかわ

りを持つことになる注6。

高等教育協力は、コミュニケーションの面では国際協力を実施しやすい分野であるとの見方もある。

高等教育分野でのカウンターパートとなる人材は、英語を主とする国際言語でのコミュニケーション

や研究が可能であることが多い。研究のグローバル化が急速に進むなか、英語により得ることのでき

る情報量は研究者にとって大変に重要なものとなっている。この点からも、技術協力やそのほかの活

動に英語を使うことのできるケースは「実施しやすい」協力の環境整備に貢献しているといえよう。

協力の内容として、前述（1－3「調査研究の範囲と実施手順」）のように研究活動と教育活動がある。

本調査研究では、教育活動を重点的に取り上げているが、高等教育機関において、研究と教育は補完

的な役割を果たしている。質の高い教育を提供するためには研究を続けることが必要であり、新しい

情報や研究成果を教育に盛り込んでいくことは教育の質を高めるためにも重要である。一方、研究を

続けるためには、研究者の養成が大切であり、教育活動が必要とされる。このように、研究と教育は

相互に補完しながら高等教育機関に存在しており、この二者の活動をバランス良く実施していくこと

が求められている。

近年、高等教育にかかわる国際協力において遠隔教育（distance education）への関心が高まっている。

教育財政が伸び悩むなかで教育機会の普及が望まれるという状況は、少しでも効率的な高等教育の提

供のための手段を模索する結果となった。遠隔大学教育はアジア地域で発展してきた。1970年代には、

私立大学の普及に先がけて独立採算の政府機関として2つの公開大学が開講した。インドでは、公開

大学を受講している学生における女性の割合（41％）は、通常の大学に登録している女子学生の割合（32

％）よりも高くなっている注7。

2－ 1－8　教育援助の途上国高等教育機関へのインパクト
近年、教育分野の国際協力においてはローカルコンサルタントの活用が奨励されているが、そのよ

うな人材の蓄積を持つのが途上国の高等教育機関である。途上国の高等教育機関からローカルコンサ

ルタントを活用することにより、国際協力はこれらの機関の活性化に一役買っている。

例えばガーナ南部にあるケープコースト大学では、Research Consultancy Bureauを設立し、各国ボラ

ンティアの現地研修や導入研修を行っている。また委託を受けた調査研究も実施している。ウガンダ

のマケレレ大学Centre for Basic Researchでも援助機関の研究を中心とするコンサルタント業務を実施

している。同大学では、このような活動を奨励しており、各学科が実施するコンサルタント業務に対

してオーバーヘッドを取って大学の収益としている。また、残りの収益金は当該学科が使うことがで

きるようにしてインセンティブを高めることにも成功している。このような教育援助を活用した高等

教育機関による収入創出活動は、アフリカ地域の研究とコンサルタント業務のオーナーシップを高め

るための大学の貢献と見ることもできる注8。

注6 K. King（1990）前掲書

注7 Swamy, V. C. K.（1992）Open University より。

注8 "Education Research Networks, Role and Added Value" in ADEA Newsletter July-September 1998にはアフリカ諸国の大学がコンサ
ルタントとして基礎教育に貢献している例が紹介されている。
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2－ 2　高等教育協力の意義

2－2－1　国家の開発における高等教育の役割
国家レベルでの「新しい知識を獲得しそれを活用する力」と経済開発の関係の強さに対する認識が高

まっている注9。途上国の経済開発には、技術を持った人材、知識の集積、学習ネットワーク、情報と

コミュニケーションの発達が必要とされる。高等教育機関は、知識を蓄積する機関として、知識を作

り伝達し、優秀な労働力を輩出し、ビジネスを生みだし、公的機関及び民間で活躍するリーダーを生

みだすというように多様な面で貢献をしている。このように国家レベルで「新しい知識を獲得しそれ

を活用する力」と経済開発の関係は、高等教育分野への協力の大きな原動力となってきた。高等教育

は、研究開発と知識の蓄積、技術革新と人材養成に資するものとしての役割を果たす。

2－ 2－2　基礎教育開発における高等教育機関の役割
途上国の高等教育機関は、基礎教育にも大きく貢献している。高等教育機関には、研究及び評価の

実施機関としての役割がある。幼児教育や初中等教育の開発のためにも、プロジェクトに関連する研

究、カリキュラム・シラバス開発や改善、教材開発、活動の評価などに高等教育機関がかかわってく

ることが多い。また近年、初等中等教育教員養成が高等教育機関で行われることが一般的になってき

ている注10。基礎教育開発には高等教育機関の貢献が不可欠であるといえる。

2－ 2－3　高等教育世界会議
1998年10月にパリで『高等教育世界会議（The World Conference on Higher Education）』が開催された。

主催者であるUNESCOの発表によれば、先進国・途上国あわせて4000名が参加した。会合では、高

等教育のグローバル化、高等教育におけるジェンダー、科学の発展と倫理の問題、環境・人口などの

グローバルイシューに対する高等教育の役割などに加えて、新しい情報工学の時代に途上国と先進国

の格差が広がる危険性があること、高学歴失業者、頭脳流出などの途上国の高等教育に強く関連する

課題についても討議されている。21世紀の高等教育の課題として下記のようなことがあげられる注11。

1） 教育内容の適切さ：　教育の普及は生涯学習の概念に統合され、高等教育を受ける人口は増加

し続ける。ただ若者を高等教育機関に受け入れるだけではなく、労働市場に適合するような適

切な内容の教育・訓練を提供することが求められる。

2） 教育の質と評価：　高等教育機関は、学生数の増加と財政難などの問題を克服しつつ、教育の

質を保つことが求められている。そのためには適切な評価が必要となる。

注9 World Bank（1999）World Development Report 1998／ 99：Knowledge for Developmentより。

注10 小学校教員について、中等教育で教員養成を行う制度を取っている国もあったが、教員教育については、中等教育を終えてか
ら高等教育機関で実施するような教育制度に移行する傾向がある。アフリカ地域の教員教育関連の政策レベルでの協力を実施し
ているCommonwealth Secretariat でも、教員養成を高等教育レベルに引き上げることの重要性を強調している（Commonwealth
Secretariat 1998）

注11 UNESCO 1999 Report on World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century：Vision and Action より
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3） マネジメントと財政：　学生数の増え続ける大学の財政を、すべて国家が負担することには限

界がある。高等教育機関の独立性と学術的自由を尊重しつつ、大学のマネジメントと財政を、

産業界などを中心とする外部と共有することが求められる。

4） 国際協力：　持続発展性のある開発のための高等教育への国際協力が求められている。国際協

力により頭脳流出などを増加させるのではなく、防ぐことが望まれているのである。高等教育

機関のネットワーキングや北と南の高等教育機関の相互協力など、革新的な試みが求められる。

2－ 2－4　高等教育機関の社会的責任
高等教育機関には、教育と研究を更に発展させ、地域の開発と福祉に貢献することが望まれている

が、途上国の高等教育機関では一層その傾向が強まる。その背後には「恵まれた立場に伴う義務

（noblesse oblige）」及び高等教育機関の重要性などがあるものと思われる。大学生が休暇の間に小中学

校で教員をするなどの個人的な活動に加えて、大学が組織として地域に貢献する例も見られる。

フィリピンでは、大学とは、研究・教育・社会責任の3つの役割を持つとされ、大学が組織として

地域社会へ貢献をすることが義務づけられている。セブ市にあるサンカルロス大学（University of Saint

Carlos）とサウスウェスタン大学（Southwestern University）はNGO（ANTEP）と組んで、幼児教育のコ

ミュニティ支援（Community Based Early Childhood Education Program）を実施している。また、デュマ

ゲッティ市のファウンデーション大学（Foundation University）でも、ANTEPに協力して、成人識字教

育を行っている。ここでは、教育学部の学生が三年次に授業研究を行い、四年次にフィールドワーク

として識字クラスの教師として参加する注12。

2－ 2－5　高等教育協力の新しい動き
最近の高等教育協力の内容と実施方法には変化が見られる。従来は、ある特定の高等教育機関への

拠点協力により、優れたセンター（Centre of excellence）を作り出していくことが行われていた。加え

て途上国から先進国への留学生や研究者の受け入れ、先進国の研究者や教育者の途上国への派遣など

もあった。

1990年代に入って、ネットワーク構築のための協力が目立つようになる。ある特定の高等教育機関

への教育から、複数の大学や高等教育機関を対象とした協力となっている。それ以前にも先進国と途

上国の大学が提携を結ぶことはまれではなかった。しかし、大がかりで組織的なネットワーキングに

は技術的資金的な協力が必要となり、援助機関による協力が役立つ。このような動きは高等教育のグ

ローバル化として理解することもできる。協力の内容の変化は、それまでの拠点的な技術移転や研究

助成から、研究と協力の両方を支えるための高等教育機関のキャパシティビルディングと特徴づける

ことができる。

注12 平成10年度　専門家養成研修現地研修報告（1998）より
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第3章　他の援助機関の高等教育協力

本章では他の援助機関の高等教育協力として、世界銀行、UNESCO、USAID、GTZ、CIDAの高等

教育協力の動向を概観し、高等教育協力における世界的な潮流を考察する。

3－ 1　世界銀行の高等教育協力

3－1－1　世界銀行の教育協力の概観
世界銀行は現在教育分野の最大の援助機関であり、また、教育分野の援助政策をリードしている機

関でもある。1990年に世界の全援助機関が支出した教育協力の総額は60億3,500万ドルであるが、こ

のうち世界銀行の援助額は14億8,700 万ドルで約25％を占めている注13（表3－ 1）。

表3－1　EXTERNAL SUPPORT FOR EDUCATION, 1975－90

Item 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Amount (millions of dollars)

Total 2,018 4,496 4,255 2,644 4,584 5,528 5,838 6,035

Bilateral 1,490 3,595 2,679 3,169 3,512 3,950 3,790 3,640

Multilateral 528 901 1,576 1,475 1,072 1,578 2,048 2,395

World Bank 224 440 928 829 440 864 964 1,487

World Bank share (percent)

Of total support 11 10 22 18 10 16 17 25

Of multilateral support 42 49 59 56 41 55 47 62

Source: UNESCO 1993b.

出典：Priorities and Strategies for Education, World Bank

世界銀行は教育協力を一貫して拡大している。教育分野の貸付額（コミットメント額）は1980年代

始めには約6億ドル／年で総貸付額の4％程度であったものが、1990年代前半にはその3倍以上の約

20億ドル／年にまで拡大し総貸付額の8％を占めるにいたっている（図3－1、図3－2）。1998年まで

の教育分野の貸付け累計額は268億ドルにのぼる。

注13 しかしこれを、途上国の教育の全経費2兆7000億ドル／年に比べると、外部からの援助はそのわずか2％であり、世界銀行の
援助は0.5％を占めるに過ぎない。ちなみに、1997年の日本の教育ODAの合計額は10億8,200万ドルである（DAC分類に基づく
分野別配分実績、1998年外務省ODA白書より）。
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図3－1　WORLD BANK EDUCATION LENDING, FISCAL 1980－1994
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出典：Priorities and Strategies for Education, World Bank

世界銀行グループによる教育分野の貸付けはIBRD（国際復興開発銀行）からとIDA（国際開発協会）

からがそれぞれ約半分であるが（図3－2）、近年の民間活力重視の流れのなかで1994年には初めてIFC

（国際金融公社）からの貸付けが行われた注14。

注14 ウガンダの私立中等学校に対するもの。
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図3－2　World Bank Education Lending
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出典：世界銀行ホームページ

世界銀行の教育協力のサブセクターごとの内訳を1993年から1998年の実績で見ると（図3－3）、基

礎教育分野が約半分を、高等教育分野が約1／4を占めている。初めて教育分野の投資が行われた1963

年からの変化を見てみると（図3－4、図3－5）、60年代には10％以下であった初等教育のシェアが

そののちの基礎教育重視の援助政策の下で順調に拡大し、90年代には世界銀行の教育協力の1／3を

占めるにいたっている。これに対しシェアを減じているのは、主として中等教育分野であり、高等教

育分野は1970代以降は増減しつつ30％を前後している。1999年から2001年の3年間の教育協力のシェ

アとしては、基礎教育分野を47％から66％に、幼児教育分野を1％から4％に伸長する一方で、基礎

教育以降のレベル（Post Basic Education）と職業教育・訓練はあわせて全体の1／ 3程度のシェアにと

どめるとしている。
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図3－3　Sub-Sector Distribution of Education Lending（FY1993－ 1998）
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図3－4　World Bank Education Lending by Subsector, Fiscal 1964－1994
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図3－5　Education Lending by Sub-Sector
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注：図の「Teacher Training」と「Vocational」の間の薄灰色部分の説明が欠けているため、これが何をさしているかは不明

（図は原典のとおり）。なお、この図には以下の説明文がついている。

The Bank's lending by sub-sector has changed significantly over the years.  University education lending has declined as a

proportion of total education lending from the second half of the 1980s, through total lending for education has risen.  However,

lending for the tertiary sector, which includes programs which support universities, science and technology, polytechnics, teacher

training institutions and technical institutes, continues to constitute more than 30 percent of lending.

3－ 1－2　高等教育協力の実績
1992年から1998年の世界銀行の高等教育分野での平均貸付額／年は4億8,100万ドルにのぼる（図

3－6）。これは世界銀行の教育協力の約1／4を占めている。過去の変化を見てみると、1970年代か

ら急激に拡大し80年代中ごろに36％にまで達したあと、微減に転じ90年代には26％にまで落ちたも

のの、90年代後半にはまた増加している（図3－4、図3－5）。世界銀行は70年代から初等教育重視

をうたい、高等教育から初等教育への援助資源のシフトを掲げたこともあったが、結果としては高等

教育分野は30％前後の高いシェアを過去30年間にわたって維持し続けたことになる。1998年までの

高等教育分野での貸付け累計額は86億ドルにのぼり、これも教育分野での貸付け累計の約30％にあ

たる。
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図3－ 6　World Bank Tertiary Education Lending
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過去10年間の高等教育分野の貸付けの地域別の割合を見ると、東アジア・大洋州が36％、中南米・

カリブ地域が27％で、この両地域で全体の60％以上を占めている。特に中南米・カリブ地域は90年

代後半になって､そのシェアを倍以上に伸ばしている（図3－7）注15。また、高等教育分野の貸付けは

特定の国に集中的に行われてきたのが特徴で、近年では東アジアにおいては中国とインドネシアと韓

国が、南アジアにおいてはインドが、中南米においてはブラジルとメキシコが、欧州においてはハン

ガリーが中心的な受け取り国となっている（図3－8）。

注15 ここでの地域分類は、世界銀行が通常用いている地域区分による（アフリカ、東アジア／大洋州、南アジア、中近東／北アフ
リカ、欧州／中央アジア、中南米／カリブ）。詳細は世界銀行の世界開発報告書を見られたい。
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図 3－ 7　Regional Distribution of Tertiary Education Lending
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図3－8　Ten Largest Borrowers for Tertiary Education
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同じく、高等教育分野の全案件（1980年から1993年の貸付け累計）をプロジェクトの対象機関別に

見てみると、大学を対象としたものが42％と最大で、以下、科学技術研究機関向けが19％、ポリテク

向けが16％、技術教育機関向けが12％、教員養成校向けが12％である。しかしながら、地域の教育
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開発の状況を反映して、地域毎にプロジェクトの内容にはかたよりがある。例えば、アフリカと東ア

ジアでは大学を対象とした案件が多く（それぞれの地域の高等教育分野の貸付額の63％、53％）、南ア

ジアではポリテクが（同じく85％）、中南米では科学技術研究機関（同じく78％）を対象としたプロジェ

クトが大要を占める（表3－2）。

表 3－ 2　World Bank Lending for Higher Education by Region, 1980－ 1993

（number of institutions, lending in millions of dollars, percentage of Bank lending）

Middle East Europe Latin America
Institution Africa East-Asia South Asia and and and Total

North Africa Central Asia the Caribbean

University 32 25 4 15 3 5 83

342 1,457 31 135 84 80 2,131

6.7 28.6 0.6 2.7 1.7 1.6 41.9

Science and 1 11 0 4 2 3 24
technology

11 475 0 65 40 391 983

0.2 9.3 0.0 1.3 0.8 7.7 19.3

Polytechnics 4 5 6 5 1 3 24

36 197 539 9 4 7 794

0.7 3.9 10.6 0.2 0.1 0.1 15.6

Technical 21 8 4 9 3 3 48
institutes

83 246 37 96 121 11 596

1.6 4.8 0.7 1.9 2.4 0.2 11.7

Teacher training 26 24 6 21 2 7 86
institutions

69 378 28 91 5 11 584

1.4 7.4 0.6 1.8 0.1 0.2 11.5

Total project 83 73 20 54 11 21 262
components

542 2,754 637 397 254 502 5,089

10.7 54.1 12.5 7.8 5.0 9.9 100

出典：Higher Education：the Lessons of Experience, World Bank

3－ 1－3　高等教育協力の変遷
1963年に世界銀行は初めての教育プロジェクトを行い、1964年に高等教育を主たる対象とした最初

のプロジェクトを実施した注16。当時の教育協力の重点分野は、経済開発に資するという理由から職

注16 世界銀行の初めての教育協力は1963年のチュニジアの中等教育拡充であった。プロジェクトは中等教育施設とその教員養成
校（中等師範学校）の建設からなり、国家開発に必要となる人材の養成を目的とするものであった。大学を対象とした初めての世
界銀行プロジェクトは、1964年のパキスタンの農業大学プロジェクトで、新設の農業大学2校に施設建設、機材供与と専門家の
派遣を行った。ここでもプロジェクトの目的はマンパワー理論に基づき必要とされる農業技術者の育成であった。
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図3－9　World Bank Lending to Countries for Tertiary Education
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業・技術訓練／教育注17と中等一般教育注18であった。高等教育レベルでは、技術者や技能者養成のた

めの教育機関と教員養成校がこの重点分野に該当した。しかしながら当時の世界銀行は総合大学に対

する融資にはきわめてうしろ向きで注19、高等教育レベルの技術教育への融資は単科大学、ポリテク、

専門学校などが主であった。また、プロジェクトの内容は施設建設や機材供与のハードウエアが中心

であった（図3－10）。当時の世界銀行には教育分野の専門家が少なく注20、そのために世界銀行の教育

協力について次のような問題点が指摘されていた。一つは、地域や国の教育開発のそれぞれの状況が

考慮されず、すべての国に同じ重点分野（職業・技術訓練／教育と中等一般教育）が適用されたこと、

2つめは教育の質の向上の観点がプロジェクトに取り入れられなかったこと、3つめはプロジェクト実

施が性急で目的も壮大すぎることが多かったことである。

1968年に世界銀行総裁がマクナマラに交代し、70年代になって世界銀行の援助政策が貧困軽減へと

向かったのに伴い、教育協力の重点分野も職業・技術教育／訓練から初等教育やノンフォーマル教育

へと移っていった。また、すべての教育レベルにおいて、職業・技術教育よりも一般教育が重視され

るようになった。70年代前半には、教育協力の目的が経済開発に直結する技術者や技能労働者の養成

からより幅広い人材育成へと広がったことにより、世界銀行の教育協力における高等教育のシェアは

いっきに拡大し30％を超えた。しかしながら70年代後半には、高等教育は一部のエリート層に益す

るものとの見方から重点分野からはずれ、世界銀行の教育協力におけるシェアをいくらか減じている。

こうした初等教育重視の教育協力方針は1974年のEducation Sector Paperでもっとも明確になっており、

1980年のEducation Sector Policy Paperでは若干揺れ戻して、基礎教育に重点は置くものの、高等教育

も含めたバランスの取れた教育開発をうたっている。また、この時期には教育の質の向上への関心が

高まり、教科書や教材の改善、カリキュラム開発、教授内容や試験方法の改善といったソフトウエア

コンポウネントがプロジェクトの構成要素として取り入れられ始めた注21（図3－10）。またハードウエ

アについても施設建設が減少し、実験実習機材などの資機材供与が増加した。しかしながら、この時

期の教育の質の改善は個々の教育機関内での質の改善であり、後年に見られるような、国全体の教育

システムの改善や教育関連省庁を対象とした取り組みは行われなかった。

注17 工業、商業、農業分野の訓練／教育と教員養成訓練をさす。当時の世界銀行は保健分野の協力を行っていなかったので医療教
育は含まれなかった。

注18 当時は、より生産性の高い卒業生を労働市場に輩出するために、一般中等教育において職業・技術科目を導入するDiversified
Secondary Educationが多くの援助プロジェクトで試みられた。

注19 The World Bank's Role in Human Resource Development in Sub-Saharan Africaでは、その理由を、世界銀行は総合大学の技術系学
部への融資が人文系学部になんらかの形で利用されることを嫌ったためと説明している。

注20 当時の世界銀行の教育プロジェクト担当者の多くは建築の専門家で教育分野の専門家ではなかったので、世界銀行はUNESCO
と協定を結び、セクター分析、案件の発掘形成、実施促進などについてUNESCOの支援を受けていた。UNESCOとの協定は1989
年に終了した。

注21 しかしながら、The World Bank's Role in Human Resource Development in Sub-Saharan Africaによれば、アプレイザルの段階でプ
ロジェクトコストを集計すると、ハードウエアからソフトウエアへの変化は顕著であるが、土木工事に伴う予備費や技術協力経
費からの流用などにより、実績額で集計するとハードウエアからソフトウエアへの変化はさほどではなくなる（図3－11）。
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図3－10　World Bank Education Lending by Expenditure Category, Fiscal 1964－94

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1964-69

Percent

Civil works

Furniture, vehicles,�
and equipment

Textbooks and�
educational materials

Other

Technical assistance

Source: World Bank data

1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94

出典：Priorities and Strategies for Education, World Bank

1980年代の世界銀行の高等教育協力には2つの新たな方針が見られる。一つは技術系の学部のみを

対象とした援助から、より総合的な組織・制度作り（Institutional Development）や大学の社会とのかか

わり（Outreach Functions）を重視するようになったことであり、2つめは教育財政における高等教育偏

重が認識され、問題視されるようになったことである。この後者から、教育協力の重点を高等レベル

から初等レベルへ移すべしとの議論が行われたが、実際にはこの時期には中国の高等教育プロジェク

トへの貸付けがかなり大きかったため、結果として高等教育のシェアは落ちなかった。

1990年には『万人のための教育世界会議（World Conference on Education for All）』が開かれたが、世

界銀行はUNESCO、UNICEF、UNDPとともにこの会議を主催し、一層の基礎教育重視を提唱した。以

降、基礎教育に教育協力の重点を置く政策は1995年のPriorities and Strategies for Educationにも明確

に引き継がれている。世界銀行の教育協力全般における1980年から現在までの変化をまとめると次の

とおりである。

・教育協力が増大し、貸付額で3倍に、世界銀行の貸付総額におけるシェアで2倍となった。

・基礎教育分野のシェアが45％にまで拡大した。

・アフリカ、東アジア、中東地域に集中していた対象国があらゆる地域に広がった。

・女子教育が重視されるようになった。

・施設建設からそのほかのインプットへとプロジェクト内容が変化した。

・単一のコンポウネントからなるプロジェクトアプローチからより幅の広いセクターアプローチに

変化した。
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図 3－ 11　Appraisal and Actual Distribution of Education Project Costs, Bank and Total

出典：The World Bank's Role in Human Resource Development in Sub-Saharan Africa, World Bank
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世界銀行の高等教育協力の近年の新たな領域としては、工業開発とのリンケージの強化、大学のコ

ストシェアリングの推進と奨学金制度の導入、大学入学者数の制限などがある。高等教育に関しては

1994年にHigher Education：the Lessons of Experienceが発表され、高等教育分野の現状分析と世界銀

行の援助方針が明確にされている。現在の世界銀行の高等教育協力の方針については、この文書に基

づき次項に述べる。

3－ 1－4　高等教育協力の方針
30年以上にわたる世界銀行の高等教育協力の経験から得られた教訓は、個々の教育機関のみを対象

にした断片的な援助は成功せず、高等教育セクター全体の開発計画策定とそれに基づく包括的で長期

の協力が成功には必要であるということであった。世界銀行も初期の時代には、マンパワー理論に基

づく技術者育成を目的として個々の高等教育機関を支援し、高等教育政策そのものにアプローチする

ことはなかった。しかしながら、施設建設や機材供与や訓練などの投入は、立派な「アカデミック・オ
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アシス」を作り出しはしたが、それだけで自立して発展していくことは不可能であった注22。教育研究

活動が十分な成果を出すには、整合性のある政策の下で、高等教育システム全体が強化される必要が

ある。この意味での世界銀行の成功例は1980年代の中国への一連の融資と注23、30年間にわたる韓国

への融資注24であった。また、近年は教育ポリシー改革のためのセクターローンが組まれることが多く

なった注25。

世界銀行は、基礎教育がもっとも高い社会収益率をもたらすとともに貧困解消により直接的に働く

ことから、経済開発、ひいてはそれによってもたらされる持続的な貧困軽減のためには、基礎教育開

発が最も重要であるとして、基礎教育に援助の重点を置いている。世界銀行の高等教育協力はより公

平で無駄のない高等教育システムを実現することにより、基礎教育開発により多くの国家資金が回さ

れることをめざしている。高等教育分野において、コストシェアリングや民間資金の活用を促進し、

無駄のない効率的な高等教育システムを実現できれば、途上国は国民皆識字や基礎教育の量的質的向

上により多くの資金を充当することができるというものである。したがって、世界銀行の高等教育協

力は、より効率的でお金のかからない高等教育を実現するためのポリシー改革－特に高等教育機関の

多様化、財源の多様化、民間活力と資金の活用－を目的とし、次の3点を重点項目としている。

・セクターポリシー改革

・組織・制度づくり（Institutional Development）

・質の向上

（セクターポリシー改革）

世界銀行の融資は単一のコンポウネントから成るプロジェクトアプローチからセクター改革をめざ

すセクターアプローチへ変化しつつあるが、高等教育分野もその例外ではない。公平で効率的で質の

高い高等教育を実現するためには以下のような一連の行財政改革が必要であり、世界銀行はこれらの

改革に高いプライオリティーを置き、その実施を支援している。

・選抜方法の改善により公立高等教育機関への入学者数を制限する

・高等教育機関の教育内容の多様化や教育目的の多様化を図る

・私学を振興する

・コストシェアリングを含めた財源の多様化を図る

・奨学金（無償／有償）制度や勤労学生制度などの整備により貧困学生の就学を可能にする

・高等教育予算の透明化を図るとともに、教育の質と効率の向上に予算を充当する

注22 例えば、実験機材の供与は消耗品の購入予算が将来にわたって確保されなければ意味を持たず、留学経費や研究費の供与を行っ
ても、教員が副職で生計を維持している状況では研究活動は十分に促進されない。また、例えば大学の研究強化には質の高い大
学院教育が必要であるなど教育システムの異なる構成要素の間にも関連がある。

注23 8次にわたる高等教育強化のプロジェクトで、総計200校にわたる国立大学、地方大学及び各種職業技術学校と研究機関につ
いて、施設・機材の改善、教育研究プログラムの近代化、国外留学による教員の能力強化を行った。

注24 1970年代から90年代までの長期にわたる一連の科学技術教育研究強化のためのプロジェクトで、農業分野や工業分野の教育
訓練機関の強化、民間を含む科学技術研究機関の強化、産業界との連携の促進など多様な側面を含んでいた。

注25 1986年から1994年の間にサブサハラアフリカで実施された10件の教育セクター調整ローン（Education Sector Adjustment Loan）
には高等教育分野が含まれており、それらはすべて高等教育予算の削減、高等教育学生数の抑制、学生への資金補助の減額など
の項目が含まれている。
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・高等教育機関による独自財源の確保や使用、さらに入学者数の自己決定を可能にする

ただし、具体的な改革のメニューは、それぞれの国の経済、社会、政治の状況などにより個々に異

なるものであり、すべての国に共通の改革メニューが存在するわけではない。

世界銀行の高等教育プロジェクトではこれらの改革に必要となる資金を供与したり、改革実施にあ

たっての技術協力を行っている。上記のポリシー改革は、往々にしてその実施に痛みを伴うので、有

能な政策決定者により様々な立場の高等教育関係者のコンセンサスを得ておくこと、具体的な指標に

よるモニタリングを行うことが重要である。

（組織・制度づくり－Institutional Development）

政府と個々の教育機関の能力開発（Capacity Building）と組織・制度づくり（Institutional Development）

が2つめの世界銀行融資の優先分野である。

政府レベルにおいては政策立案と教育改革の調整能力の強化が重要な課題であり、そのための専門

家の派遣や調査資金の供与を行っている。具体的には次のような事業が行われている。

・教育政策の分析、資金申請の評価、高等教育機関の質のモニタリングとその情報公開などを行う

監督機関の設置や強化

・高等教育予算配分の透明化のためのメカニズムの導入

・奨学金制度の設置や改善

モーリシャスの例では、4つの高等教育機関がそれぞれ組織改革計画を作り、これをもとに高等教

育委員会で高等教育の合理化計画が検討されたが、これに対し世界銀行は技術協力を行った。ヴェネ

ズエラでは奨学金制度の改善のために、実質利子率と回収率を向上させる制度改革とともに、資金の

供与、コンピューター化や管理能力の向上の支援を行っている。

また、世界銀行は大学などの個々の高等教育機関に対しても効率的な大学経営のための支援を行っ

ている。モザンビークのEduardo Mondlane大学の例では、教材の供与による教育の質の向上、教官と

事務局員の訓練による能力向上、外部監査の導入による経営改善、学生寮の整備による入学者の地域

間格差・男女格差の是正、施設管理プログラムの導入などが含まれている。

（質の向上）

前述のような高等教育の政策転換が図られ行財政改革が行われている国において、高等教育全般の

改革に整合している場合には注26、個々の高等教育機関の教育・研究能力の向上は依然として世界銀行

融資の重点分野となっている。具体的な支援の内容は次のとおりである。

・教官の資格を向上させる。

・教授法、カリキュラム、学生の成績評価に関する新たな手法を導入する。

・教育施設や予算の増加や改善を図る。

・試験選抜方法を改善する。

・大学院における教育と研究活動の質を向上させる。

注26 個々の高等教育機関の質の改善を目的としたプロジェクトとポリシー改革の支援が同時に連動して行われることが多い。
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高等教育に関する限り、世界銀行の支援は国や地域の特定の優秀な大学－Centers of Excellence－に

集中して行われるようになってきている。国公立大学であれ、私立大学であれ、国の人材育成の重点

分野で質の高い学部教育を行い、国際的に通用する大学院教育・研究を行っている大学が支援の対象

になる傾向にある。

また、世界銀行は高等教育機関の支援にあたって、競争原理を導入することが多くなっている。ハ

ンガリーの高等教育改革計画では、各大学が提出するプロポーザルの審査に基づき、どの大学に資金

を供与するかが決定される。エジプトの工学教育プロジェクトでは、施設建設、研究機材や図書の購

入、補助職員の訓練などに要する費用が供与されるが、同様にそれぞれの工学部が作成する自己改善

計画のプロポーザルの審査により供与が決定される。

さらに、世界銀行は高等教育の多様化を支援している。これには、短期大学、生涯教育機関、公開

大学、各種の資格を付与する専門学校とともに私立大学が含まれる。将来の高等教育人口の増加はこ

うした多様な高等教育機関により吸収されると思われる。
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3－ 2　UNESCOの高等教育協力

3－2－1　UNESCOの高等教育協力の概要
1995年のUNESCOの教育協力の実績額は1億ドルであり（表3－3）、我が国や世界銀行の教育協力

の予算規模に比べれば注27、これは必ずしも大きい数字ではない。UNESCOが途上国の教育開発に果た

してきた役割は、個々の開発事業にあるというよりも、むしろ過去50年以上にわたり様々な教育開発

の理念を提示してきたことにあるように思われる。

UNESCOの教育協力の重点分野は、基礎教育／中等教育／識字教育、教育統計、幼児教育であり、

他援助機関と同様、基礎教育分野に最も高いプライオリティーを置いている注28。

しかしながら、1996／2001年のUNESCO中期戦略においては、「万人のための基礎教育」に重点を

置くものの、同時に「万人のための生涯教育（Lifelong Education）」を提唱しており、基礎教育後も生涯

にわたって教育の場が保障されるべきであるとしている。生涯教育の一部としての高等教育について

は、レリバンス、教育の質、国際化がキーワードであり、高等教育のアクセス拡大、管理運営の改善、

産業界との連携強化の3つの目標を掲げている。

UNESCOの教育協力における高等教育分野のシェアは、JICA企画部の「教育協力にかかる基礎研究

－基礎教育分野を中心として（1997年）」によれば（表3－4）、5.2％であり、これに教員養成分野を加

えても9.6％である（1990 ／ 1994年のプロジェクト延べ数におけるシェア）注29。

3－ 2－2　高等教育世界会議
UNESCOは1995 年に発表した“Policy Paper for Change and Development in Higher Education”に基づ

いて、世界の各地でのコンサルテーションミーティングを行い、この結果をうけて1998年10月にパ

リで高等教育世界会議（World Conference on Higher Education）を開催した。この会議には､各国の教育

大臣、大学関係者、学生組織、学者グループ、産業界、国連専門機関、多国間／二国間援助機関、NGO

などから、約4,000名が参加し、代表委員会、課題別分科会、円卓会議などに分かれて、高等教育の

将来についての討議が行われた｡一週間にわたる討議の結果として、“World Declaration on Higher Edu-

cation for the Twenty-first Century：Vision and Action”と“Framework for Priority Action for Change and

Development of Higher Education”の 2種の文書が採択された。以下にその主要な論点を述べる。

（1）高等教育は能力に応じてすべての人に保障されるべきものであり、人種、性別、言語、宗教、

経済的文化的社会的差異、身体の障害による差別があってはならない。

（2）有能で責任ある人材を育成するとともに生涯にわたる学習の場を提供するという高等教育の本

来の使命は一層強化されるべきである。さらに今日においては高等教育は、内発的能力開発、

注27 1997年の日本の教育分野のODA実績は10億8,200万ドルである（DAC分類に基づく分野別配分実績、1998年外務省ODA白
書より）。

注28 1996／1997年のUNESCOの教育協力における基礎教育分野のシェアは40％である（図3－15 参照）。

注29 UNESCOの教育協力についてのデータを参考までに図3－12～16に掲げるが、教育分野のサブセクターの設定の仕方などが
世界銀行や日本のものと異なるので、これらから高等教育分野のシェアについての具体的な数字を拾うことは困難であった。
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人間の権利の強化、持続的発展、民主主義と平和など、文化や社会や経済や政治の発展におい

ても、より一層重要な役割を果たすようになっている。

（3）高等教育機関とその教官及び学生は、倫理及び科学的知的な厳格さを行使することにより、社

会に貢献しなければならない。そのためには学問の自治と自由が尊重される必要がある。

（4）高等教育の内容は社会の目標やニーズに合致している必要がある。この意味において、起業家

育成、貧困・不寛容・暴力・非識字・飢餓・環境悪化・病苦の軽減、平和の構築などに関して、

高等教育の果たしうる役割は大きなものがある。

（5）高等教育は教育システムの一部をなすものであり、教育システム全体の発展に貢献しなければ

ならない。特に中等教育との関係は再考の余地がある。

（6）高等教育の多様化は増大する需要に応えるとともに、教育に多くの選択肢を与えるために必須

である。

（7）高等教育の質は教育、研究、スタッフ、学生、施設、機材、地域社会への貢献、学風といった

多面的な要素を含んでいる。高等教育機関は内部評価とともに、第三者による外部評価を行う

べきであり、可能であれば､国際的な基準に基づいた評価が行われることが望ましい。また、急

激に変化する現代においては、高等教育の内容は単なる教科の習得を越えて、コミュニケー

ション能力、創造的批判的分析力、多文化集団のなかでの自立的思考とチームワーク能力の育

成も含むべきである。

（8）高等教育機関は教員育成の明確な方針を持つべきである。これにより、教員に向上へのインセ

ンティブと適切な経済的社会的地位を与えるとともに、彼らの能力向上を図る必要がある。

（9）政府及び教育機関の意思決定者は学生のニーズを第一に考え、学生を高等教育改革の主たる

パートナーととらえるべきである。多様な学生のニーズを考慮した指導・助言サービスが開発

されるとともに、中途退学した学生に適切な復学の機会が与えられることが望ましい。

（10）高等教育機関の意思決定レベルにおいて、また、女性比率の低い専門分野において、女性の参

加の一層の促進が必要である。

（11）高等教育の提供方法を多様化し、より広範な対象に知識や情報を伝えることを可能にする情報

通信技術の可能性は、十分に活用されるべきである。さらにそのための開発援助が促進されな

ければならない。

（12）高等教育は公共サービスであり、財源の多様化は必要であるものの、高等教育機関がその公的

使命を果たすためには、公的支援が中心となるべきである。さらに高等教育の質の向上のため

には、政府と教育機関双方の運営・資金運用能力の向上が必要である。大学の自治は守られる

べきであるが、同時に大学の社会に対する説明責任も果たされるべきである。

（13）高等教育の国際的なネットワーキングは連帯と平等の精神に基づいて行われる必要がある。ま

た、頭脳流出（Brain Drain）は依然として大きな問題であり、その改善のためにも、途上国にお

ける研修にプライオリティーを置き、海外留学は専門的で集中的な短期の留学にとどめること

が望ましい。

（14）学生の国内及び国際的な移動を促進するため、高等教育機関の卒業資格の認定基準を地域及び

世界で批准し実施することが望ましい。
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（15）上記の高等教育改革のために、国家及び教育機関の政策立案者、政府、国会、メディア、教官、

研究者、学生とその家族、産業界、地域社会のすべての参画と協力が必要である。

高等教育世界会議で採択されたこれらの考え方は、UNESCO自身の高等教育協力方針でもあり、

“Framework for Priority Action for Change and Development of Higher Education”は UNESCOが今

後この会議のフォローアップを率先することで締めくくられている。

高等教育世界会議は会議の規模や手法などが「万人のための世界教育会議（1990年）」によく似てい

る。「万人のための世界教育会議（1990年）」は基礎教育分野へ教育協力をシフトさせるのに重要な役割

を果たしたが、今後、高等教育世界議が高等教育分野において同様の役割を果たす結果となるかにつ

いては、今後見守っていく必要がある。

3－ 2－3　UNITWIN／UNESCO Chairs Program
現在UNESCOが高等教育分野で実施している事業のうちもっとも中心的なものは、UNITWIN／

UNESCO Chairs Programである。これは高等教育機関のネットワークを構築し､これにより、専門性や

経験や人材の交流を図り、よって高等教育機関の育成を図ろうとするものである。事業の性格から、

学部教育ではなく大学院教育と研究活動を主たる対象としている。このプログラムはUNITWINと

UNESCO Chairs Programの互いに独立しながらも連携した 2つのコンポウネントからなっている。

UNITWINは地域間のまたは地域内の高等教育機関をつなぐネットワークの構築を図るものである。

現在、約50のネットワークが作られている（例：Association of African Universities, Association of Com-

monwealth Universities）。もっとも望ましいネットワークの形は、2つの大学の既存の姉妹校関係から

出発し、途上国と先進国の両方の大学を含む多校間の連携関係へと発展したものである。UNESCO

Chairs（ユネスコ講座）は、講座の主任教授、教官、研究者を国際的に有能な多国籍の人材で構成し、地

域における高等教育のCenter of Excellenceに育てようとするものである。現在、約340の講座が開設

されている。UNITWINとUNESCO Chairsは密接な関係にある。多くのUNESCO ChairsはUNITWIN

の大学ネットワークの枠組みのなかで設置され、ネットワークの連絡調整役を担っていることが多い。

また、同じ専門分野のUNESCO Chairsが集まって新たなネットワークを形成することもある。

この事業は、高等教育機関の間の主体的な連帯により成り立つ事業であり、そこでのUNESCOの役

割は「触媒」の役割にとどまる。具体的には、知的な貢献のほかに、財政面では事業開始時点での連絡

経費の負担と途上国の高等教育機関に直接的な便益がある事業についてのみ経費の負担をしている。
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表3－3　二国間及び多国間機関による教育開発協力への支出　1980－ 1995年注1

（単位：現在の100万米ドル）

機　　関　　名 1980 1985 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995

I. 二国間注2 3,395 2,301 3,516 3,642 3,589 3,465 3,740 4,419 4,450

II. 多国間銀行と基金注3 668 1,394 1,212 2,083 2,640 2,852 3,222 3,265 2,717

アフリカ開発銀行 27 116 48 148 177 310 127 14 ＋

アラブ多国間注4 17 49 20 2 ＋ ＋ 55 1 1

アジア開発銀行 65 67 180 291 182 236 387 88 358

カリブ開発銀行 1 1 3 3 2 10 5 1 20

ヨーロッパ開発基金注5 34 30 81 43 3 89 106 124 53

米州開発銀行 67 126 22 61 195 261 495 969 107

イスラム開発銀行 17 45 18 43 23 32 26 53 55

OPEC注 6基金 ＋ 32 8 5 56 30 15 7 66

世界銀行 440 928 832 1,487 2,002 1,884 2,006 2,008 2,057

III. 国連のプログラムと基金

UNDP注 7 31 16 17 18 16 12 10 7 7

UNFPA注 8 3 4 5 8 8 5 4 6 7

UNICEF注 9 34 33 37 57 48 72 72 87 85

WFP注10 － － 99 129 125 133 119 79 106

ユネスコ注11 78 88 78 73 73 82 82 100 100

参考資料：世界のGDPデフレーター
21 42 63 100 117 137 165 198 215

　　　　　（1990＝ 100）注 12

＋ 合計が 50万米ドル以下のもの。
－ 出版物からはデータが得られず。

注1 各機関の会計年度による。
注2 OECD援助国、開発援助委員会（DAC）加盟国による政府開発援助（OECDによって定義されているODA）。開発

援助委員会の加盟国は、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フラ
ンス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポ
ルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ、及びヨーロッパ共同体委員会である。

注3 過去の融資や貸付の解約をのぞく、新規の融資、貸付又はグラント決定額。
注4 経済社会アラブ開発基金（AFESD）、及び国連の開発関連諸機関のためのアラブ湾岸計画（AGFUND）を含む。
注5 数値は、ヨーロッパ連合（EU）の地域外のアフリカ、カリブ、及び太平洋（ACP）諸国で実施された、ヨーロッパ
開発基金（EDF）による技術的・財政的協力に関するものである。

注6 石油輸出国機構。
注7 国連開発計画；数値は、UNDP支援の教育プロジェクトについてのユネスコによる支出額を示す。
注8 国連人口基金；数値は、ユネスコによって実施された教育プロジェクトに関するものである。
注9 国連児童基金。
注10 世界食糧計画。
注11 承認された教育の事業計画予算。
注12 International Financial Statistics, Washington, D. C., International Monetary Fund, 1997.

出典：諸機関の年度報告書
　　　ユネスコ編　世界教育白書　1998
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図3－12　UNESCO　Total Resources foreseen　1996－1997年

UNESCO's own budget includes resources provided to Member States for national and regional activities which

strengthen the Organization's action (Participation Programme).

Extrabudgetary resources are provided by various international and bilateral financing agencies,
(1)  Calculated at the rates of exchange of 7.70 French and 1.45 Swiss francs = 1.00 United States dollar

Expected extrabudgetary resources�
307.6 M$（38％）�

Total amount: 810.4 M$

Resources approved (1)�

by the twenty-eighth�
session of the General�
Conference of UNESCO,�
502.8 M$（62％）�

出典：ユネスコホームページ

図3－13　UNESCO　Distribution of total programme provisions' by major fields　1996－1997年

Transdisciplinary projects and activities（10.1％）�
　・Environment and population educ.（3.9%）�
　・Towards a culture of peace（5.4%）�
　・Priority target group（0.6%）�

Communication, information�
and informatics�
（11.2％）�

Cultural development:�
the heritage and creativity�

（16.5％）�
of which about 40% for�
Basic Education for All

The sciences in the service�
of development�
（26.5％）�

Toward lifelong
education for all
（35.7％）

This diagram shows the distribution (in percentage) of programme allocations.  The allocations to education repre-

sent 35.7 per cent of the total.  Within education, about 40 per cent are foreseen for activities concerning Basic

Education for All.  Furthermore many of the activities in other parts of the Programme and in UNESCO's special-

ized institutes are also directed to this goal.

Figures drawn from the approved Programme and Budget for 1996-1997

出典：ユネスコホームページ
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図3－ 14 UNESCO　Distribution by sector of expenditure on funds provided

by United Nations and other extra-budgetary funding sources　1992－1993年

（Resources utilized in millions US$）

出典：ユネスコホームページ

Education�
73.5

Natural sciences�
32.8

Culture�
17.4

Communication, information�
and informatics�

17.5

Social and human sciences�
9.4

Other�
16.6

Literacy, primary education, adult education
46.4 M$
14.0 M$

Total
Least Developed Countries

Population education
27.7 M$
12.6 M$

Educational infrastructures, equipment and materials
18.6 M$
9.0 M$
Policies, planning and management of education

17.7 M$
4.1 M$
Science and technology education

12.1 M$
3.1 M$
Training of education personnel

9.1 M$
3.2 M$
Technical and vocational education

5.5 M$
2.3 M$
Humanistic, cultural and international dimension of education

5.1 M$
2.0 M$
Research in education and its applications

4.0 M$
0.9 M$
Higher education and training

3.9 M$
3.0 M$
Education for the quality of life

3.2 M$
0.4 M$

Environmental education and information
2.1 M$

図3－15　UNESCO　Co-Operation for Development in Education　1990－ 1993年

出典：ユネスコホームページ

Extrabudgetary resources utilized by field of activity
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I.1 - Towards basic education�
 for all 168 projects�
 32.1M$ -（34.7％）�

I.2 - Education for�
 the twenty-first country�
 223 projects�
 32.3M$ -（34.9％）�

I.3 - Promoting the advancement�
 of education�
 130 projects�
 28.1M$ -（30.4％）�

図3－16　UNESCO　Extra-Budgetary Projects in Education　1992－1993年

出典：ユネスコホームページ

Distribution by Programme（Allocated resources）

表 3－ 4　UNESCO他の教育援助サブセクター別内訳

CIDA UNESCO UNICEF UNDP WB Plan Intl. 日本ODA ODA草含

就学前教育 3 4.4％ 6 2.4％ 56 16.8％ 3 3.4％ 6 2.8％ 41 10.8％ 0 0.0％ 10 1.4％

初等教育 8 11.8％ 24 9.6％ 106 31.8％ 10 11.4％ 72 33.5％ 104 27.5％ 18 5.6％ 108 15.4％

中等普通教育 2 2.9％ 14 5.6％ 11 3.3％ 12 13.6％ 34 15.8％ 75 19.8％ 22 6.8％ 52 7.4％

未就学教育 2 2.9％ 9 3.6％ 55 16.5％ 3 3.4％ 5 2.3％ 25 6.6％ 0 0.0％ 1 0.1％

成人識字教育 0 0.0％ 33 13.3％ 43 12.9％ 3 3.4％ 5 2.3％ 47 12.4％ 0 0.0％ 13 1.9％

中等技術教育 0 0.0％ 7 2.8％ 0 0.0％ 2 2.3％ 4 1.9％ 16 4.2％ 10 3.1％ 18 2.6％

高等教育 26 38.2％ 13 5.2％ 1 0.3％ 21 23.9％ 24 11.2％ 5 1.3％ 120 37.3％ 147 21.0％

教員養成 0 0.0％ 11 4.4％ 14 4.2％ 1 1.1％ 22 10.2％ 4 1.1％ 1 0.3％ 8 1.1％

職業訓練 11 16.2％ 20 8.0％ 25 7.5％ 9 10.2％ 10 4.7％ 23 6.1％ 43 13.4％ 118 16.9％

その他 16 23.5％ 112 45.0％ 22 6.6％ 24 27.3％ 33 15.3％ 38 10.1％ 108 33.5％ 225 32.1％

計 68 100％ 249 100％ 333 100％ 88 100％ 215 100％ 378 100％ 322 100％ 700 100％

草含：草の根無償を含む

出典：「教育援助にかかる基礎研究－基礎教育分野を中心として（1997年）」JICA企画部
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3－ 3　USAIDの高等教育協力

3－3－1　USAIDの教育分野での協力の背景
1950年中ごろより約30年間にわたり、USAIDは国際教育開発において主要な援助機関として、途

上国の地方及び国の教育施設、更には地域の教育施設の設立を積極的に展開してきた。あわせて、学

校などの教育施設の建設、経営能力の強化支援、更には国をまたがる教育用機材の供与を行った結果、

一部の途上国においては公的教育制度を根本から改革するとともに、教育行政に大きな影響を及ぼし

た。これにより、教育施設への入学の機会が増大するとともに、入学者の増加に伴って生じた問題の

いくつかの解決にも協力が行われた。

教育分野へのUSAIDの援助は、1970年代中盤以降、投入予算の減少を伴って急激に縮小した。教

育支援予算の3分の1から2分の1は、ほかの分野と関係した教育活動や途上国の優先教育課題と直

接的に、関係がない特別プログラムに向けられた。よって、1980年には、正規及び非正規教育システ

ムに対する援助は、1965年に比し半減した。

1960年から1976年までの教育分野への技術協力及び資金協力は次のように推移した。技術協力の

実績額は、1960年～1965年が3億3,600万ドル、1966年～1970年が2億6,400万ドル、1971年～1976

年が2億3,400 万ドルと漸減傾向をたどり、資金協力の実績額も、1960年～1965年が4,500 万ドル、

1966年～ 1970年が2億1,900万ドル、1971年～1976 年が1億6,600万ドルと推移し、1970年の 2億

1,900万ドルから 1976年の1億6,600万ドルへと 46％の減少を招いた。

教育分野の援助予算の減少は、近年、援助の優先度が急激に高まっている新たな分野への対応の必

要性及び緊急性が生じるなどの国際協力の環境の変化や、農業などのほかの分野のプロジェクトやプ

ログラムに教育や研修支援が組み込まれたことによる。

3－ 3－2　USAIDの過去の教育協力
USAIDの教育協力は、教育サービスへのアクセスの向上・平等化、教育にかかわる人材の育成及び

教育機関の開発を促した。一方、革新的な教育手法やカリキュラムの導入を行うに際しての予備的可

能性調査の重要性、プロジェクトの持続性を維持するための中央と地方の政府、及び地元機関の運営

費の確保、労働需要や地域経済の振興促進を含めた広義の経済情勢の把握の必要性、援助国及び被援

助国関係者の緊密な連携の重要性、長期的視点に立った支援、更にはプロジェクトの初期段階での被

援助国の政策的、制度・組織的、文化的、社会・経済的障壁に対するきめ細かな配慮の必要性を教訓

として導き出した。

3－ 3－3　人間能力開発センター
USAIDに設置された人間能力開発センターは、教育と研修を通じた人間の能力開発を目的としてお

り、市場経済及び健全かつ高度に教育された家族の繁栄を通じた安定した民主国家の開発を支援し、

教育及び研修の質的向上を促すために、途上国における活動支援、技術的助言・指導及び研究が行わ

れている。

同センターは、下記の4分野を重点分野として積極的な取り組みを行っている。
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1） 基礎研究

2） 高等教育、パートナーシップ及び雇用のための技能

3） 通信

4） 研修

特に、「高等教育、パートナーシップ及び雇用のための技能」の分野の高等教育について見ると、教

育システムの改善を目的に、持続的発展のための高等教育ネットワーク化に取り組んでいる。また、

途上国が高等教育政策を改善し、高等教育へのアクセスを向上させ、地域社会を支援するための協力

を展開している。

3－ 3－4　具体的な高等教育協力の事例

（1） 大学開発リンケージ・プログラム（University Development Linkages Program）

USAIDの大学開発リンケージ・プログラムは、米国と途上国の高等教育機関間の長期的協力を推進

及び支援することを目的とするものである。具体的には、途上国の開発ニーズにより効果的に対応す

るために協力対象途上国の高等教育機関を強化し、同時に米国内の大学の国際化を推進することをめ

ざしている。

大学開発リンケージ・プログラムの目的は、米国と途上国の高等教育機関間の長期かつ相互に有益

な関係の構築を支援することにある。USAIDは本プログラムを途上国の開発において高等教育機関の

積極的な参画を導き出すために効率かつ効果的なメカニズムであるとしている。

このプログラムを通じて、

1） 米国と途上国の高等教育機関間の協力の管理、及び

2） 目的達成に向けた活動の進捗のモニタリング・評価がなされている。

1993年現在、29か国（アルゼンティン、バングラデシュ、ベリセ、ボツワナ、チリ、コロンビア、

コスタ・リカ、エクアドル、エリトリア、ガーナ、グァテマラ、ガイアナ、ホンデュラム、インド、

インドネシア、ヨルダン、ケニア、マリ、マラウイ、マダカスカル、メキシコ、モロッコ、モザンビー

ク、ネパール、ナイジェリア、セネガル、タイ、チェニジア、ウガンダ）で実施されている。

本プロジェクトは、2002年 9月29日まで実施予定である。

（2） 政策及び企画・立案における高等教育機関の提携（1998年1月31日で終了済）

（Higher Education Partnership in Policy and Planning）

このプロジェクトは、USAIDが掲げる持続的開発を支援し、戦略的目標を実行するために、人間能

力開発センターに技術・助言支援を行うものである。

具体的には、

1） 途上国の高等教育機関に対するアメリカの開発支援

2） 米国の大学における国際化の推進

である。

同プロジェクトを通じて、6つの高等教育連合を支援している。USAIDは、これらの連合と提携し
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て以下の活動を行ってきた。

1） パイロット開発ネットワークを計画し、ネットワークの第1フェーズを実施する。パイロッ

ト開発ネットワークとは、持続的開発を強化する開発途上国、米国の大学と他の関係機関の

既存の協力関係の形成と発展を意味するものである。

2） 大学資源及び経験の効果的な評価

3） 途上国の高等教育機関の持続的発展と強化

4） 米国の高等教育における開発研究、教育、援助能力の強化

5） USAIDと高等教育機関の双方の関心及び相互利益に基づく、開発プログラムの企画・立案及

び評価

協力対象国（奨学金支給国）：メキシコ、ドミニカ共和国、ホンデュラス、ジャマイカ、コスタ・リ

カ、エル・サルバドル、ニカラグア、ポーランド、ハンガリー、スロバキア、ウクライナ、ルーマニ

ア

（3） 指導者及び上級技能のためのアフリカ研修

（African Training for Leadership ＆ Advanced Skills）

このプロジェクトは、大学、研究所及びそのほかの中核開発機関を含むアフリカの公的及び民間セ

クターに勤務する人材の指導力及び専門能力や業績の向上、技能の強化を図ることを目的とする。

プロジェクトにおける活動内容は、

1） 候補者の選定、審査及び配置についての支援

2） リクルート、予備選定及びほかの当該国内マネジメントに対する支援

3） 米国大学及び大学院における研修のための奨学金制度

4） プロジェクト活動にかかるニューズレター及び会報の出版

5） アフリカでの国及び地域レベルでの会議、ワークショップ及びセミナー開催に対する財政的

支援（地域活動として、管理、高等教育、保健、政治、輸出マーケティング、農業及び自然

資源管理を含む）

6） USAID帰国研修員を含むメンバーで構成される同窓会、職業組織及び女性グループを含むア

フリカを拠点とするボランティア組織を支援する補助金プログラムの管理

なお、補助金は、ワークショップ、ニューズレターを含む様々な活動や職業活動の開発のために供

与される。

対象国：アフリカ・サブ・サハラ地域

本プロジェクトは、2000年 10 月31日まで実施予定である。

（4） 女性法律家と公的政策特別研究員支援プログラム

（アフリカ女性のための法律指導者の育成、1997年 12月31日で終了済）

（Women's Law and Public policy Fellowship Program：Leadership and Advocacy for Women

in Africa）

ATLAS（指導者及び上級技能のためのアフリカ研修）の活動の一つで、試験的な試みである。同プロ
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グラムは、女性の権利運動を推進することに関心を抱く法学部学生に対して修士課程研修の機会を提

供するもので、このプログラム参加者は、ガーナ、ウガンダ及びタンザニアのサブ・サハラ諸国から

選抜され、米国のジョージタウン大学法学センター（Georgetown University Law Center）で、10か月間

の大学プログラムを受講し、修了者には法学の修士号が授与される。

このプログラムの活動は、以下のとおりである。

1） ガーナ、ウガンダ及びタンザニアの三か国において、女性の権利拡充に関心のある法律家に、

より進んだ学究的、実践的な研修を行う機会を提供する。

2） ガーナ、ウガンダ及びタンザニアの三か国の研修員を女性問題及び様々な弁護手法を研究す

る米国弁護組織関係者と人的交流を深めさせる。

3） 世界各国で女性問題に取り組む個人及び組織の間で新たな連携を創出する。

4） 公的政策決定とその決定が女性に及ぼす影響に関心を有する弁護士の国際的ネットワークを

形成する。

5） 女性のステータス向上に取り組むアメリカ及びアフリカの機関のさらなる発展を図る。
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3－ 4　GTZの高等教育協力

3－4－1　ドイツの教育分野での協力
1990年代以降、教育分野が、ドイツの主要な開発協力分野の一つとして急速に比重を高めつつある。

教育分野での協力は、1992年にはドイツの二国間協力の約13％を占めるまでになっている。この金額

には、ドイツの大学（ドイツの公立大学は州立大学である）で学ぶ途上国の学生の奨学金、更には州政

府が負担している授業料が含まれる。

1996年10月にドイツ連邦経済協力開発省（BMZ）が公表した「BMZの開発援助政策の考え方」では、

教育・人的資源開発をドイツの開発協力の三大テーマの第二位（第一位が貧困緩和、第三位が環境・資

源保全）に位置づけており、1980年代後半から作成を開始した分野別の協力方針（セクターコンセプト）

でも、初等教育振興、技術教育・職業訓練、高等教育についてそれぞれ協力方針が示されている。協

力の方針によれば、青少年への正規の学校教育だけではなく、読み書きのできない成人の3分の2を

占める婦人や、少年に比べ初等教育段階からの退学率の高い少女、教育機会に恵まれない農村地帯の

住民をターゲットとしてとらえ、ジェンダー、貧困緩和、環境保全の観点も合わせて、プロジェクト

を実施するとしている。

ドイツの高等教育の分野での協力は、途上国の大学教育を現実の社会から遊離させず、国家の開発

にとって真に必要となる人材を社会に供給することで、質の改善を図るとともに、大学の研究活動が

社会の要請に応えられる、現実に根ざしたより実践的かつ応用的な活動となることを促進することに

向けられている。

3－ 4－2　ドイツの教育分野での協力スキーム
BMZの委託によりGTZ及びKfWが、ドイツの経済協力プロジェクトを実施しているが、近年の特

徴としてこれまでの途上国の政府機関や公的機関との協力に加えて、近年、NGOとの連携が進んでき

ている。さらに広範なセクター改革への協力に際しては，GTZの技術協力とKfWの資金協力が、プ

ロジェクトをより効果的で持続可能とすべく相互補完的な共同プロジェクトやプログラムの形態で実

施されてきている。

具体的には、GTZが国ないし地域レベルの教師用指導書、生徒用の学習書の開発を支援し、KfWが

開発された教材や指導書を購入し、配布するという形態である。あるいは技術協力で開発された教育

機器の改良に資金協力で資金を提供する場合もある。

3－ 4－3　GTZによる高等教育分野の協力
高等教育分野での協力については、ドイツは労働市場の需要に合致し、かつ教育水準を高めること

に注意を払いつつ、高等教育体制の強化を通じて途上国の発展に資するように積極的な協力を実施し

てきている。

GTZは、高等教育及び応用技術の開発に主眼を置いた科学技術協力を推進するために、1993年現在、

約90の教育プロジェクトを実施中であり、GTZは技術移転及び研究開発を支援するために、アフリ

カ、アジア及び中南米に、約50名の教育専門家をアドバイザーとして派遣しており、更には現地プロ
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ジェクト専門家も雇用しプロジェクトの運営を行っている。

高等教育及び科学技術における協力推進のためには、ドイツ国内の科学技術研究所、大学、大学教

授、研究者などとの緊密な関係が必須で、これら関係機関が保有・蓄積する教材、人材、経験及び施

設を有効に活用しつつ、GTZでは高等教育プロジェクトをドイツ国内の研究機関や大学と連携して積

極的に展開している。また、GTZは、東南アジアの新興工業国においては、高等教育機関のみならず

工業技術研究・開発機関に対する協力も実施している。

GTZの派遣専門家は、地域に根ざしたニーズに適応した技術の確認・選定、開発及び応用を行うと

ともに、技術普及にもかかわっている。また、GTZは、技術開発及び実証のためのパイロットプロジェ

クトを推進するために、地元の研究機関にも協力を行っている。さらに、研修活動及び科学者や技術

者の人的交流を通じて、途上国の大学や企業の研究開発能力の向上を図っている。

多くの途上国は、類似した問題の解決に取り組む近隣国との連携以上に、先進国の研究機関との関

係強化に依存する傾向がいまだに強いが、地域的な問題の解決のためには、南南間の対話、すなわち

途上国間の経験の交換は非常に有益かつ重要で、GTZでは、途上国間の科学技術研究・開発の促進に

資するために、途上国の研究者や技術者間の交流を通じたノウハウと経験の交換に力を入れている。

また、既存のネットワークの推進と併せて、新たなネットワークの構築にも取り組んでおり、その一

例として、アフリカ科学・技術研究機関ネットワークとの協力を通じて得られたGTZの経験があげら

れる。

高等教育分野の協力を総括するドイツ連邦経済協力開発省（BMZ）は、途上国の開発に資するため

に、教育、文化、及び科学の中核的存在である高等教育機関の能力開発を促すために、同分野の協力

方針を策定し、途上国にも国際交流における対等なパートナーとしての参画を促している。協力方針

としては、開発の妥当性、質及び実施における向上・改善を通じて、高等教育又は研究機関のシステ

ムの効率化を図ることをめざしており、

具体的な目的として、

1） 国家開発のニーズに合致した組織の活性化と多様化、

2） 効率的な企画・実施のための能力向上

3） 予算源の多様化（州政府の負担軽減）

4） 女子の就学率といったジェンダー配慮を行いつつ、社会のすべての部分に対して優秀な学生

のアクセスを向上すること、があげられている。

これらの目的達成に向け、大学教員、事務職員及び技術職員の研修、基盤的施設や通信手段を含む

インフラの整備、及び組織強化を通じた効率性の向上が必須であるとの判断から、高等教育の開発推

進とともに、途上国の自助努力の強化のための協力を重視している。

また、途上国の労働市場及び工業分野からの人材育成需要に効果的に対応するための能力開発にも

力を入れている。

GTZでは、途上国の高等教育機関及び科学技術機関が有する優先度の高い分野の開発を支援し、途

上国側の自助能力を強化するために、

1） 専門職員及び管理者の研修

2） これらの人材のリーダーシップ能力向上に係る支援
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3） 社会・経済、技術及び科学問題の建設的な分析

を実施している。

3－ 4－4　GTZによる高等教育協力の実績
GTZは、設立以来、高等教育機関及び科学・技術研究所の発展のためのプロジェクトに取り組んで

いる。1993年現在、アフリカ、アジア、中南米及び東欧において科学及び高等教育に係る92のプロ

ジェクトを実施中で、実践技術を対象とする職業訓練並びに大学院研究の支援に力点が置かれている。

分野別の区分によれば、工業技術（45案件）、農業科学、林業及び獣医科学（17案件）、自然科学（12

案件）、経済・社会科学（5案件）、生態学をはじめとする環境・資源保全（5案件）、及び分野横断型（8

案件）となっている。1993年における高等教育分野のすべてのプロジェクトの投入総額は4億5,110万

マルクにのぼる。

表3－5　分野別区分（1993年）

分　　野 実施中の案件数 投　入　額

工業技術 45 2億 1,780万マルク

農業・林業・獣医分野 17 8,280万マルク

自然科学分野 12 5,870万マルク

経済・社会科学分野 5 1,130万マルク

生態・環境・資源保全分野 5 1,760万マルク

分野横断型 8 6,590万マルク

4億 5,110万マルク

表3－6　地域的区分（1993年）

分野 地域 アフリカ アジア 中南米 欧　州 広　域

工業技術 19 12 10 2 2

農業・林業・獣医分野 6 3 5 3 0

自然科学分野 4 3 4 0 1

経済・社会科学分野 1 3 2 0 0

生態・環境・資源保全分野 0 1 4 0 0

分野横断型 0 2 0 0 6

計 30 24 25 5 9

3－ 4－5　高等教育分野でのGTZの協力内容
GTZによる具体的な協力内容は、次のとおりである。

1） 高等教育協力の企画及び実施段階における相手国の公的及びNGOへの助言

2） 派遣専門家の選抜、研修、委嘱、及び委嘱期間中の業務及び福利厚生

3） 研修及び改善方法の企画・立案及び実施
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4） 資機材の調達及び仕様の検討

5） 技術協力基金から無償資金の交付

6） 機構組織面からの教育及び研究システムの強化

7） 教育プログラムやカリキュラムの開発のみならず、人的資源、インフラ及び組織開発に焦点

を当てた組織・制度作り

8） 高等教育機関と工業の協力、技術移転、教育と研究の効果向上、大学経営管理、実験機器の

保守・維持管理などの効率性強化のための特別プログラムの実施

9） 途上国の関係機関のネットワーク化、共同教育及び研究プログラムの実施のための工業国と

途上国の機関間の組み合わせ促進

なお、高等教育協力プロジェクトのタイプにより活動内容も以下のとおりとなる。

（1）システム強化をめざす高等教育プロジェクトにおける活動

・教育及び研修の社会的ニーズの測定

・政府機関、産業界及び社会の人的資源ニーズの測定

・特定課題、国及び地域における研究開発、助言・協力のニーズの測定

・国及び地域における高等教育システムの適正な理論の開発

・個々の機関により求められるインフラ、機材及び人材の査定

・適正な教育カリキュラムの開発

（2）組織・制度作りをめざす高等教育プロジェクトにおける活動

・適正な企画・立案及び管理手法の導入

・組織機構改善のための計画策定

・実験室、工作室、図書館、講義室、及び作業室の整備

・教育及び研究のための科学機器及びコンピューターシステムの選定

・効率的保守・維持管理システムの構築

・研究開発プログラムの開発

・助言及び技術指導活動の開発・実施

・大学教官、技術及び管理職員の能力向上

・カリキュラム、コースプログラム、実験室授業の開発

・教育、研究及び技術助言強化のためのモニタリング・評価の導入

・教授用備品、及び教育・学習用教材の選定

・国際、地域及び国内におけるネットワークの形成

（3）妥当性と効率性の強化をめざす高等教育プロジェクトにおける活動

・技術移転センター又は部門の開発

・組織管理及びマーケティングに関する研究及び技術的助言

・高等教育機関と産業界との間の協力を強化させるための戦略の策定
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・教育及び研究の効率性及び効果をあげるための大学及び雇用調査の実施

・科学機材及び施設の保守・維持管理のための部門の設立

・基礎及び上級研修のための学際的プログラムの開発

（4）関係機関間の組合せ促進をめざす高等教育プロジェクトにおける活動

・研修協力の確認と編成

・国及び地域のニーズに適合させたコースの開発

・途上国と先進工業国の機関間の研究協力プログラムの発掘と形成

・地域又は国際的な研究課題の発掘とそれぞれのプログラムの開発

・研修と研究の地域ネットワークの発掘と開発

3－ 4－6　GTZの高等教育協力の支援体制について
高等教育プロジェクトの円滑な実施のためには、1）期限つき又は期限なしの契約フィールドスタッ

フ（有償技術協力プロジェクトのスタッフを含む）、2）下請契約されたコンサルタント会社の社員及び

現地担当スタッフ、3）現地契約スタッフ（期限つき契約スタッフ、現地採用パートタイムスタッフ）、

4）国際移住センター（CIM：Centrum fur Internationale Migration）により派遣され、相手国実施機関と直

接的な雇用契約を結ぶ専門家が配置される。

GTZは、事業の全領域の実行のために、評価専門家、コンサルタントの雇用を通じて長・短期スタッ

フを補佐し、C／Pを研修し、資機材の選定、調達及び供与を行うのみならず、プロジェクトの企画、

実施、モニタリング・評価にGTZプロジェクト管理手法を用いているが、この手法はプロジェクト企

画（ZOPP）から、運営計画、プロジェクト進捗のモニタリング・評価、報告書提出、及び報告まで適

用される。

高等教育分野では、GTZ本部の企画・開発部に高等教育機関と科学技術研修所に9名の専門職員を

配置している。さらに、フィールドスタッフとして、50名以上のドイツ人専門家が各々の途上国で働

いており、派遣専門家は、現地採用専門家により支援されている。GTZでは、プロジェクト派遣の長・

短期専門家の選定の際には、大学や関係研究所に所属する国際経験を有する専門家の登録制度を活用

している。

3－ 4－7　GTZによる高等教育協力事例の紹介
本節ではシステム強化を目的とするプロジェクト、組織・制度作りをめざすプロジェクト、大学提

携プロジェクト及び個別研究協力、資機材供与の事例を紹介する。

（1） システム強化をめざすアルバニア・ティラナ農業大学（Agricultural University Tirana）プロジェ

クト

ア．協力の背景

アルバニアでは、大学組織が極めて脆弱で、経営管理能力も低い。また、国際競争力の強化が求

められるなか、食糧安全保障を確保するために、70％の人口が生計を営む農業分野の強化が急務と
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されている。1951年に創設されたティラナ農業大学は、7つのアルバニアの高等教育機関のなかで

唯一の農業大学で、農学部、獣医学部、林学部、農業経済学部、図書館、及び122ヘクタールの試

験圃場を有し、730名の教職員のうち、268名が教員で、3,200名の学生（アルバニア人学生総数の

12％に相当）に教育を行っている。

イ．協力の目的

このプロジェクトの主目的は、教育及び研究のみならず、大学の組織・機構の改革を通じた農業

大学支援で、アルバニアの農業分野の新たな需要に対応するために、農学、林業及び獣医学部の研

究の質的向上と卒業生の能力向上である。

ウ．協力の効果

プロジェクト実施により期待される効果としては、研修及び研究活動の強化、研修及び研究のた

めの人材の育成、新たな必要性に対応したカリキュラムの改訂、学生用学習書の開発、学生実習の

質的改善、研修及び研究用の実験室の設立・利用・維持管理、大学院プログラムの検討、及び効率

的なプロジェクト管理の確立があげられている。

エ．GTZ及びアルバニア側の投入

GTZ側の投入は、実習を中心とする研修に関して教育の効果及び効率性を上げるためにカリキュ

ラム及び学科プログラムの再構築について助言する長・短期専門家の派遣、アルバニア国内外での

長・短期研修プログラムを通じた科学技術スタッフ能力向上、教育及び研究のための資機材、図書

及び科学文献の供与、途上国ニーズに根ざした課題に対する応用研究の支援、ドイツ側投入を管理

する現地スタッフの配置である。

一方、アルバニア側の投入は、必要な基礎インフラの提供と維持管理、活動を調整し、監督する

プロジェクト運営委員会の設置（ドイツ人科学者も委員となる）、長・短期研修のためのスタッフの

指名と身分保証、改善された教育プログラムの運営費の負担である。

総予算額は14.5百万マルクで、ドイツ側投入は約10年間のプロジェクト期間で12百万マルクに

見積もられる。

（2） 組織・制度作りをめざすアジア工科大学（Asian Institute of Technology）プロジェクト

ア．協力の背景

バンコク北部に位置するアジア工科大学（AIT）は、国際的な高等教育機関で、アジアにおける工

科教育の高度なニーズに対応できるよう支援するため、1959年に設立された。

今日、40か国から900名の学生を受け入れ、国際学部のスタッフは190名を数える。AITで教育

を受けた学生の96％以上は出身国又はほかのアジア諸国において活動している。同大学のプログラ

ムは地域性の強い問題の解決のための研究開発を重視している。

AITの4つの大学ユニットは、農業・食品工学、コンピューター工学、エネルギー技術、環境工

学、定住と開発、地球工学・交通、工業工学・管理、構造工学・建築に細分される。AITは、援助
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国政府、基金、国際機関、企業及び個人により支援されている。

ドイツは、周辺地域からのドイツ奨学生のための第三国研修センターとして1972年以来技術協力

を行ってきており、当初は、奨学金の供与のみであったが、その後、ドイツ大学交流サービスによ

るドイツ大学教員の長期派遣を通じた協力を展開している。また、ドイツ大学交流サービスによる

奨学生プログラムが実施されてきた間、1979年以降、GTZはプロジェクトを実施している。

イ．協力の目的

アジア工科大学が、AITとGTZ双方で設定した優先分野において広域大学としての環境整備を図

ることを目的とする。

ウ．協力内容

GTZ側の投入は、長・短期専門家として大学教官の派遣、実験施設及び学生施設の建設への資金

協力、教材をはじめ実験室機材や研究施設の供与、選定分野での研究・開発のための基金供与、

Dortumund大学との大学協力への資金協力、大学院及び博士課程奨学金のための基金供与である。

エ．協力成果

協力を通じて、教育プログラムの改善、第三国研修センターとしてのAITの振興、建物、機材な

どの施設インフラの整備、研究開発プロジェクトを通じた教育活動の実習部分の改善が図られてき

た。

1993年までのGTZ側の総投入額は 4,400万マルクにのぼる。

（3） 大学院教育及び研究における大学提携プロジェクト（University Partnerships in Postgraduate

Training and Research）

ア．協力の背景

途上国の多くの大学の教育及び研究の質は、自立発展過程を支える高い資質を備えた有能な技術

専門家を育成する水準にはない。また、ドイツ国内の大学は開発関連問題に対応するには十分では

なく、途上国の学生は帰国後もまたドイツにおいても効率的な大学院研究を遂行できない。これは

途上国自身の開発計画を立案し、その過程を管理するうえで重大な障害である。それらの問題を克

服するために、GTZは1989年以来、ドイツの大学と途上国の大学間の平等な立場での大学提携を

支援している。

イ．協力目的

開発関連問題の範囲で、効率的にノウハウと技術の移転に貢献するために、ドイツ側大学と途上

国側大学によって実施される共同大学院研究の開始と継続をめざすことである。

ウ．協力実施例

1993年において実施中の協力は以下のとおりである。
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1） インドネシア・ボゴール農科大学（Institute Pertanian Bogor）とGottingen大学（University of

Gottingen）、協力課題：総合的熱帯農業・林業科学

2） タイ・チェンマイ大学（University of Chiang Mai）と Saarbrucken 大学（University of

Saarbrucken）、協力課題：熱帯生態学のための環境リスク評価

3） ブラジル・リオ・デ・ジャネイロ連邦大学（University of Rio de Janeiro）とベルリン工科大

学（Berlin Technical University）、協力課題：エネルギーシステムの管理と技術

4） フィリピン大学公衆衛生学部（College of Public Health at the University of the Philippines）と

ベルリン自由大学（Berlin Free University）、協力課題：熱帯での公衆衛生と衛生管理

5） ブラジル・パラ州立農業大学（Faculty of Agriculture of Para State）とDresden（University of

Dresden）工科大学、協力課題：熱帯林業

6） モロッコ・ラバト大学（University of Rabat）とPassau大学（University of Passau）：協力課題：

Maghreb地域における農村開発

7） タイ・アジア工科大学（Asian Institute of Technology）とDortmund 大学（University of

Dortmund）合同国際大学院プログラム、協力課題：アジア経済発展地域のための地域間計

画（SPRING Asia：Spatial Planning for Regions in Growing Economies）

8） トルコ・イスタンブール工科大学（Technical University of Istanbul）とベルリン工科大学

（Berlin Technical University）、協力課題：原料科学

協力内容は、関係大学により共同で企画され、自己責任により実施される。大学院コースの実施

のために、それぞれの大学の地理的優位性、過去の業績、及び経験が考慮される。大学提携プロジェ

クトの実施期間中、GTZは、ドイツ人及び外国人講師、共同研究・学位論文プロジェクト、科学機

器及び文献の供与、現地スタッフ配置に係る資金援助を行うとともに、活動のモニタリングを行っ

ている。

現在までに総資金協力額は、650万マルクに達する。

（4） 個別研究協力

個別研究協力は、外国人研究者及びそれぞれの研究機関の活動の強化及び国際科学協力に対する能

力向上を目的とするもので、ドイツとの研究協力のパートナーに対して、10万マルクを上限とする資

金協力を行うものである。供与される資金は、フィールド及び実験室作業（現地スタッフ、資機材の

提供）、国内外の出張旅費及び研究成果の出版経費に充てられる。1993年現在の協力実績は、地域別

区分によると、中南米（32件）、アジア（38件）、アフリカ（39件）、欧州（11件）となっている。

（5） 資機材供与

大学の教育、研究及び助言サービスの自立展開のために必要な機材を整備するもので、農林水産、

医学・獣医学、自然科学、工業科学、経済・社会科学が優先分野に位置づけられている。通常、4万

マルクを上限とする。（特例措置として6万マルクを上限）

地域別実績は、中南米（46％）、アジア（25％）、アフリカ（22％）、欧州（7％）で、国別実績は、ブラ

ジル（1993件）、チリ（70件）、インド（60件）、アルゼンティン（37件）、トルコ（34件）である。
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3－ 5　CIDAの高等教育協力

3－5－1　教育分野での協力概要
CIDAは高等教育分野での協力として、「協力と開発における大学提携プロジェクト（University Part-

nerships in Cooperation and Development（UPCD）Project）」を積極的に実施してきている。この協力は資

金協力を主とするもので、5年間で最高500万ドルの資金が供与されるプロジェクトと5年間で最高75

万ドルの資金が供与されるプロジェクトに大別される。

1993年時点では、カナダ国内の30あまりの大学により約40の開発途上国の90あまりの高等教育機

関を中心とする公的教育・研修機関に対して協力が行われている。地域的な区分によれば、大学提携

プロジェクトの3分の1（30機関）が中南米、3分の1（31機関）がアジア、残りの3分の1はアフリカ・

中近東で実施されており、大洋州、東欧及び中央アジアの高等教育機関と提携した協力はない。国別

では、特にベトナムに対する協力が件数も多く、ベトナムの多数の高等教育機関及び関連研究機関に

複数の分野で協力が行われている。

協力分野は、農林水産を中心に、教育、保健医療にいたるまで広範囲に及び、活動内容としては、

高等教育機関の能力開発、高等教育機関間の研究協力、途上国の人的資源開発や遠隔教育の開発が上

げられる。プロジェクトの大半は途上国の大学などの高等教育機関に対する直接的な協力であるが、

一部で、教育省や農業省などに対する協力も実施されている。さらに、大学提携プロジェクトは必ず

しも途上国の一つの大学に対する協力ではなく、複数の大学に対する協力や複数の途上国の大学に対

する地域横断型の広域協力も行われている。

一例を上げると、カナダの公的マネジメント教育機関が実施する「公的マネジメントの国際ネット

ワーク（International Network of Public Management）」プロジェクトは、5か国（カメルーン、レバノン、

チュニジア、メキシコ及びベトナム）の公的マネジメント研究・教育機関などに対して協力が行われ

ている。ブリティシュ・コロンビア大学（University of British Columbia）では、ベトナム地域における

貧困撲滅の政策評価及びプロジェクト計画（Localized Poverty Reduction in Vietnam：Building Capacity

for Policy Assessment and Project Planning）のための能力開発に取り組んでおり、ベトナムの5つの機

関に対して協力を実施している。また、ビクトリア大学（University of Victoria）の実施するブラジル水

産プロジェクト（Brazilian Mariculture Linkage Project）は、ブラジル国内の5つの連邦大学に対して協

力を実施している。さらに、ケベック大学（Quebec University）は、ブラジル、コロンビア及びボリヴィ

アの高等教育機関に対するアマゾン地域における環境教育プロジェクト（Environmental Education in the

Amazon）を実施している。

3－ 5－2　教育分野での協力実績（1992年～1993年）
人的資源開発セクターに含まれる教育分野への予算（支出ベース）は、1992～1993年予算年度にお

いて、政府間協力で1億436万ドル（全予算の10.03％）、提携型協力として、NGO及び国際NGO、組

織協力開発サービスプログラムで7,715万ドル（全予算の26.8％）、工業協力で432万ドル（全予算の5.9

％）、政府間ベースの協力として1億8,583万ドル（全予算の13.26％）が支出され、さらに、国際開発

研究センターに330万ドル（全予算の3.92％）が支出されている。二国間協力としては総額1億8,913万
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ドル（全予算の12.66％）が支出されている。

その内訳として、組織・制度支援及び管理では、二国間政府協力で6,564万ドル、非政府機関など

への拠出3,633万ドル、工業協力に407万ドルで、政府間ベースの協力として、1億604万ドル、国際

開発研究センターに938万ドルで計1億 1,541万ドルが支出されている。

人的資源開発セクターでは、二国間協力で9,455万ドル、NGOなどへの拠出4,414万ドル、工業協

力に127万ドルで、政府間ベースの協力として、1億3,996万ドル、国際開発研究センターに145万ド

ルで計1億4,141万ドルが支出され、人的資源開発セクターの支出は二国間協力では4億4,595万ドル

（全予算の29.84％）に上る。

さらに、1992年に教育分野で派遣された専門家は、派遣期間6か月以上の長期専門家401名（女性

168名、男性233名）、6か月未満の短期専門家は967名（女性334名、男性633名）、計1,368名（女性

502名、男性866名）で、協力を行っている21分野中で専門家派遣実績は第1位で、第2位の農業分野

（763名）を大きく引き離している。

3－ 6　まとめ

本章で見てきた各援助機関の高等教育協力をまとめると表3－7のとおりである。ここから各援助

機関の傾向として、一機関への協力から高等教育機関のネットワーク化へ、技術移転から政策改善や

組織・制度作りへの協力へ、プロジェクトアプローチからセクターアプローチへというものがうかが

える。

また、高等教育を単なるアカデミックなレベルを向上させるためのものではなく、実社会に役立つ

技術／知識をもった人材の育成や、実社会に貢献する研究活動を実施するものと考えていることが分

かる。
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表 3－ 7　各援助機関の高等教育協力の比較

世界銀行 UNESCO USAID（アメリカ） GTZ（ドイツ） CIDA（カナダ） JICA（日本）

理念・目的

重点的内容

動　　　向

備　　　考

・産業開発や指導者の育成

・教育行政の強化
・教師の養成と質的向上
・カリキュラムや教材の開
発

・施設・機材の整備

・教育分野に対する実績は
漸増

・アジアが最も多い
・理工系分野が多い
・技術協力と資金協力の連
携多い

・途上国の人的資源開発
・高等教育機関の能力開発

・高等教育機関の能力開発
・高等教育機関間の研究協
力

・途上国の人的資源開発
・遠隔教育の開発

・中南米、アジア、アフリ
カ・中近東がそれぞれ
1／3

・農林水産分野中心
・1992 年に教育分野で派
遣された専門家は 1,368
人で協力を行っている
21 分野のなかで第1位

・資金協力を主（「協力と
開発における大学提携プ
ロジェクト」）

・国家の開発に必要な人材
の育成

・現実に根ざしたより実践
的かつ応用的な研究活動
の促進

・システム強化
・組織・制度作り
・効率性強化
・ネットワーク化

・1990年代以降、教育は主
要な開発協力分野の一つ
として急速に比重を高め
ている

・アフリカが一番多く、次
いで中南米、アジア

・科学技術分野中心
・従来の途上国政府機関や
公的機関との協力に加
え、NGOとの提携が進む

・KfW の資金協力との共
同プロジェクト実施

教育システムの資源開発

・途上国の高等教育政策の
改善

・高等教育へのアクセス向
上

・地域社会支援

・1970 年代中盤以降縮小
・アメリカ国内と途上国の
大学間の連携促進、アメ
リカ国内での研修の補助
などを実施

・USAIDに設置された「人
間能力開発センター」を
通じて協力

・生涯教育の一部としての
高等教育

・レリバンス、教育の質の
向上、国際化

・高等教育のアクセス拡大
・管理運営の改善
・労働市場との連携強化

・教育援助における高等教
育分野のシェアは 5.2％
（基礎教育分野は 40％）

・個々の事業よりも教育開
発の理念を提示し続けて
きた功績が大きい

・幅広い人材の育成へ
・そのためには高等教育セ
クター全体の開発計画策
定とそれに基づく包括的
で長期の協力が必要

・セクターポリシー改革
・組織・制度作り
・質の向上

・一貫して拡大
・施設建設から他のイン
プットへ

・プロジェクトアプローチ
からセクターアプローチ
へ

・技術系の学部のみを対象
としたものから総合的な
組織・制度作りや大学の
社会とのかかわりを重視
する方向へ
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第4章　JICAの高等教育協力

本章ではプロジェクト方式技術協力を中心としたJICAの高等教育協力の実際を見ていく。特に今回

分析対象としたプロジェクト方式技術協力16件については事例を交えながらプロジェクトサイクル別

に留意点をまとめた。

4－ 1　高等教育協力の特徴
JICAの高等教育協力には、いくつかの特徴がある。その一つが「連携」である。連携については、無

償資金協力と技術協力、技術協力のなかでの連携、そしてほかの援助機関の活動との連携がある。ま

たプロジェクトの「進化」による発展的貢献も高等教育協力の特徴の一つといえる。

4－ 1－1　連携

（1） 無償資金協力と技術協力の連携

初中等教育に比べて、高等教育分野では無償資金協力とプロジェクト方式技術協力等の技術協力と

の連携が多い。本調査研究の対象とした案件も大多数は無償資金協力をともなっており、無償資金協

力による施設建設や機材整備計画が先行し、技術協力があとから入っている。これは無償資金協力が

実施される際にプロジェクト方式技術協力などを実施することが提言されたり、技術協力実施を前提

に無償資金協力が実施されるなどしているためである。大学を新設する場合などは、プロジェクトも

長期にわたって協力が行われるが、無償資金協力も数回にわたって実施される。表4－1に示される

ように、モンクット王工科大学へは1972、1974、1984年とプロジェクトの進捗にあわせて無償資金協

力が行われている。同様にジョモ・ケニヤッタ農工大学においても、これまで数回の無償資金協力が

行われている。

（2） 技術協力のなかでの連携

JICAでは異なったスキームを活かして技術協力を進めるよう努めている。例えば、個別派遣専門家

による案件発掘・案件形成のあと、プロジェクト方式技術協力・フォローアップが実施され、その後

個別派遣専門家によるフォローアップ・新たな案件の発掘と形成がなされる、というようなサイクル

がある。

（3） 他の援助機関の活動との連携

他の援助機関とは実施レベルでの連携が活発に行われている。例えば、インドネシア高等教育開発

計画では、USAIDとの連携が効果的に行われてきた。バングラデシュ農業大学院では、プロジェクト

形成当時の計画には無かったが、社会科学分野にUSAIDが参加している。

日本の協力により効果をあげている機関には、ほかの援助機関からの協力も集まってくる。ガーナ

野口研究所プロジェクトには、WHO、USAIDなど多くの援助機関が協力をしている。
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4－ 1－2　発展的貢献（高等教育分野での協力の発展性）
これまでのJICAのプロジェクトでは、技術協力が進むにつれて生じる新たなニーズに応える形で、

プロジェクトが「進化」していくというケースが見られる。このようなダイナミックな過程には途上国

側のオーナーシップと実施能力が不可欠である。

表4－1　無償資金協力と技術協力の連携

プロジェクト 無償資金協力（協力額単位　億円）

タイ モンクット王工科大学拡充 1972年　電気通信学部実験室建設計画（1.63）

タイ モンクット王工科大学ラカバン拡充 1974年　電気通信学部拡充計画（7.90）

タイ モンクット情報通信技術研究センター 1984年　大学拡充計画1／3（8.44）

1985年　大学拡充計画2／3（21.34）

1986年　大学拡充計画3／3（7.12）

ケニア ジョモ・ケニヤッタ農工大学 1978年　大学建設計画1／3（18.0）

ケニア ジョモ・ケニヤッタ学士課程 1979年　大学建設計画2／3（20.0）

1980年　大学建設計画3／3（20.0）

1983年　大学実験農場整備計画（7.80）

1989年　大学拡充計画1／3（9.99）

1990年　大学拡充計画2／3（4.61）

1991年　大学拡充計画3／3（20.19）

タイ 看護教育 1981年　マハサラカム看護学校建設計画（18.60）

ザンビア ザンビア大学医学部 1981年　付属教育病院小児医療センター建設計画（13.00）

1982年　付属教育病院小児医療センター建設計画（10.00）

ザンビア ザンビア大学獣医学部 1983年　獣医学部設立計画（24.00）

1984年　医学部設立計画（14.83）

バングラデシュ 農業大学院 1981年　大学施設建設計画（20.00）

インドネシア スラバヤポリテク 1986年　電子工学ポリテクニック建設計画（12.30）

インドネシア ボゴール農科大学院 1983年　大学研究機材（5.0）

1984年　大学拡充計画（23.4）

アルジェリア オラン科学技術大学

インドネシア 高等教育開発計画 1990年　高等教育機材整備計画1／2（6.00）

1990年　高等教育機材整備計画2／2（8.64）

ホンジュラス 看護教育

タイ チェンマイ大学バイオテク

タイ タマサート大学工学部 1993年　工学部拡充計画（6.64）

エジプト カイロ大学看護学部 1991年　施設改修計画1／3（5.74）

1992年　施設改修計画2／3（14.86）

1993年　施設改修計画3／3（12.03）
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注30 対象案件の選定方法については「1-3 調査研究の範囲と実施手順」を参照。

例えば、ジョモ・ケニヤッタ農工大学への協力は、1980年にディプロマ授与のカレッジへの協力と

して始められたものが、10年後の1990年からの協力内容は、学士課程の設立と運営となった。現在

では、同大学は現地国内研修や第三国研修等を実施するなどケニアの農業研究と普及を牽引する教育・

研究機関として成長している。さらにTICADIIでは、アフリカの地域的な貢献の拠点として注目され

ることになり、ジョモ・ケニヤッタ農工大学が、国境を越えてほかの国々にも貢献ができるよう、新

たな飛躍が望まれている。

4－ 2　対象案件の概要と協力内容

本節では、本調査研究で対象とした16件の高等教育協力分野のプロジェクト方式技術協力案件につ

いて、対象とする地域、分野、事業のプロセスなどについてそれらの特徴を取りまとめた（表4－2参

照）注30。

図4－1　実施年度別の高等教育協力事業実績は、対象案件を実施年度別に整理したものである。

図4－1　実施年度別の高等教育協力対象案件
　� 年度�
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

タイ　モンクット王工科大学拡充�
78.12.12 82.12.11

タイ　モンクット王工科大学ラカバン拡充�
88.4.1 93.3.31

タイ　モンクット情報通信技術研究センター�
97.10.1 02.9.30

ケニア　ジョモ・ケニヤッタ農工大学�
80.4.19 85.4.18

フォローアップ�
ケニア　ジョモ・ケニヤッタ学士課程�

90.4.19 95.4.18 97.4.18 00.4.18

タイ　看護教育�
80.8.1 85.7.31 87.7.31

   

 �

ザンビア大学　医学部�
80.2.21 85.5.20

フェーズ｡� フェーズ｢�
ザンビア大学　獣医学部�

85.1.22 90.1.22 92.7.22 97.7.21

フェーズ｡� フェーズ｢�
バングラデシュ　農業大学院�

85.7.4 90.7.3 95.7.3

インドネシア　スラバヤポリテク�
87.4.1 92.3.31 94.3.31

インドネシア　ボゴール農科大学院�
88.4.1 93.3.31

アルジェリア　オラン科学技術大学�
89.11.1 94.10.31

インドネシア　高等教育開発計画�
90.4.12 95.4.11 99.7.31

ホンデュラス　看護教育�
90.9.1 95.8.31

タイ　チェンマイ大学バイオテク�
93.8.1 98.7.31

タイ　タマサート大学工学部�
94.4.1 99.3.31

（看護教育プロジェクト）� エジプト　カイロ大学看護学部�
78 83 94.4.1 99.3.31

当初計画協力期間�

延長期間�

フェーズII
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高等教育開発計画� インドネシア�

●� ●� ●� ●�●� ●� 　� ●� ●�●� ●�●�●�●�●� ●�●� ●�

7
スラバヤ電子工学ポリテクニッ�
ク�

インドネシア�
●� ●� ●� ●� ●� ●� ●� ●� ●�

8
ボゴール農科大学大学院計画� インドネシア�

●� ●� ●�●� 　�●�　� 　�　�●� ●�●� 　� ●� ●� 　� 　� ●� ●� ●� ●�

11
モンクット王工科大学拡充計画� タイ�

●� 　� ●� ●�●� ●� 　� ●� ●� ●� ●� ●� ●� ●�

4
モンクット王工科大学ラカバン�
（KMITL）拡充計画�

タイ�
●� ●� ●� ●� ●� ●� ●�●� ●� ●�●�

12
モンクット王工科大学情報通信�
技術研究センタープロジェクト�

タイ�
●� ●�●�●� ●� ●� ●� ●� ●� ●�●�

13
タマサート大学工学部拡充計画� タイ�

●� 　� ●� ●�●� ●� 　� ●� ●� ●� 　� ●� ●� ●� ●�●�●�

14
チェンマイ大学植物バイオテク�
ノロジー研究計画�

タイ�
●� ●� ●� 　�●� ●� ●� ●� ●� ●�

15
タイ国看護教育� タイ�

●� 　�　�●� ●�　�　�　� ●�　�●�　�　�●� ●�●�●�●� 　� ●� 　� ●�●�　�●�　�●�

5
バングラデシュ農業大学院計画�バングラデシュ

　　 ●�  　� ●� ●�●�　�　�●�　�　�　�　�●�　�●�　�●�　�　� 　� 　� 　� ●� ●�　� ●�　�●�　�　�●� ●�

6
オラン科学技術大学� アルジェリア�

●� 　�●� ●� ●� ●� 　� ●� ●�　� ●� ●� ●�

2
カイロ大学看護学部プロジェク�
ト�

エジプト�
●� 　�●�●� ●� ●�　� ●� ●� ●� ●�　�●� ●�

3
ジョモ・ケニヤッタ農工大学� ケニア�

●� ●�●�●�●�●� ●� ●� ●�●� ●� ●� ●� ●� ●�

3
ジョモ・ケニヤッタ農工大学�
学士課程�

ケニア�
●� ●� ●�●�●�●�●� ●� ●�●� ●� ●� ●� ●�

9
ザンビア大学医学部� ザンビア�

●� 　� 　� 　� ●� ●�●� 　� ●� ●� 　� ●� ●� ●�

10
ザンビア大学獣医学部技術協力�
計画�

ザンビア�
●� ●� ●�●� ●�　�●� ●� ●� ●�●� ●� ●� ●�●�●�●�　�●�

16
看護教育強化� ホンデュラス�

●� 　�●�●� ●�●� 　� ●� ●� 　� ●� ●�●� ●�●� ●�

教育環境�
整備�

その他スキーム�
との連携�

備考�

日本側�
協力機関�

目的�
　教育の改善� 研究能力の向上� 組織運営管理�

能力強化�

協力開始年� 教育段階� 教育対象� 分野�

国名�プロジェクト名�

表4－2　高等教育協力案件の特徴
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対象案件の概要レビューにあたって参考とした資料は各プロジェクトの事前調査団、実施協議調査

団、計画打合せ調査団、巡回指導調査団、評価調査団などの調査団の報告書、及び短期・長期派遣専

門家の報告書である（参照した報告書は「添付資料8　高等教育資料リスト」参照）。

4－ 2－1　対象地域
今回対象としたプロジェクトの対象地域は東南アジアが最も多く、次いでアフリカ、中近東となっ

ている。そのほか中南米、南アジアの例も1件ずつ入っている。JICA全体の高等教育協力でも東南ア

ジアが一番多くなっている。

4－ 2－2　 教育レベル
今回対象としたプロジェクトでは学士課程レベルに対する協力が最も多く、対象案件のなかでは最

も古くから実施されている。修士・博士課程レベルの大学院教育への協力も1980年代から始まり、1990

年代後半にはそれまでの協力をふまえて、国際的に通用するより高度な教育・研究を実施する研究セ

ンターへの協力も見られ、教育レベルの高度化がうかがえる。ポリテクや短大レベルの協力は対象案

件のなかでは3件を数えるのみである。

地域別にみると東南アジアでは大学院レベルや研究センターの協力が実施されているのに対して、

中近東、アフリカ、中南米地域では短大などの学士以下の教育がそれぞれ1件ずつ含まれており、こ

れらの地域に対する日本の協力が比較的中堅技術者の養成に重点を置いていたことがうかがえる。

4－ 2－3　協力分野
対象案件のなかでは工学系の協力が最も多く、特に東南アジア地域への協力ではこの傾向が顕著で

ある。一方アフリカ地域では農学系、工学系、医学系と幅広い分野への協力が含まれている。

4－ 2－4　協力期間
プロジェクト方式技術協力の場合、一般的に当初協力期間を5年間として実施計画が策定されるが、

評価の結果、必要に応じて協力期間が延びるケースも多くある。当初の目的を達成するためにさらに

年数が必要であると判断された場合はプロジェクト期間が延長される。さらにプロジェクトの方向性

を変更して継続する（当初の目的を絞り込む、あるいは拡張する必要がある）必要がみとめられた場合

は、第IIフェーズとして更に5年間の実施期間が設けられている。専門家の派遣や機材の供与を部分

的に継続する必要が認められる場合には、フォローアップ期間として2年ないし3年間、協力が続け

られる場合もある。

これらのプロジェクト期間の延長は、今回の対象案件ではジョモ・ケニヤッタ農工大学、バングラ

デシュ農業大学院などの新規の教育機関に対する協力の場合に多くみられる。これは、高等教育協力

の内容が大学教官の資質の向上、教育プログラムの改善に加えて、教育機関の基盤整備など長期的な

協力を必要とするという認識によって延長されているものである。

このほかに、途上国の産業構造の変化や科学技術の向上に伴う人材ニーズの変化に対応するために、

同一の教育機関に対して20年近くにわたって協力を継続している例もある。例えば、タイのモンクッ
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ト王工科大学に対しては、大学の拡充、新規学部の設立、情報通信技術研究センターの設立という異

なる目的を持つ3つのプロジェクトを通して、同一機関の能力向上を図っている。

4－ 2－5　協力実施機関
高等教育機関への協力においては、①既存の教育機関の拡充に対する協力、②既存の大学等の本体

組織に新たに学科や学部を新設したうえでその教育プログラムの確立に対する協力、③高等教育機関

そのものの新たな設立に対する協力がある。対象案件では、既存の教育機関に対する協力が多いが、

学科や学部の新設に対する協力も4件含まれている。

また、レビューした案件16件のうち15件は一つの教育機関を協力対象としているが、インドネシ

アで実施された「高等教育開発計画」では、協力対象大学は11大学にわたっている。

4－ 2－6　協力対象者
プロジェクトが直接的に協力対象としているのは、高等教育機関の教官、学生、高等教育機関運営

スタッフの三者である。

今回対象としたすべての案件で教官を対象とした活動が実施されており、教官の教授法の改善や研

究能力の向上がめざされている。

学生へのアプローチは、主に大学院生を対象としての研究指導と、日本人専門家が教官として実施

する講義がある。このうち、直接学生に対して実施する講義は、プロジェクトの主要な活動としてで

はなく、カウンターパートである当該国の教官の数の不足や能力不足を補うための、どちらかといえ

ば一時的な協力活動と位置づけられているが、特に新設の教育機関では教官の養成が追いつかず、長

期間にわたって日本人専門家が講義を担当せざるを得ない場合がみられる。

教育機関の運営スタッフへの協力がプロジェクト活動として明確に位置づけられているものは対象

案件中4件あり、これは教育機関の新設や学部・学科の新設プロジェクトに限らない。新設の場合は

運営管理に対する協力は当然プロジェクトのなかに含まれると想定されており、むしろ既存の組織に

対して協力する場合に、プロジェクト活動の一つとして運営管理の効率化が明確に位置づけられてい

る場合が多い。

4－ 2－7　カウンターパート・国内支援委員会・派遣専門家の所属先
協力対象機関が大学であることから、対象学部の教官が通常カウンターパートとなるが、教育省の

関係者がカウンターパートに含まれるケースもある。

プロジェクト方式技術協力では、必要に応じてJICAに国内支援委員会注31が設置される。日本人専

門家は国内支援委員の所属大学の対象学部から派遣されるのが常であるが、特に技術面における協力

に重点が置かれているケース（モンクット情報通信技術研究センタープロジェクトなど）では、日本の

関連省庁の機関からの派遣も行われている。

派遣専門家としての適任者を得るうえで、日本の大学の参加が重要であることはいうまでもない。

注31 国内支援委員会については第5章「高等教育協力における我が国の国内支援体制」参照。



- 59 -

それに加えて、協力対象機関と国内支援機関が同じ研究テーマや関心を持つ教育機関であることに

よって、プロジェクトの終了後に両機関の間で様々な学術交流を続けることが容易になるという利点

もある。

4－ 2－8　協力内容
対象案件の協力内容は（1）教育活動の向上、（2）研究活動の向上、（3）教育普及活動の3つに大別さ

れる。

（1） 教育活動の向上

教育活動で最も多く採用されるアプローチは、カリキュラムの改善、教科書の作成支援、施設整備

による教育環境の整備である。また、新設組織や教育基盤が確立していない教育機関の場合は、学生

の指導にあたる教官が育成されていないために、日本人専門家が学生への講議を実施し、段階的に途

上国の教官に引き継いでいくという手法をとらざるを得ない状況も見られる。

（2） 研究活動の向上

研究活動の向上はそのほとんどが大学教官を対象としており、国内・外の留学や日本人専門家の研

究指導によって研究能力の向上を図るものである。多くの場合、専門家が対象とするカウンターパー

トは1人～数人という限られた人数であり、学位取得も相当年数かかることから、カウンターパート

の資質にその成果が大きく影響を受けがちである。

（3） 教育普及活動

教育普及活動は、一部の案件に含まれているが、多くの場合、この活動を担う教官が不足している

ために、教育活動と研究活動の質を高めることで手一杯で、普及活動にまで手が回らない場合が多

かった。

4－ 3　プロジェクトサイクルに沿った事業経験

調査対象案件の概要については、「添付資料5　プロジェクト概要」に示すとおりである。「プロジェ

クト概要」では案件の目的、期間、活動内容、投入などについて、プロジェクト形成時の計画とプロ

ジェクト終了時の達成内容を記述した。ただし、実施段階でプロジェクト目標や活動に変更があった

場合は、実施段階のPDMも併せて記述した。さらに、計画立案、実施、事後の各段階における留意

点と外部条件、成功例とその要因、問題点とその原因や解決策を報告書の記述より抜き出して整理し

たものが「添付資料6　プロジェクトサイクル別の留意点」である。

これらの資料をもとに、ここでは複数の事例で共通にあげられた成功例や課題、あるいは参考例と

して役立つと思われる事例を、報告書のほか専門家、国内支援委員会経験者に対して行ったアンケー

ト調査結果も踏まえプロジェクトサイクル別に取りまとめた。

JICAで実施するプロジェクト方式技術協力の基本的なプロジェクトサイクルは図4－2「プロジェク



- 60 -

ト方式技術協力実施モデル」のとおりであるが、大きくまとめると次のとおりである。

1. 計画立案段階（事前調査、長期調査、実施協議など）

2. 実施段階（専門家派遣、研修員受け入れ、機材供与、プロジェクトの運営管理、モニタリン

グなど）

3. 事後段階（評価、フォローアップなど）

→次の案件形成へ

4－ 3－1　計画立案段階
案件実施前段階ではプロジェクトデザインをしっかりたてることが重要である。そのためには事前

調査などで実施国における政策、プロジェクトスコープ、プロジェクト・組織の位置づけ、専門家の

リクルート可能性、カウンターパート、ローカルコスト、既存のリソースやシステム、プロジェクト

の評価指標、他ドナーの協力などを可能な限り確認しておく必要がある。

（1） 政策的支援

・プロジェクト開始時においては、途上国の政策的支援は必要不可欠である。しかし長期の協力の

必要性が見込まれるプロジェクトの場合、その政策的支援が長期的に継続されるとは必ずしも期

待できない。特にプロジェクトの予算面については、早い段階で経常予算の確保を図る必要があ

る。したがって、案件形成段階では、途上国政府の財政確保や、日本のスキームを外部条件とし

て設定するのではなく、その確保の手段を具体的に検討しておく必要がある。

例：「ジョモケニヤッタ農工大学」プロジェクトの開始時には、高等教育分野に政策の重点が置か

れていたが、その後世界銀行の構造調整政策を受け入れたことで、教育省の予算が削減され

たうえに、初等・中等教育への重点のシフトがおこった。この政策転換により大学運営予算

が大幅に削減され、大学の研究に充当する予算が非常に限られたものとなり、研究活動促進

の大きな足かせとなった。このため、現地業務費の現地研究費を用いて研究を実施した。

例：大学院に入学する学生に対する奨学金制度は、JICAのスキームでは実施不可能として、安易

に外部条件とされ、事前に具体的に検討されることがなかった。しかしその奨学金制度がな

いために、実施段階において、協力対象の大学院への入学者がゼロとなるなど、プロジェク

トの目的を達成することができない状況に直面した。幸い、このプロジェクトでは多くのド

ナー機関が関係していたため、イギリスの援助を奨学金に充当させることができた。

（「ザンビア大学獣医学部」プロジェクト）

（2） プロジェクトスコープ

・プロジェクト開始前に、プロジェクトスコープについて十分協議し、JICAのスキームについて理

解を深めてもらう場を設けることがそのあとの協力をスムーズに進める重要な要因となる。
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図4－2　プロジェクト方式技術協力実施モデル
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例：実施協議調査団派遣前に、プロジェクトリーダー予定者が1か月の長期調査を実施し、その

5か月後にプロジェクトを開始する手順をとったことが、そのあとの協力をスムーズに進め

るのに役立った。

（「カイロ大学看護学部」プロジェクト）

・プロジェクトスコープ以外の活動が、プロジェクトが対象とする活動に影響を与えるかどうか、

案件形成時に見きわめ、影響を与える可能性がある場合は、その対処方法（活動に取り込むなど）

を可能な限り明確にするべきである。

例：「ジョモ・ケニヤッタ農工大学学士課程」プロジェクトでは、農工学部の基盤整備を行うこと

が目的であった。学士課程の基盤整備を行うためには、協力対象外の学部も含めた大学全体

の運営に関与していく必要があり、そのための活動が十分に実施されたことが日本の協力範

囲でのプロジェクトの成功につながった。また、理学部の拡充はプロジェクトの対象として

含まれていなかったが、ケニア政府による理学部施設・設備が大幅に遅れたことによって、

プロジェクトが対象としている農工学部の施設・設備が理学部と共同に使用されることとな

り、これが農工学部の教育・研究内容に大きく負の影響を与えた。

・学部や学科の拡充／新設の場合はその分野の人材の需要状況（需要量、想定される受入機関）を十

分に把握し、それに基づいて協力内容、受け入れ学生のバックグラウンド、教育課程を決定する

必要がある。また、必要に応じて、就職斡旋システムの確立に対する支援をスコープに含めるな

どの対応策を計画する。

例：「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクトでは、当初の教育需給分析が不十分であったた

め、無償資金協力による大学施設の完成後、卒業生の需給バランスへの考慮から急遽大学院

へと格上げされることになったが、このためカレッジレベルの施設で大学院レベルの教育を

実施するという困難に直面した。プロジェクト開始後も、学部を卒業してすぐに入学してき

た無職の学生が、卒業後の就職について明確なビジョンを持てないために、途中でよい職が

見つかると中途退学してしまうケースが見られた。当プロジェクトの当初は有職の学生を対

象としていたが、フェーズIIになると、農業省職員の現職教育に対するニーズが下降気味と

なり、約7割の学生が無職の学生となった。

・事前の計画が精緻に実施されていると、プロジェクト開始後の修正が不要となり、活動を円滑に

進めることが可能となる。

例：無償資金協力で実施する機材供与に関する計画がニーズに即した精緻なものであったため、

プロジェクトが開始された段階で修正を必要とせず、円滑に機材供与が行われた。

（「ジョモケニヤッタ農工大学」プロジェクト）
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（3） プロジェクト・組織の位置づけ

・プロジェクト開始時に、当該国でプロジェクトの承認がなされていない場合、プロジェクトの進

捗に大きな支障をきたすことがある。

例：プロジェクトの承認が、討議議事録（R／D：Record of Discussion）締結の1年後も当該国の

プロジェクト評価委員会で審議の段階にとどまっていたため、当該国側のプロジェクト予算

が正式に計上されないという問題がおきた。

（「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクト）

・新設組織の場合、組織の位置づけ、役割について当該国側の教育・研究機関及び様々な公的機関、

政府各省の間でコンセンサスが取れていないと、プロジェクトの進捗に大きな支障をきたすこと

がある。特に外国のプロジェクトチームにとってプロジェクトの活動としてこれらの国内調整に

かかわることはきわめて困難である。

例：協力機関は、当初農業研究所（後に農林省）に属し、教育機関として大学省の試験・カリキュ

ラム規定に準じて活動を行うため、教育プログラムに柔軟性を欠いた状態で協力を進めるこ

とになった。このように組織の位置づけが不明確の場合、技術援助の効果が減少するうえに

専門家やカウンターパートの意欲をそぐことにもなりうる。

（「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクト）

・既存の組織の場合でも、組織がどのように運営され、意思決定はどこでなされているのかという

点について把握することが重要である。

例：案件形成段階で見過ごされていたが、プロジェクト開始後既存の組織の活性化が急務である

ことが明らかとなり、各部署の責任所在を明確にし迅速に業務が遂行できるよう、プロジェ

クトとして働きかけることによって対応した。

（「カイロ大学看護学部」プロジェクト）

・研究体制についても事前に協議を行い、決定しておくとプロジェクト開始後の機材調達、短期専

門家派遣を円滑に行うことが可能である。

例：実施協議調査において、研究室を複数の講師に構成してもらい、研究テーマを選択してもら

い、最終的に日本が協力する研究テーマ、使用機材、日本側の指導教官をできる限り決定し

ておいたため、その後の取り組みが円滑に進んだ。

（「モンクット情報通信技術研究センター」プロジェクト）
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・カウンターパートの確保や予算確保とともに、大学の教育・研究活動を実施する基盤整備につい

ては相手国機関の役割とされがちであるが、大学運営能力強化をプロジェクトの活動に含める必

要はないか、検討する必要がある。

（4） 専門家リクルートの可能性

・長期に派遣され得る専門家を見つけることは分野によっては容易ではない。事前に人員派遣の可

能性を十分に調査しておかなければ、実施段階で派遣専門家の手配が遅れ、プロジェクトの進捗

に支障をきたす事態が頻繁に発生することがある。

（5） カウンターパート

・案件形成時点でカウンターパートの不足が認識されている場合、カウンターパートとなる専門家

の養成状況や職種などによって、協力する形態を考慮すべきである。

例：「ザンビア大学医学部」プロジェクトでは、案件形成段階でカウンターパートの不足が認めら

れていたが、その後の医師の増加が予想されたため、カウンターパートの不足は問題なしと

された。実施段階でも医師の増加がみられ、カウンターパートの数に関する問題はなかった。

一方、カウンターパートが極端に少なく、増加する見込みも予想できなかった「ザンビア大

学獣医学部」プロジェクトでは、当初カウンターパートの不足がプロジェクトの進捗に多大

な影響を与えた。

・途上国では途上国の組織の長のポストの重要性が高いが、その適格者が、援助プロジェクトでは

往々にして得にくいため、プロジェクトの開始に先だって、相手国側に対して適正な人材の配置

を強く要請する。

例：組織のリーダーシップに関する問題がプロジェクトの進捗に影響を与えたため、プロジェク

ト実施段階で様々な試みが行われた（実施段階の項参照）が、案件形成段階から相手国に働き

かける必要性が明らかになった。

（「バングラデシュ農業大学院」プロジェクト）

（6） ローカルコストの確保／負担

・プロジェクトの事業費の積み上げと双方の経費負担項目、負担額をプロジェクト開始前に明示し

ておくことが、相手国側投入の遅延、不足を防ぐ一つの要因となる。

例：全体事業費と負担区分を合意のうえ、計画書に明示した（協力パートナーであったUSAIDで

はプロジェクト事業費の25％以上を相手国側のコスト負担としてプロジェクトを成立させて

いる）。ワーキング・グループ会議で事業計画のレビュー、次年度計画案の検討を行い、対象

大学各学部が計画案を作成し、それをもとにプロジェクト実施ユニットが計画案を作成、高

等教育総局での検討と承認を得て年度計画の最終案とする一連のシステムを定着させた。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）
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・途上国政府の予算によって建設される施設で技術協力を実施する場合は、協力開始時期に柔軟に

対応できる体制をとる必要がある。

例：新学部の施設建設が相手国側予算で実施される計画となっていたが、その施設建設が遅れた

ため、技術協力プロジェクトの進捗に約1年の遅れがみられた。

（「タイ　モンクット王工科大学」プロジェクト）

・途上国のコスト負担が大きいプロジェクトの場合、その予算配分がなされなければ、日本の協力

の成果が活かされない可能性がある。このため、ローカルコスト負担額を最小化するとともに、

何らかの形でローカルコストを保障できるしくみを事前に検討しておく。

例：インドネシア政府が700万ドルを負担することになっており、これを確保するためにOECF

ローンを充当した。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）

（7） 既存のリソースやシステムの活用

・同種の学校／大学が存在している場合でも新たに組織をつくり、そこで技術協力を実施すること

が日本の技術協力では多いが、既存のリソースについての分析を十分に実施する必要がある。

・途上国側で実施した経験のある活動や既に存在しているシステムを活用することは、その活動の

効率化のみならず、プロジェクト終了後の持続性を期待できる。

例：プロジェクト開始前より中堅技術者養成のためのセミナー、ワークショップが実施されてい

たため、看護教育に関するワークショップ事業は非常に効果的に実施され、プロジェクト終

了後も全額タイ側の費用負担で継続して行なう予定にしている。

（「タイ　看護教育」プロジェクト）

（8） プロジェクト評価指標

・プロジェクト目標を十分に検討したうえで、それをどのように評価するのか指標をあらかじめ設

定しておく。

例：協力対象機関が持続可能性を持つことをプロジェクトの目標の一つとしてあげていたが、そ

の指標が事前に明確にされていなかったため、プロジェクトを終了させるという判断を決定

することが困難になった。

（「バングラデシュ　農業大学院計画」プロジェクト）

（9） 他ドナーとの協力

・他ドナーと協調してプロジェクトを実施することによって、プロジェクト予算が潤沢になるのみ
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ならず、各組織の比較優位性によって、制約要因の補完や役割分担が可能となる。

例：「バングラデシュ　農業大学院計画」プロジェクトは、日本、米国、バングラデシュ3国間で

実施するJICA初の試みとしてとして協力が開始された。日本のリーダーシップの下に、日本

側は主に自然科学分野とプロジェクト管理を、米国側は社会科学分野とカリキュラム開発を

担当した。日本側は研究方法の技術移転と研究用の機材供与、米国側はカリキュラムやコン

ピューター教育の開発などに貢献した。

例：同プロジェクトでは、異なる文化背景を持つ人間が一堂に会し、プロジェクト管理などにお

ける様々なアイデアを交換することができ、カウンターパート側が独自の手法や考え方を発

展させる上で有益であった。

・他ドナーと協力する場合、途上国を含めて合同で統合運営要綱や、協定の覚え書きなどの公式文

書を作成しておく必要がある。また、お互いのプロジェクトコストに関する認識を理解しておく

ことが重要である。

例：「バングラデシュ農業大学院計画」プロジェクトでは、USAIDと協力して援助を実施したが、

バングラデシュと日本、バングラデシュとUSAID、日本とUSAIDがそれぞれR／Dとプロ

ジェクト運営に関して公式文書を作成したため、上位目標、プロジェクト目標などに認識

の違いが存在した。その結果、日本側の認識では目標を達成していないにもかかわらず、

USAID側は容易にプロジェクトから撤退する決定を行った。しかし、日米協力の基本的枠組

みを文書で合意（協力の方法、役割分担）していたことで、プロジェクト開始後の混乱をさけ

ることが可能となった。

・援助機関によって目標は同じでもそのための手段や方法が異なる場合があるため、常に情報・意

見交換できる場を設けることが重要である。

例：USAIDは米国留学、日本は国内留学を通してインドネシア教官の能力向上を図った。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）
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3－ 4－2　実施段階

（1） 日本側の協力

1） 専門家派遣

・専門家は、同じ分野の場合は同一専門家を複数年次にわたって派遣すると効果的である。

例：短期専門家の場合、1回につき1か月未満という短期間の派遣では、十分な指導が困難であ

ると短期専門家の多くは感じている。同じ短期専門家を数年間連続して派遣することによっ

て、専門家は途上国の現状をより理解し、指導に一貫性を持つことが可能になった。

例：一定の時期を定めて定期的に短期専門家を派遣するとともに、短期専門家派遣の際には、次

年度に長期専門家として派遣が予定されている専門家を派遣することによって継続性を確保

したことで、短期専門家の派遣に高い評価を得た。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）

例：長期専門家の場合も、3年間継続して同一の専門家の指導を受けることが可能であった場合

は、継続性が確保できたことで相手国側より高い評価を得た。特に研究指導の場合、研究方

針設定から成果の発表まで研究全般について専門家の指導が行き届いた。

（「タイ　モンクット王工科大学」プロジェクト、「ホンデュラス　看護教育」プロジェクト）

・研修員としてカウンターパートを受け入れた大学の教官を長期派遣専門家として派遣する方が、

協力に継続性がみられ、指導の効果が高い。

例：日本の大学での研究、学位取得に加えて当該国で研究指導を行った場合の方が研究指導が継

続でき、指導をより順調に進めることができた。

（「ジョモケニヤッタ農工大学学士課程」プロジェクト）

・日本人長期専門家が当該地域での協力経験を有している場合、途上国側の現状をよく理解でき、

また途上国側の意志、要望、主体性を尊重する協力形態をとることが可能である。

例：「ジョモケニヤッタ農工大学　学士課程」プロジェクトや、「ホンデュラス看護教育強化協力」

プロジェクトでは、長期専門家の多くが当該国において（青年海外協力隊活動などの）海外協

力経験者であり、カウンターパートと良い関係が構築できた。反対に、当該国の教育制度を

ほとんど知らない専門家が派遣されるケースもみられたが、国内支援委員会のオリエンテー

ションなどを通して、専門家に事前に勉強してもらうことによって解決が図られた。
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・専門家のリクルート先を大学の教官に限定すると派遣が困難であるため、幅広く人材を募集す

ることが必要である。特に工学分野など研究速度が早い分野の専門家の場合、短期間でも日本

を離れることが困難な場合があることを考慮する必要がある。

例：「バングラデシュ農業大学院計画」プロジェクトでは、国内支援母体大学から派遣できる教官

の数が不足していたため、支援母体大学の数の増加、協力分野別担当体制（リクルート責任

者の設定）の明確化によって改善を図った。さらに、退官した大学教官の活用を試みた。ま

た「ジョモケニヤッタ農工大学」では、短期専門家として民間企業からの専門家派遣を試みて

いる。

例：「タイ　看護教育」プロジェクトでは、長期専門家の人材発掘が困難であったため、新たなサ

イトで長期専門家派遣の追加要請がなされた際には、バンコク在住の専門家が短期出張する

ことで対応することとした。

例：特に最先端技術分野では、短期専門家でさえリクルートが困難である場合もある。「タイ　モ

ンクット情報通信技術研究センター」プロジェクトでは、カウンターパートからヒアリング

をし、過去に何らかのつながりのあった本邦の大学教授と連絡をとり、協力を要請するとと

もに、協力大学の数を増やすことによって対応した。

・プロジェクトリーダーは、専門分野の指導教官としての役割を兼ねるより、むしろプロジェク

ト運営を専門とした専門家を配置する方が人材確保が容易となり、またプロジェクトの進捗の

上でも効率的な場合がある。短期専門家と長期専門家の役割を明確に分担し、プロジェクト運

営を主活動とする長期専門家と特定分野を担当する短期専門家の活動を組み合わせて実施する

ことも一案である。

例：分野によっては日本国内における大学教官レベルの人材が不足しているため、リーダーの後

任の人選が難しく、その不在期間が長時間続いたり、他分野の専門家が兼ねて担当していた

ため、リーダー本来の仕事に専念できず、プロジェクトの円滑な運営が困難になった。

（「アルジェリアオラン科学技術大学」プロジェクト）

・カウンターパート側の自学能力がある程度認められる状況においては、短期専門家による短期

集中指導は十分に効果が認められる。ただしその場合、通訳なし、あるいはその分野の十分な

知識を有する通訳を介して指導を行なうこと、ほかの専門家との継続性の確保が必要となる。



- 69 -

例：協力の対象技術が専門分野に特化しかつ多岐にわたっており、カウンターパートの能力も認

められたため、長期専門家4名はプロジェクト運営の専門家として常駐し、特定の期間のみ

各専門分野の短期派遣専門家で対応した。短期間の場合、関係機関から協力を得やすく、中・

長期的な協力関係の構築も可能となり、専門家の研究室単位の協力関係まで発展させること

をめざした。さらに、プロジェクト支援大学の枠をこえて人的ネットワークを確立させるこ

とにより、短期専門家が帰国後も技術指導を継続することができた。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）

・短期専門家の協力内容、携行機材について継続性をもたせる方が効果的である。

例：途上国の教育機関は専門書や参考書が大幅に不足していることが常であるが、短期専門家の

予算内でも、携行機材としてこれらの整備を継続して行えば、ある程度充実させることが可

能である。このように、図書に限らず、全体として短期専門家の情報の引き継ぎの仕組みが

必要であった。

（「ジョモケニヤッタ農工大学」プロジェクト）

・専門家と青年海外協力隊員が同じプロジェクトに派遣されている場合、役割分担を明確にする

ことによって、連携がとりやすい。

例：「ザンビア　獣医学部」プロジェクトでは、協力隊員は主に講議の準備補助や実験の準備を担

当し、テクニシャンへの技術指導に重点を置いていたのに対し、専門家は講議や実験を実施

し、大学教官をカウンターパートとしており、協力隊員との役割分担ができていた。

・第三国の専門家は、国によっては日本人専門家の場合に比べて現地側との意思疎通、情報交流

が（語学、文化的背景などの面で）円滑であるという利点があり、また南々協力を推進する立場

からも、第三国専門家派遣の可能性を検討することも重要である。

例：「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクトでは、準備担当者が早期に派遣元のシンガ

ポール国立大学との折衝を行ったこと、派遣元の大学が専門家派遣の趣旨を良く理解し、質

の高い専門家を早期に指名し、担当準備を行わせたこと、これまでの技術交換プログラムで

シンガポール国立大学を複数回訪問し、専門家とも旧知であったため、連携が円滑に行われ

る素地があったことが、第三国専門家派遣の成功の要因であった。

・前述のとおり日本での研究速度が早い分野の場合、専門家の派遣が困難であるばかりでなく、

途上国と日本の学問レベルの差がますます大きくなっていく状況がみられるが、第三国との連

携によってより適正な学問や技術の蓄積を図ることが可能である。
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例：「ジョモケニヤッタ農工大学」プロジェクトでは、第三国（タイ・マレイシアなど）の大学との

交流関係を締結し、南々協力を試みた。

2） 研修員の受け入れ

・カウンターパート研修はすべてのプロジェクトで実施されており、おおむね参加者によって良

い評価を受けている。カウンターパートが必要な技術・知識を本邦研修で得るとともに、日本

の同僚の活動に直に触れることによって、自らの活動を改善しようとする動機づけを行うため

に効果的であると評価されている。

例：「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクトでは、受入教官側と事務局側が極めて積極

的に対応した。具体的には、事前に各研修員の専門領域と研修希望を調査して適正な配置を

決定し、さらに受入先とも緊密な情報連絡を行ったことで、効果的な研修員の受け入れが実

施できた。

・本邦研修員の選出に関しては、研修受入側の設定するガイドラインとカウンターパート機関に

よる候補者選定の両方の視点から選択するケースが多い。

例： カウンターパート機関より定員の2倍の候補者のリストと各候補者の研究概要報告書を提出

してもらい、日本サイドの検討結果を参考にして順位をつけてもらうことにより、プロジェ

クトの目的に合致する研修員の受け入れを行うことが可能となった。

（「アルジェリア　オラン科学技術大学」プロジェクト）

例：大学教官の研究能力向上を目的とした研修を実施していた「インドネシア　高等教育開発計

画」では、当該国政府の推薦と短時間の面接だけで研修員を決定するよりも、日本人専門家

の指導の過程で適切な人材を見出し、かつ日本での研修が有効だと認められる場合に実施す

る方が効果的であった。

・カウンターパートを同じ組織から複数名派遣することによって、研修の波及効果をより高める

ことができる。

例：同じ研究チームから各2名（長期・短期各1名）を研修員として派遣することによって、研修

で得た経験をお互いに深め合うことができた。また研修に参加していないカウンターパート

からも客観的にその経験や提言を受け止めてもらうことが可能となり、研修員の帰国後の波

及効果が高まった。

（「アルジェリア　オラン科学技術大学」プロジェクト）
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・本邦研修員の派遣元については、途上国のニーズに基づき柔軟に対応する。

例：「タイ　看護教育」プロジェクトでは、日本側はカウンターパートに限定して研修員の受け入

れを行うべきであるという考え方を示していたが、全国の看護学校から平等に研修員を出し

たいというタイ側の要請に基づいて、幅広く複数の看護学校から研修員を派遣した。その結

果、帰国後研修員によるネットワークが形成され、研修の波及効果が高まった。

・大学の教官の能力向上に対して協力を実施している場合、直接のカウンターパートでない人材

も本邦研修対象者に含めることもある。

例：「インドネシア　高等教育開発計画」では、国内留学修了者に本邦研修の機会を与えるという

計画であったが、対象者が必ずしも直接のカウンターパートではないため、「国別特設コース

の研修員受け入れ枠」を設定して、通常のカウンターパート枠と切り離して研修を実施する

ことが計画された。

・途上国では、長期にわたる人材計画を考える余裕がなく、長期的な研修員派遣計画がたてにく

い状況もみられる。これは、海外留学中のスタッフがいたり、教官がもともと不足している場

合には、特に顕著である。このような場合には、日本側プロジェクトスタッフからの働きかけ

が必要となる。

3） カウンターパート研修、派遣専門家協力のタイミング

・教官の能力向上の手段として本邦カウンターパート研修や長期留学を通した学位取得があるが、

教官がこれに参加すると、専門家のカウンターパートとなるべき人材が不在となり、技術協力

（移転）に支障をきたすことがある。

例：これを避ける手段としては、長期留学ではなく本邦カウンターパート研修と日本の論文博士

の制度を利用し、カウンターパートが自国に生活基盤を置きながら学位取得と研究能力の向

上を図ることが考えられる。

・カウンターパート研修を早い段階で実施する必要のあるプロジェクトの場合、プロジェクト形

成段階で研修員受入計画を取りまとめておく。

例：実施協議段階で研修員受入計画を取りまとめておいたため、プロジェクト開始後1年後から

カウンターパートを受け入れることが可能ととなった。

（「モンクット情報通信技術研究センター」プロジェクト）
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・複数の専門家がかかわると予測される活動については、専門家派遣のタイミングが重要である。

例：教育・研究の課題、内容の指針づくりの協議は教授／助教授クラスの専門家が、実質的な研

究協力や指導は助手クラスの専門家が行うこととしていたが、分野によっては教授、助教授

クラスの専門家の派遣が早急に行えず、具体的な実施計画の策定に当初支障をきたした。こ

のため、長期専門家の派遣にあわせて教授・助教授クラスの短期専門家の派遣を行うことと

した。

（「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクト）

例：現役の大学教官の派遣は夏期休暇中に集中する傾向があったが、国内支援委員会を通じてそ

の改善を図った。

（「ジョモケニヤッタ農工大学」プロジェクト）

・長期専門家（特にプロジェクトリーダーや調整員）の派遣のタイミングはプロジェクトの進捗に

多大な影響を与える。

例：「ザンビア大学獣医学部」プロジェクトでは、プロジェクト延長時に、長期専門家が全員交替

し、プロジェクトの次段階への移行をスムーズに行なうことができなかったという反省があ

げられた。

4） 機材供与

・5年間のプロジェクト期間内で適切な機材をできる限り早い時期に調達することが、プロジェ

クトの成功を左右するケースもある。機材の投入のタイミングは、プロジェクトの運営管理に

とって非常に重要となる。

例：長期調査の時点で、各研究室主任と研究テーマについて協議し、ほぼ3年間の機材供与計画

を作成した。プロジェクト協力の開始時点に、機材調達の見積書を複数取り付けてもらい、

協力開始時点から2か月で、現地調達機材申請を行い、協力開始から8か月で、全体協力の

7割を調達することができた。

（「モンクット情報通信技術研究センター」プロジェクト）

・自然科学系の教育協力の場合、教育・研究に必要な機材供与は不可欠なものであり、また最新

の機材が供与されることによってカウンターパートの研究意欲や責任感も生まれるほか、他機

関へのアピール度も高い。
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例：日本の機材供与による獣医学部及び大学院の教育・研究施設設備の整備は、ザンビア大学に

対する「南アフリカ地域における獣医学の拠点大学」という評価を高め、西欧諸国の援助を引

き出すことにつながった。

（「ザンビア大学獣医学部」プロジェクト）

・日本の機材供与では、実習に使用される機材や試薬などの消耗品なども十分供給され、技術協

力に効果的に作用している。しかし、常用する消耗品や機材を日本の援助に全面的に依存させ

ることは、現地調達／機材の有効活用に関する途上国側の努力を妨げ、コスト面の認識を甘く

する可能性がある。

例：短期専門家の活動として供与機材の保守管理の体制強化、供与機材の研究活動への有効利用

について取り組み、保守管理に関する予算を工学部の経常予算として定着させた。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）

・供与された機材の活用は、専門家の働きかけなどによりおおむね良好であるが、維持管理につ

いてはより一層の働きかけが必要である。特に、機材が日本から持ち込まれる場合が多いため、

消耗品の購入ルートの欠如、機材維持管理要員の不足などによる機材の維持管理などの問題に

対処が求められる。一般的にマニュアルの不備のために活用されていない機材が多いことから、

各メーカーから余分にマニュアルを入手し、管理することも考えられる。

例：日本からの調達は時間がかかるうえ、輸送費などのコストが高いため、周辺国での機材調達

の可能性について調査を実施した。その結果、ザンビア国内と南アフリカでの調達と、これ

らの国の代理店を通して欧州からの調達の可能性も考慮することとした。

（「ザンビア大学獣医学部」プロジェクト）

・途上国の適正技術・規模の機材を供与する。特に電気・水道などのインフラに問題があったり、

現地の教官の資質や基礎的素養が不足している場合は、実験機材については大型機器の供与よ

りも、小型実験機器を供与し、基礎的訓練を積むことがより効果的である。高等教育案件では、

やはり高度精密機材が必要とされることが多いが、その維持管理の実施可能性について事前に

十分な検討を行う必要がある。

例：大学院レベルの研究・教育のために電子顕微鏡を設置したが、このような高度精密機材の維

持管理のための環境が整っておらず、そのため、除湿、温度管理、電圧などのハード面の環

境整備、電子顕微鏡の維持管理専門家の派遣、カウンターパートの本邦研修による維持管理

能力の向上など新たな活動を追加して、問題の解決を図った。

（「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクト）
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（2） 協力内容

1） 日本の教官による講義

・新設学部・大学で、教育活動に重点を置くプロジェクトの場合、当分の間は外国人教官への依

存度がどうしても高くならざるを得ない。カウンターパートが極端に少ない場合、カウンター

パートに対する技術指導（移転）よりも、むしろ専門家が直接、技術的な業務を担当する必要が

生じる。

例：専門家が教壇に立つことにより、学生の学力を理解することができ、教官を指導する際に教

壇に立って模範を示すことが必要であるという考え方と、日本人専門家が役務代行の役割を

果たすことは避けるべきであるという考え方がある。「ジョモケニヤッタ農工大学」プロジェ

クトでは、カウンターパート教官の不足から、日本人専門家が講義を行うことを余儀なくさ

れたが、それによって、その後のカリキュラム開発や大学運営・管理に発言力を持つことが

でき、大学運営に対するより効果的な協力に役立ったとの評価もある。

例：日本人専門家によるモデル講義による短期研修を企画し、担当教官の講義内容・質の向上に

多少の効果は見られたが、継続的な質の向上につなげるのは困難であると判断された。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）

2） 教材作成

・テキストや教材作りは教育手法の指導に有効である。

例：「カイロ大学看護学部」プロジェクトでは、看護技術の指導のために、言語をアラビア語とし、

写真とイラストを加えたマニュアルを作成した。日本人専門家によるデモンストレーション

とともに技術指導に有効であった。

例：教官の講義ノートの内容・質の向上を目的に短期研修を実施した。短期研修の取り組みが定

着したため、プロジェクト終了後も継続できるよう、中央集中の研修ではなく、各キャンパ

スでの研修へと移行させた。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）

・英語以外の言語を用いた教材の作成に対する協力については、あらかじめ日本側の協力可能範

囲・内容を明確にしておく必要がある。
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例：現地語による視聴覚教材が作成されたが、作成過程で日本人専門家が指導を行うことが困難

であった。事前に日本人専門家が提供可能な協力の範囲を示しておく必要性があると指摘さ

れた。

（「タイ　看護教育」プロジェクト」）

3） カリキュラム策定

・カリキュラムの策定への協力は教育プロジェクトの基本的な活動の一つであるが、必ずしも日

本が協力可能でない場合もある。

例：「バングラデシュ農業大学院」プロジェクトでは、大学院レベルのコースワークを中心とした

新カリキュラムの策定が期待されたが、日本の大学院レベルの教育は研究中心となるため、

相手国の要請に応えることは困難であった。このため、カリキュラム策定については、協力

パートナーである米国側が分担した。また、この大学院は新設機関であり、学位授与権がな

く、既存大学の付属機関として同大学と同じカリキュラムを採用して学位授与を行う必要が

あったため、新カリキュラムを策定することは当初不可能であった。

4） 組織の運営能力強化

・特に新たにできた教育機関を対象に協力する際には、組織づくりが、プロジェクト終了後の持

続性に最も大きな影響を与える。

例：「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクトでは、対象機関が当初農業省の農業試験場に付

属する機関であり、人事やカリキュラム、予算などに関して独自性がなかったが、大学院立

法の法制化を通して自律的な組織となったことで、人材の採用やインフラ整備も急速に進展

し、本来の教育・研究活動が効果的に実施できるようになった（プロジェクトベースでの働

きかけに加えて、年次協議ミッションなどによる政府高官への働きかけによる）。

・組織の運営能力を強化するためには、プロジェクトの専門家が大学の運営にかかわる組織に所

属することが効果的である。

例：チームリーダーが、大学の運営委員会、人事委員会のメンバーであり、またアカデミックア

ドバイザーが研究委員会と人事委員会のメンバーとなっていたため、大学運営への直接関与

が可能であり、協力が効果的に実施された。

（「ジョモケニヤッタ農工大学」プロジェクト）
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5） 研究指導

・途上国では教官の研究歴が少なく、研究テーマ発掘が困難である場合が多いため、研究の重要

性、研究と教育活動の密接な関係について理解してもらうことが必要となる。

例：組織ではなく個人で研究を進める慣習があったが、研究テーマごとに担当官を置き担当官を

中心とした組織づくりに協力することによって、研究活動の活発化を図った。

（「アルジェリア　オラン科学技術大学」プロジェクト）

・研究成果を発表するという経験が少なく、研究するインセンティブが弱いことが多いため、そ

れを改善する活動が必要となる。

例：論文の書き方を指導するとともに、国内学会活動を啓発し、身近に論文投稿を可能にするよ

う努めた。また研究費、研究用資機材は日本側の負担、資機材供与のなかで対応するととも

に、情報支援活動経費を用いて、研究用文献、情報入手を行った。

（「ジョモケニヤッタ農工大学　学士課程」プロジェクト）

例：プロジェクト基盤整備費、応急対策費を活用して、実験設備を整備し、教官が自ら実験・分

析を行い、かつ論文としてまとめあげる能力を養成する活動を行った。

（「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクト）

例：競争ベースで研究費を与える方策を採用し、研究活動を活性化させることに成功した。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）

・短期専門家による短期間の指導を補うため、カウンターパートの自学を促すようなツールを最

大限利用する。

例：研究や設計にきわめて有用なコンピューターソフトウェアを活用することによって、短期間

の指導を補い、効果的な研究協力を実施した。

（「ジョモケニヤッタ農工大学学士課程」プロジェクト）

・短期専門家による指導、本邦研修、機材供与などのスキームを組み合わせた研究指導が効果的

である。
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例：カウンターパート研修受入先の機関から受入先の教官が短期専門家として派遣され、現地の

状況を把握したうえで、カウンターパートと合同で研究テーマを設定、カウンターパートは

事前準備をしたうえで日本に留学し、同じ大学教官の指導を受け、帰国後は供与された研究

機材を活用した研究を継続的に実施するという効果的な研究指導が行われた。

（「バングラデシュ農業大学院」プロジェクト）

・カウンターパートの研究活動を促進するために、以下の手段が活用されている。

①学会参加旅費の助成：研究成果の国際公表を促進する

例：研究結果の国際公表を促進するため、JICAとUSAIDの協力により学会参加旅費の助成を行

なった。

（「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクト）

②研究助成金：研究資金が限られている国では、競争方式の研究助成金制度を設け、日本人短期

専門家の指導、カウンターパート研修による日本での研究と組み合わせて実施する。

例：研究者から助成金の対象となる研究テーマ・研究グループを公募し、各研究グループに日本

の短期専門家をアドバイザーとしてつけるという形態をとった。短期専門家は現地で研究指

導を行うほか、助成金を賦与された研究者が日本研修でアドバイザーを訪問し、現状の国際

的な研究レベルを把握するとともに、アドバイザーから研究指導を受ける。さらに、研究終

了後は、国際的学術誌に投稿するよう短期専門家に約束を取り付けることによって国際レベ

ルの研究の実施が促進された。このように、助成金プログラム、短期専門家派遣、日本研修

の3つの形態の協力スキームを統合させることによって、研究活動が促進され、かつ効果的

に実施された。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）

③コアラボラトリーの設置・指導：対象大学に汎用性の高い研究機材を設置し、研究環境の整備

を行う。

例：「インドネシア　高等教育開発計画」では、カウンターパートの短期研修と日本人短期専門家

派遣を利用して、コアラボラトリーを活用してできる研究の紹介、コアラボラトリー使用の

マニュアル作成、実習方法の紹介などを実施した。コアラボラトリーは教官の研究活動への

動機づけとして効果的であった。また対象大学ではこれまでに実験用機材はほとんどなく、

教官が実験を行った経験が少ないため、ラボラトリー機材による実験指導、機材整備指導は

早い段階で実施する方が効果的である。
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④公開研究指導会：若手研究者が研究発表をし、研究者あるいは日本人アドバイザーがコメント

する、公開研究指導兼学術研究発表会を開催する。

例：複数の教育機関に協力を実施している場合、年に1～2回、若手教官が自分の研究成果を20

分程度で発表し、ほかの教官あるいは日本人アドバイザーが40分程度コメントする公開研究

指導も同時に行うような場を日本の協力で定期的に設けることによって、研究促進を図るこ

とが可能である。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクトから）

⑤学術交流の促進：研究者のための学術交流の場を設置する。

例：学術委員会の設立・活動の促進に協力するとともに、交流が容易に図れるように国内・地域

内のネットワークを構築した。産業界も学術交流に含めることによって、共同研究、委託研

究も発生した。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）

6） 学位取得促進

カウンターパート教官の養成は多くの場合、高学位の取得が必要となる。カウンターパートの学

位取得を促進するために、以下の手段が活用されているが、その方策・活用できる人数が限られて

いることから、どの案件からも、JICAの協力スキームの一つとして本邦留学という形態の確立を求

める声が大きい。

①文部省留学制度

文部省留学制度は数少ないODAでの学位取得の道であり、多くのプロジェクトで重要視され

ているスキームである。しかし一方で博士課程の留学期間が長いため、留学生が自国の抱える問

題から意識が離れてしまいがちという意見も出されている。その対応策として、次のような意見

が派遣専門家から提案されている。

例：留学生に対し、大学は何らかの報告義務を有すべきである。例えば留学期間半ばの時点で一

度帰国し、留学時に得た知識を広く伝えたり、自ら自国の現状を再確認したり、帰国後の研

究テーマを調査したりする必要がある。そのためには、高額の奨学金を減じて一時帰国（調

査帰国）の費用、あるいは研究調査費用として支給するようなシステムづくりが必要である。

②第三国個別研修

この制度は、ほかの途上国で研修を実施するもので、この制度を活用した学位取得の実績もあ

る。ただし予算上の制約があるので本制度を活用して学位取得者をどの程度生みだすことが可能

か、計画を策定する必要がある。
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例：「ジョモ・ケニヤッタ農工大学」では、プロジェクトの途中で、学位取得を目的とした第三国

個別研修を計画したが認めらず、プロジェクトの目標達成に大きな影響を受けた。

③日本学術振興会論文博士取得希望者支援事業

・日本学術振興会は、アジア諸国の学術振興機関との覚書に基づき、それらの国の大学、研究所

などに所属している研究者に対し、日本の大学において、大学院の課程によらず、学位規則の

規定に基づく論文提出によって博士の学位（論文博士号）を取得することを支援する事業を実施

している。この対象者は、基本的に当該国で研究を行い、1年に90日以内の滞在期間中日本の

研究指導者の指導の下で研究を行う。この制度を利用して日本人長期派遣専門家、短期派遣専

門家を指導教官として学位取得をめざすことが可能である。

④大学間協定（学術交流協定）

協力対象の教育機関と、国内の支援母体となっている大学との間で学術交流協定が結ばれる

ケースも近年増えてきている。これによって単位互換性ができ、別の大学における学位取得のた

めの単位取得が容易になる。
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⑤ JICA支援ローカル論文博士コース

新たに以下のような、現地で取得できる論文博士コースを設立した。

例：「ジョモ・ケニヤッタ農工大学」では、文部省留学生枠が限られていること、学位取得のため

の第三国個別研修が困難だったことから、JICA支援のローカル論文博士コースを設立した。

従来のスキームでは、国費留学生採用枠が限定されている上、博士号取得が困難であるため、

このスキームは既存のカウンターパート研修と短期専門家派遣を組み合わせて、自国内に基

盤を置きつつ博士論文を提出して博士号を取得させるものである。このスキームの問題点は、

長期専門家が得意とする分野では指導が可能であるが、そうでない分野の支援は行いにくい

ことであり、短期専門家が日本に帰国後も何らかの形で継続した指導が必要になることであ

る。

【従来のスキーム】

大学卒業生�

Teaching Assistant として採用� ジョモケニヤッタ�
農工大学�

ケニア国内他大学�
修士（博士）課程�

国費留学生採用枠�

進学�

【ローカル論文博士コース】

修士号保持教官�
（カウンターパート）�

研究指導�

ジョモケニヤッタ農工大学�

本邦大学�

大学院�

研究指導�

博士論文の提出�

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ�

供与教材費�

JICA　カウンターパート研修�

JICA貧困国対策費�

短期専門家派遣�
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7） 研究成果の普及活動

研究成果の普及は、プロジェクト活動が軌道にのり、人的・資金的余裕ができて初めて実施され

る場合がほとんどであり、特に高等教育機関の組織形成にまでかかわっているプロジェクトについ

てはプロジェクトの後半まで普及活動は実施されていないことが多い。普及プログラムに割くこと

のできる時間が非常に限定されているため、効果的な普及活動が求められている。これまでに以下

のような活動が実施されている。

①シンポジウム、ワークショップの開催

例：大学の休みを利用し、理科教材製作で得たノウハウを現地の教官に伝えると同時に、彼らか

らの情報収集や宣伝活動を行うことを目的に、現地理科教官と実験室助手をワークショップ

に招き、理科教材製作セミナーを実施し、好評を博した。

（「ジョモケニヤッタ農工大学」プロジェクト）

例：大学院研究成果の年次発表会の開催、電子機器の取り扱い講習会の開催を実施した。

（「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクト）

②関連機関、関係者などへの普及

例：「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクトでは、出版物の配付を通して農業普及指導員に

研究成果を普及し、「ザンビア大学獣医学部」プロジェクトでは、獣医師会を通して情報の普

及を行なった。

③学術誌の創刊、出版物の配付

例：大学学部単位による学術誌、大学院研究年報の発行を行い、研究成果の普及を図った。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクト）

例：プロジェクトで重要であると考えられる論文についてはとりまとめ、製本したうえで関係者

全員に配付した。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）

④普及活動担当部署の明確化

例：「バングラデシュ農業大学院」プロジェクトでは、普及活動を実施する部署と責任者を明確に

したことによって、組織的に活動を推進することが可能となった。
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⑤現地国内研修

この制度は途上国においてその国の人を対象とした研修やセミナーを5年間にわたり実施する

もので、国内への普及活動の有効な手段となりうる。

例：農村女性の所得創出・向上を目的とした換金作物栽培指導の研修を実施した。これは、JICA

の第二国研修のスキームを活用して、大学の農場で活動していた専門家がイニシアティブを

とり、カウンターパートと協力して計画・実施したものである。この研修ではジェンダーの

視点、所得創出による女性のエンパワメントなどの概念を取り入れ、毎年50名の参加者を対

象に研修を実施した。

（「ジョモケニヤッタ農工大学」プロジェクト）

⑥第三国集団研修

この制度は途上国においてその国及び周辺国から研修員を募り、研修やセミナーを5年間にわ

たり実施するもので、国内外への普及活動の有効な手段となりうる。

例：特に工学分野においては日本の研究速度が早く、日本と途上国の学問水準の差が大きくなる

傾向にある。このため、学問レベルの差のより少ない途上国間の協力関係を進めることに

よって、より適切な研修内容を提供できると考えられる。この制度を活用し、これまでの協

力対象大学間の交流を深め、協力活動の普及を図ることができる。ジョモ・ケニヤッタ農工

大学では、第三国（タイやマレーシア）の大学との交流関係を締結し、南々協力を試みた。

（「ジョモ・ケニヤッタ農工大学」プロジェクト）

8） プロジェクトの広報活動

①ニュースレターの発行

例：プロジェクト開始後早い段階で、ニュースレターを発行し、対象大学や関係機関などに配付

し、プロジェクトで活用できる情報の共有化・収集に務めた。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）

②インターネットの活用

例：パンフレット、ビデオなどの従来型の広報活動よりも費用対効果が高いと思われるインター

ネットを活用し、情報伝達と情報収集を重要視した。また、プロジェクトのホームページを

作成し、各大学のホームページの作成も促進している。

（「インドネシア　高等教育開発計画」プロジェクト）
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（3） 相手国側の活動

1） カウンターパートの定着率

・教官の学位取得による能力向上がプロジェクトの目的である場合、カウンターパートとして優

れた人材が選出されるかどうかが、プロジェクトの成功を握る最大の要素となる。

例：競争ベースでカウンターパートの選定を行い、優秀なカウンターパートを適切に選択するこ

とができた。

（「インドネシア高等教育開発計画」プロジェクト）

例：カウンターパート選出において、助手レベルの研修を強化するという日本側の方針と、シニ

ア教官を選出するという相手国側の方針との食い違いがあったが、カウンターパート受入機

関に受け入れ条件を明記してもらい、カウンターパートの適切な選出を行うことが可能と

なった。

（「カイロ大学看護学部」プロジェクト）

例：カウンターパート任命において地縁・血縁に由来するネポティズムの横行がしばしばみられ、

正常な人事管理を阻害することが多かった。プロジェクト開始後、大学運営理事会の委員と

して日本人専門家が参加し、大学運営・人事採用に関してもかかわることによって対応した。

（「ジョモケニヤッタ農工大学」プロジェクト）

例：カウンターパートとなる教官のリクルートが著しく遅延（プロジェクト期間中の充足率は5

割）し、教育・研究活動における協力の大きな阻害要因となった。これは若い教官が将来昇

進するまで上位ポストを空白にし続けようとしたためであるが、このような教官の思惑に左

右されない強いリーダーシップを持つ学長の存在が不可欠であった。

（「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクト）

・本邦研修や専門家の指導を受けたカウンターパートの定着率が低く、投入が成果に結びつかな

いことが複数のプロジェクトで課題となっている。

例：国内の急速な工業化のため、エンジニア需要が急増し、民間給与水準が上昇したため公務員

給与との間に格差が生じた。このため、カウンターパートが民間企業に転職する例もみられ

た。

（「タイ　タマサート大学工学部拡充計画」）
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この対応策として、研修・留学修了者には大学での一定期間の活動義務を負わせる、カウンター

パートの研究意欲を促進するため日本の専門家による研究指導を継続的に行っていく、大学の賃

金アップを図るなどが提案されている。

例：「ザンビア大学獣医学部」では、大学の給与が民間企業の約半分と低いにもかかわらず、カウ

ンターパートの定着率が高かった。これば大学の今後の研究レベルの向上など、将来性につ

いての期待が大学を魅力ある職場としたと考えられる。

例：「タイ　タマサート大学工学部拡充計画」では、タイ側が通常の給与以外の財源による賃金

アップを図ることによって事態を改善した。しかし、研修後の大学の活動義務など制約がな

かったため、研修修了後に転職する者もいた。

2） ローカルコストの確保／負担

・途上国負担の施設建設が未完成のため、プロジェクトの活動内容に支障をきたすケースが見ら

れる。ローカルコスト負担が大きい場合は、案件形成段階で政府が負担できなかった場合の対

応策について検討しておく。実施段階では何らかの資金調達を試みる。

例：「ジョモ・ケニヤッタ農工大学　学士課程」プロジェクトでは、当該国が負担する予定であっ

た施設建設が未完成になっており、プロジェクトの活動内容に支障をきたしていた。このた

め、大学側からケニア政府に再度予算の確保を要請するとともに、日本側として2KRファン

ドを活用できるようケニア政府に要請した。また、恒常的な経常予算の不足と計画的予算執

行が困難であったため、大学運営理事会委員として日本人専門家が参加できる場を確保し、

予算確保及び計画的執行について意見具申することによって対応した。

・カウンターパート機関の所得創出活動の可能性を検討する。

例：大学付属病院で実施している診療活動で得られた収入は、付属病院での臨床教育・業務に還

元されて、病院の充実に寄与している。さらに、診断ラボラトリーにおける検査料の徴収、

大学所有の牧場の肉・牛乳の販売などによって、運営資金の一部を自己資金でまかなってい

る。

（「ザンビア大学獣医学部」プロジェクト）
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・カウンターパート機関の予算配分、ローカルコスト負担について、必要な場合は助言を行う。

例：プロジェクトでは、大学院の予算の多くが土木工事に配分され、図書や研究費にほとんどま

わされず、また不足予算の補填を援助国に頼ろうとする傾向が見られた。大学院側の予算配

分について日本側も助言を行うとともに、相手国が負担できるものを見きわめ、それを求め

る努力をした。

（「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクト）

・プロジェクト終了後に、途上国が継続して活動を実施するための体制を確立し、運営費を確保

するためには、日本側の協力（専門家派遣、研修員受け入れなど）にかかる具体的な経費を、当

該国側に伝える必要がある。

（4） プロジェクト運営管理

1） 関連機関との関係

・カウンターパート機関以外の関連機関との協力関係を構築することによって、活動の効率性を

高めることが可能である。

例：「ザンビア大学獣医学部」プロジェクトでは、農業省との協力関係を構築するために、農業省

からの修士課程への入学者の受け入れ、研究テーマに関する事前打ち合わせの実施、農業省

に対して大学発行の雑誌への投稿依頼、3か月ごとの農業省との連絡会議の実施などをおこ

なった。これによって、農業省での学生の研修の実施、農業省所有のフィールドでの学生実

習の実施、卒業生の農業省関連局への雇用の確保、研究の効率化など、既存のリソースの有

効活用を図ることができた。

例：他関連機関が、電子顕微鏡や化学分析機器などの実験機材を使用することを認め、協力先の

大学院の貢献度をアピールした。

（「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクト）

2） プロジェクトチームの意思疎通

・プロジェクトのメンバー数が多い場合は、その意思疎通を図るための活動を組み込むとよい。

例：「ジョモ・ケニヤッタ農工大学　学士課程」プロジェクトでは、15名の長期専門家、及び年間

十数名の短期専門家の意思疎通を図るため、プロジェクト共通事項の打合せ、報告、諸連絡

を内容とする連絡会を2週間に1度開催した。
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例：「タイ　看護教育プロジェクト」では、プロジェクト関係者が一堂に会する意見交換の場とし

て、プロジェクト外に調整委員会を設け、プロジェクトの計画策定の関する意見調整を行っ

た。

3） 相手国のリーダーシップ

・組織の長のリーダーシップが問題である場合は、日本側プロジェクトチームからの働きかけが

重要である。

例：「バングラデシュ　農業大学院」プロジェクトでは、いったん配置された組織の長に対して、

粘り強く最善の支援を行うとともに、組織の長以外の組織メンバーの潜在化されたイニシア

ティブを誘発、強化し、プロジェクトへの参加を促進することによって、対応した。制度的

には、理事会設置などにみられるような意思決定及び運営管理体制の制度化を促進した。

4） 国内支援体制－国内支援委員会

国内支援委員会の役割／課題については後述の第5章のとおりであるが、アンケート・インタ

ビュー調査に基づく実際の活動内容は大きく次の4項目にまとめることができる。

・問題の対処

現地で問題がおこった際、国内支援委員会が受け皿となり、対処策の検討を行う。

・カウンターパートの受け入れ

窓口となる各大学・企業先などを探し、選出する。受け入れの際、分野がかたよらないよう、

現地の要望をもとに決定する。

・専門家の発掘と研修

国内協力機関から適切な専門家を選出するとともに、企業家を専門家として派遣する場合、

大学の制度や組織についてセミナーなどを通して研修を行う。

・調査団派遣

実施協議、巡回指導、終了評価などプロジェクトの節目で調査団を派遣する。

これらの国内支援委員会の活動はプロジェクトの順調な運営に重要な役割を果たしている。円

滑に機能している国内支援委員会の場合、年次計画、プロジェクト評価、現地からの要請への対

応など、各分野ごとに委員の責任分担が明確になされ、各委員間の情報交換も盛んに行われてい

た。このことから特に大型教育協力事業では、事前調査の段階で、相手国の事情、要請を十分に

検討したうえで、最も効果的な国内協力機関の選定と組織づくり、かつ弾力的な運営が必要であ

るとの意見があげられた。

また高等教育協力プロジェクトの国内支援委員会は人材の移動が比較的少ない大学組織に置か

れるため、プロジェクトに同一人物が長期的にかかわることが可能となり、プロジェクト全体の

流れを把握することができる。そして時にはプロジェクト終了後も大学間の学術交流協定などを
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通して協力が継続されることもあり得る。これは、JICAの担当者がほぼ2年ごとに交代され、慣

れた頃に異動があるという状況とは正反対のものであり、ここに国内支援委員会の意義があると

いえる。

（5） モニタリング

・プロジェクト開始直後の計画打合せ調査団の派遣は、プロジェクトチームとともに相手国側と実

施計画を協議するものであり、プロジェクトチームの指針策定として有効である。

・巡回調査（中間評価調査）は、プロジェクトの方向性を必要に応じて修正し、適切な提言を行うた

めのものであるため、その実施のタイミングは活動内容や方向性の修正がきく段階で行う必要が

ある。調査団の派遣は、特に相手国側の問題を客観的な立場で指摘し、公開の席で改善を求める

ことができるという点で有効である。

例：「タイ　看護教育」プロジェクトでは、看護教育のタイ国内で中心となるセンターとしての位

置づけを想定して、看護学校が新設されたが、スタッフや一般的な施設不足のため、十分に

機能していなかった。このため、プロジェクトの途中で、この看護学校の通常の教育プログ

ラムを軌道にのせることを第1の課題とした看護学校の強化をプロジェクトスコープに含め

ることとした。

・モニタリング／評価調査においては、日本側の対処方針に基づいて協議する傾向がみられるが、

むしろ途上国のオーナーシップとパートナーシップを育成することに重点を置くやり方を取り入

れていく必要がある。具体的には、カウンターパート機関にレポートやプロポーザルなどを提出

させることによってプロジェクトの方向性を修正していくなどの手法があげられる。

・協力対象の学科を代表するすべての国内支援委員を必ずしも調査団として毎年派遣する必要はな

く、ワークショップの開催時、必要に応じて、適切な規模の調査団を効率的に派遣する形が望ま

れる。また、同一人物が複数回調査団メンバーとして派遣されることによって、一貫性のある指

導を得ることが可能である。

・調査団の報告書完成に時間がかかるため、そこで出された提言を改善や対処に活用する時期を逃

している場合がある。調査団の滞在期間のなかで原稿作成日を1日とり、現地で原稿を作成させ、

製本する方が効率的な場合がある。JICA本部よりもむしろプロジェクト実施主体に迅速に調査結

果をフィードバックさせるやり方が必要である。
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4－ 3－3　事後段階

（1） 評価

・事後評価調査は、プロジェクトの達成度を評価し、継続して協力が必要な場合は、プロジェクト

の方向性を明らかにしたうえで、延長段階／次フェーズ／フォローアップ活動の重点分野を明確

にするうえで重要な役割を果たす。

例：「ザンビア大学　獣医学部」プロジェクトでは、フェーズ I で獣医師養成のための教育制度の

確立がほぼ達成された。評価調査によって、その教育制度を自立的に発展させることができ

るよう、後継者養成及び学部の自立をめざすフェーズ II の実施が提言された。さらに7年6

か月のフェーズ I のうち、後半の2年6か月（延長段階）は、教育制度の確立と後継者養成を

並行して実施し、フェーズII につなげた。

（2） フォローアップ活動

・フォローアップ時期には、プロジェクトの終了に向けて、プロジェクトで重点的に取り組むべき

事項を絞り込み、活動方針を明確にする。

例：「ジョモ・ケニヤッタ農工大学　学士課程」プロジェクトでは、研究支援については、現地に

根ざした研究テーマであるかどうかを基準として研究計画書を検討する、研究報告書の検討

を強化するなど、コスト面については、3年後のプロジェクト終了をみすえ、コストを大学

側が負担するよう体制を整える必要があるため、短期専門家は赴任に際して携行機材は一切

導入せず、現地業務費を用いて機材・資材・消耗費を購入することを避けるなどが、個々の

専門家のレベルで実施された。

4－ 3－4　まとめ
本章では専門家へのインタビューやアンケートの結果を踏まえつつプロジェクトサイクルに沿った

事業経験を見てきたが、これらをまとめると下記のとおりである。

（1） 計画立案段階

計画立案段階では相手側にJICAのスキームやプロジェクトの目的や双方の役割や負担の分担につい

て十分理解してもらい、コンセンサスを得ることがプロジェクトを円滑に進めていくためには非常に

重要である。また、相手側の状況やニーズを十分把握し、専門家のリクルートの可能性も勘案して、

相手のニーズにマッチし、かつ実施可能な協力計画を策定することが効果的協力の第一歩といえる。

プロジェクト方式技術協力のスキームでカバーできない分野、内容については他機関の援助や第三

国の人材の活用なども検討するとよい。

これらのことを踏まえ、プロジェクト開始前の計画立案段階に事前調査などで確認すべき事項をま

とめると下記のとおりである。
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1） 相手国／実施機関の状況

①相手国内でのプロジェクトの位置づけは明確か

②必要な予算措置はとられているか、予算が不足しそうな場合は代替措置（他ドナーの資金の活

用など）はないか

③実施機関の体制や意思決定構造はどうなっているか

④適格者が組織の長になっているか

⑤カウンターパートは十分いるか

⑥必要機材とその調達方法（現地調達は可能か）

⑦プロジェクトスコープ以外の活動でプロジェクトに影響を与えそうなものはないか

⑧同種の学校／大学が存在していないか

⑨途上国側で実施した経験のある活動や既に存在しているシステムを活用することができないか

2） 相手国におけるニーズの把握

①その分野の人材の需要状況（需要量、想定される受入機関）

3） 専門家のリクルート可能性

①日本人専門家はリクルート可能か

②第三国の人材を活用できないか

4） ほかの援助機関の協力

①同分野でほかの援助機関の協力はないか、協力がある場合は連携は可能か

②ほかの援助機関と協力する場合、受入側を含めたそれぞれの分担は明確になっているか

（2） 実施段階

1） 高等教育協力の手法

高等教育協力プロジェクトにおける協力の手法を取りまとめると表4－3のとおりである。

これを見ると教育／研究活動とも教官や学生の能力向上などのソフト面での協力と施設や機材の

整備、維持管理などのハード面での協力を組み合わせて実施していることが分かる。また教育活動

でも研究活動でも教官の能力向上には学位取得が有効であり、文部省の留学制度など活用しうるス

キームを検討することが重要である。

教育／研究活動の普及に多く用いられる手法としてはワークショップなどの開催や研究成果を出

版し関係者に配布するなどがある。在外研修制度を活用するのも効果が高い。

また、プロジェクト終了後も質の高い教育／研究活動を継続するためには大学間のネットワーク

化が有効である。

2） 効果的協力のポイント

効果的な協力を実施するためのポイントとしては、（1）協力の継続性、（2）適切な人選、（3）イン
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センティブの付与、（4）適切なタイミング、（5）他のリソースの活用、（6）持続可能性などがある。

以下では各々の重要性及びその方策について述べる。

①継続性のある協力

継続性のある協力を実施するためには、同一専門家を複数年次にわたって派遣する、同一専

門家が派遣できない場合は情報の引き継ぎを十分行う、研修員を受け入れた大学の教官を専門

家として派遣し、本邦での研修と現地での指導の一貫性をもたせる、専門家の携行機材も継続

性をもたせるなどが考えられる。

②適切な人材の選出

プロジェクトの成否は適切な人材の選出にかかっているといっても過言ではない。専門家を

リクルートする場合はできるだけ現地の事情に通じた人材（例：青年海外協力隊経験者）を活用

するとよい。一つのリクルート先からだけでは専門家のリクルートが困難な場合は複数のリク

ルート先に当るなど広く人材を求める努力が肝要である。また日本人では適切な人材がリク

ルートできない場合は第三国専門家制度を活用し、第三国の人材の活用を検討するとよい。第

三国専門家は言語や社会環境、技術レベルが類似しており、技術移転がスムーズに行われると

いう利点がある。

カウンターパート研修でもその効果を最大限に引き出すためには適切な人材を研修員として

選出する必要があり、その人の専門分野や業績、プロジェクトにおける位置づけなどを勘案し、

相手側、日本側双方で最適な人材を選出したり、また直接のカウンターパートではなくても研

修の効果が高いと思われる場合は柔軟に対処するなど、最適な人材の選出に努力すべきである。

③相手にインセンティブを与える

カウンターパートの能力を高めるためには、適切なインセンティブを付与し、相手のやる気

を引き出すことが重要である。研究活動を例に取ると、学会参加費を補助して学会参加を促進

する、公開研究会を開催するなどして研究成果発表の場を設ける、文部省の留学制度や第三国

研修などを活用してカウンターパートの学位取得を促進するなどの方法が考えられる。

④タイミングのよい協力

効果的協力のためには協力のタイミングが重要である。タイミングのよい協力のためには協

力内容にあわせて専門家派遣やカウンターパートの研修・留学の時期を調整する、機材を計画

的に調達するなどが重要である。また、計画打合せ調査は活動内容や方向性の修正が可能な時

期に派遣する、巡回指導調査はワークショップ開催時にあわせて派遣するなど調整により効果

が最大限に発揮できる。
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表 4－ 3　高等教育協力の協力手法
目的 アプローチ 手　　　法 特　　記　　事　　項

1-1-1 大学院のカリキュラムなど日本にノウハウがない場合は他機
関の援助の活用も検討する

1-1-2、1-1-3
現地語の教科書や写真やイラストなどを活用した教材などは教
育活動に大いに資するものであるが、日本側が協力できる範囲を
明確にし、相手側に過大な期待を抱かせない配慮も必要である

1-3-1 研究の重要性や研究と教育活動の密接な関係について理解し
てもらうよう努める。また研究に対するさまざまなインセンティ
ブを考える（インセンティブについては2-4参照）

1-3-2 学位取得には文部省の留学制度、第三国研修、学術振興会の
博士論文取得希望者支援事業、大学間の学術交流協定などが活用
できる

1-5-2 機材の維持管理には特に配慮が必要で、消耗品や部品の入手
ルートの確保や維持管理にかかるコストの予算化に努める必要が
ある

1-6-1 教育活動に重点をおいている場合、日本人専門家が学生への
講議を実施せざるを得ないケースが多々あり、学生の学力が把握
できる、C/Pに模範を示せるなどの利点もあるが、持続可能性を
考えると日本人専門家への過度な依存は避けるよう配慮が必要で
ある

1-3-1 に同じ

1-3-2 に同じ

2-2-2 研究活動の活発化には個人の研究能力の向上のみならず、研
究グループなどの組織づくりも有効である

1-5-2 に同じ

2-4-1、2-4-2、2-4-3
これらは研究活動活性化のためのインセンティブとして有効で
ある

3-1-2 在外研修は国内外に協力の成果を普及させる有効な手段であ
るが、予算の制約があるので必要性を見きわめたうえで要望を提
出するとともに、採択されなかった場合の代替案も考えておく

4-1-1、4-1-2
プロジェクト終了後も質の高い教育／研究活動を継続するため
には支援母体となった本邦の大学との交流を維持したり、第三国
研修や第三国専門家制度を活用して途上国の大学間のネットワー
クを構築したりすることが有効である

1-1-1 カリキュラム開発・改善

1-1-2 教科書の作成
1-1-3 教材の開発

1-2-1 視聴覚機材の開発・活用

1-2-2 講議指導

1-2-3 チームティーチング

1-2-4 実習指導

1-3-1 教官への研究指導

1-3-2 学位取得促進

1-4-1 コンピュータシステムの導入・シス
テム化

1-5-1 実験室・図書館などの整備

1-5-2 機材操作・メンテナンス訓練

1-6-1 学生への講議の実施

2-1-1 教官への研究指導

2-1-2 学位取得促進

2-2-1 コンピュータシステムの導入・シス
テム化

2-2-2 研究グループなどの組織づくり

2-3-1 実験室・図書館などの整備

2-3-2 機材操作・メンテナンス訓練

2-4-1 研究助成金の賦与

2-4-2 学会参加費の補助

2-4-3 研究会の開催

2-5-1 学生への研究指導

3-1-1 ワークショップの開催

3-1-2 在外研修

3-1-3 専門誌や研究成果をまとめた出版物
の発行

4-1-1 大学間協定
4-1-2 在外研修

1-1 教育内容の確立／改
善

1-2 教育手法・教授法の
改善

1-3 教官の専門分野の能
力向上

1-4 組織の基盤整備

1-5 教育環境の整備

1-6 学生の教育レベルの
向上

2-1 教官の専門分野の能
力向上

2-2 組織の基盤整備

2-3 研究環境の整備
（ハード面）

2-4 研究環境の整備
（ソフト面）

2-5 学生の研究レベルの
向上

3-1 研究普及システムの
整備

4-1 大学のネットワーク
化

１
　
質
の
高
い
教
育
活
動
の
実
施

２
　
質
の
高
い
研
究
活
動
の
実
施

及
活
動
の
実
施

３
教
育
／
研
究
普

活
動
へ

教
育
／
研
究

４
持
続
可
能
な
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⑤他のスキームやリソースの活用

プロジェクトでカバーできないが、必要不可欠なものについては、ほかのリソースを活用で

きないか検討する。例えば、ローカルコストが不足する場合は食糧増産援助やほかの援助機関

の援助が活用できないか検討するとよい。また、カウンターパート研修の枠が足りない場合は

国別特設など別の形態の本邦研修や第三国研修の活用することが考えられる。学位取得には文

部省の留学制度や学術振興会の博士論文取得希望者支援事業、第三国研修などが活用できる。

⑥持続可能な協力

協力期間の延長や第IIフェーズがある場合もあるが、プロジェクトはいずれ終了し、実施機

関のみで活動を行って行かなくてはならなくなる。その時に協力した内容が継続されうるよう、

不足するものは何でも日本の負担で補うというのではなく、実施機関のみでも活動が継続でき

るよう持続可能性に配慮する必要がある。そのためには、相手側のオーナーシップを引き出す

よう配慮する、プロジェクト実施中から日本側が負担しているコストについて相手側に明示し、

予算の確保に努める、機材は現地で保守管理が容易なように現地調達も考える、大学間協定を

結びネットワーク化を図るなどの方法が考えられる。

（3） 事後段階

事後評価調査では、プロジェクトの達成度を評価し、継続して協力が必要な場合は、プロジェクト

の方向性を明らかにしたうえで、延長段階／次フェーズ／フォローアップ活動の重点分野を明確にす

る。

また、フォローアップ時期には、プロジェクトの終了後も教育／研究活動が継続できるよう、プロ

ジェクトで重点的に取り組むべき事項を絞り込み、活動方針を明確にすることが重要である。



- 93 -

4－ 4　プロジェクト方式技術協力以外のJICAの高等教育協力

本節においては、プロジェクト方式技術協力以外のJICAの主な協力スキームである個別専門家派遣

事業、研修員受入事業及び無償資金協力における高等教育協力について概観する。

実績の多いサブセクターについてであるが、個別専門家派遣事業においては、高等教育分野への実

績の占める比率が他分野に比べて圧倒的に高いが、技術研修員受入事業、無償資金協力事業において

は、基礎教育への比重を高める傾向にある。また、個別専門家派遣、技術研修員受入事業においては、

職業訓練／教育分野への協力の比重が、3分の1強を占めるが、無償資金協力においては、比較的そ

のシェアは小さい。

地域分布については、いずれのスキームにおいてもアジアに案件が集中している。個別専門家派遣、

特に研究協力事業では東南アジアに重きがおかれている。一方、無償資金協力は南アジアが中心であ

る。ここ1～2年は個別専門家の派遣先も多様化する一方、技術研修員受入事業における国別・地域

別特設コースの対象にもアジア以外の地域が増加しつつある。

4－ 4－1　専門家派遣事業

（1） 個別派遣専門家

高等教育分野の個別派遣専門家の動向をまとめるにあたり、JICAの実績データベース上、1987年以

降1998年までに、人的資源分野（含：科学・教育・人的資源・職業訓練）で長期あるいは短期に派遣

された個別派遣専門家を調査対象とした。したがって、医療、農業などの分野に分類される個別派遣

専門家はこの分析には含まれていない。

他サブセクターとの比較における高等教育分野専門家の位置づけ

人的資源分野のなかで案件名から8つのサブセクターに分類した結果が図4－3である。高等教育

分野で派遣された個別専門家の数は職業訓練分野に次いで多い。基礎教育や教員養成といったほかの

分野と比べてもかなり多くの数の専門家が高等教育分野に派遣されていることがわかり、長期短期あ

わせた派遣人数のシェアでは高等教育は約25％を占めている。高等教育分野で派遣された専門家のう

ち、1年未満の短期で派遣される短期専門家と１年以上の長期専門家の比率を見ると、6：4程度であ

り、職業訓練分野に次いで短期専門家の比率が低い。
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図4－3　個別派遣専門家派遣分野
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高等教育分野の専門家の派遣先地域としては、長期・短期ともにアジア地域が8割以上と圧倒的に

多い（表4－3）。アジア地域のなかでも、そのほとんどが東南アジア諸国、特にタイにそのうちの約

6割が派遣されている注32。また、長期専門家の場合、短期専門家と比べて、さらに東南アジアに派遣

される割合が高く、南アジアや東アジアに派遣されることは過去の実績から見るとまれである。この

アジア地域、特に東南アジア重視の傾向は、プロジェクト方式技術協力のアジア重視の傾向と一致し

ている。逆に、アフリカや大洋州での実績は長期・短期ともにかなり少なく、アフリカに高等教育分

野の長期個別派遣専門家が派遣された例はない。

注32 継続的に個別専門家を派遣しているAsian Institute of Technologyの存在が大きいと考えられる。
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表 4－ 3　高等教育分野個別派遣専門家　派遣先地域

地　　域
長　　期 短　　期

人　数 ％ 人　数 ％

アジア 50 83.3 68 80

東南アジア 48 56

南アジア 2 4

東アジア 0 8

中南米 2 3 7 8.2

アフリカ 0 0 4 4.7

中近東 7 11.7 6 7

大洋州 1 2 0 0

110 100 153 99.9

※長期・東南アジアのうち、タイ35名、インドネシア10名

　短期・東南アジアのうち、タイ31名、インとネシア10名、フィリピン7名

出発年別派遣数

短期、長期をあわせた全体数を見ると、図4－4で示されるように、1989年以降大きく派遣人数が

伸びていることがわかる。長期派遣専門家に限って見てみると、1991年を境にそれまでよりもかなり

多くの専門家が派遣されるようになっており、それ以降は安定して毎年10名近い長期専門家が派遣さ

れている。

図 4－ 4　出発年度別高等教育分野派遣専門家　派遣人数

0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

短�期�

長�期�

（2） 研究協力／個別専門家チーム派遣

研究協力事業は、複数の個別専門家派遣と研修員受け入れ、機材供与を組み合わせ、我が国研究者

と開発途上国の研究者が対等の立場で、当該途上国の経済社会の発展に資する研究テーマについて共

同研究を行うことを支援する事業である。このため、「教育」ではなく、高等教育機関のもう一つの重

要な使命である「研究」の充実にウェイトをおいた協力であると考えられる。また、高等教育機関がカ
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ウンターパートの所属機関となっていることがほぼ半数である注33。特に教育を主たる研究対象とする

案件は3件であり、うち2件が高等教育を対象にしたものである注34。

1977年のスキーム発足以来、1998年度までに73件採択されており（重要政策中枢支援含む）、図4

－5にみられるように協力件数は増加傾向にある。

図4－5　年度別研究協力実施案件数
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注：当該年度に実施されている案件。実施期間が1994年から1996年の場合、1994年、1995年、1996年のいずれに

も1件としてカウントした。

また、地域別ではアジアにおける案件数が過半数を占めており（図4－6）、さらにそのうちの過半

数がASEAN諸国において実施されている。しかし、近年、地域の多様化の傾向がみられ、中南米や

アフリカにおける案件も実施されるようになってきた。

注33 残りの半数は公的研究機関等に所属

注34 タイ国「チュラロンコン大学院都市計画科博士課程」（1991-1996）、スリランカ国「参加型農村開発手法の確立」（1998-2001）であ
る。
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図 4－ 6　研究協力地域別案件構成
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個別専門家チーム派遣については、1989年度から1999年度までに採択済みのもので、80件の実績

があるが、教育対象のものは5件で、うち高等教育を対象としたのは、3件注35である。

4－ 4－2　研修員受入事業
ここでは、プロジェクト方式技術協力及び個別派遣専門家のカウンターパート研修を除き、1991年

以降1998年までの人的資源開発分野に分類される研修事業を取り扱うこととする。データを人的資源

開発分野に限定していることから、データベース上で農業、鉱工業、保健医療に分類されている農学、

工学、医療の分野の高等教育に分類されうる研修は含まれない。

人的資源開発分野の技術研修員受入事業においては、高等教育に分類されるものはきわめて限られ

ている。集団、国別・地域別特設、一般特設などのグループ型研修については「応用微生物酵素工学」

1件、個別研修（カウンターパート研修は除く）においても23件である。これは、人的資源開発に分類

されるグループ型研修の2％、同じく個別一般研修の 25％の件数に過ぎない。

注35 タイ国「地域高等教育振興」（1991-1994）、メキシコ国「材料工学試験センター」（1998-2001）、ヴィエトナム国「農学における環
境教育の充実」（1999-2002）である。
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図4－7　人的資源開発に分類されるグループ型研修（集団／一般特設／国別特設）
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図4－7で示されるように、人的資源開発分野のグループ型研修を更に細かくみると、集団研修（計

21コース）の67％は職業訓練分野であり、残りはビデオやスライド制作など視聴覚教育のコースで、

高等教育分野のコースはない。一方、一般特設コース（計8コース）については、職業訓練関連コース

は半数以下となり、南西アジア、サブサハラアフリカなどに参加研修員の地域を限定した基礎教育の

コース、あるいは、教育行政を取り扱ったコースを設けていることが観察される。

さらに、国別・地域別特設コース（計14コース）については、12コースが基礎教育と教育行政官を

対象としたコースとなっている。基礎教育のなかでは理数科教育関連コースが、教育行政関連コース

については地方における教育行政が、各々多くなっている。

以上より、グループ型研修においては、比較的コースの継続年度が短く、コース設置後の見直しの

タイミングもはやい一般特設コースや国別・地域別コースで、1990年代の基礎教育重視の流れに対応

を図っていると考えられる。一方、継続期間が長く、設置までに時間を要する集団研修コースについ

ては、我が国の協力において、過去に実績の多い分野である職業訓練分野のコースが過半数を占め、

高等教育分野のコースは実施の実績が無いことが分かる。

人的資源開発分野の個別研修の動向であるが、プロジェクト方式技術協力及び個別派遣専門家のカ

ウンターパート研修を除き、個別一般研修のみを取り上げることとする。図4－8で示されるように、

高等教育案件の実績は25人（＝件数）であり、大学の運営管理や留学制度などにかかるものは4件、そ

れ以外は科学、工学の専門分野研修であった。
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図4－8　個別一般研修
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4－ 4－3　無償資金協力
本節では、無償資金協力における高等教育分野への協力動向について見ていく。データ及び考察は、

1986年以降1998年までの教育分野の無償資金協力実績に関してであり、無償資金協力業務部から提

供された資料に基づいている。

他分野との比較における高等教育の位置づけ

無償資金協力では、件数、金額ともに初等教育・中等教育への実績が多く、高等教育の位置づけは

それほど高くない。年度ごとの実績を見ても、初等教育、中等教育が伸びを見せているのに対し、高

等教育にはこのような伸びは見られない（図4－9・図4－10）。

図4－9　無償資金協力（金額）実績
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図4－10　分野別実績（1986-1998）
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次に、高等教育分野の実績のみを取り上げる。図4－11に示されるように、あまり明確な傾向は認

められないが、おおまかにいって1990年代前半までは件数、金額ともに増加傾向にあり、そのあとま

た下降してきている。

図 4－ 11　高等教育分野実績
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高等教育分野地域別実績

高等教育分野で無償資金協力が行われた地域の過去の実績を見ると、アジア地域が全体の7割強と

圧倒的に多く、そのあとにアフリカ15％、大洋州6％と続いている。アジア重視の傾向は他スキーム

の傾向と共通であるが、アジア地域内での内訳を見ると若干の違いが見られる。無償資金協力の場合、

アジア地域のなかでも南アジア地域に7割以上の実績があるのに対し（表4－4）、例えば個別派遣専

門家では、その9割近くが東南アジア地域に派遣されている。
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この分析のために使ったデータのある1986年以降に、中南米地域で高等教育分野の無償資金協力が

行われた実績はなかった。これは、無償資金協力の対象国となるためには所得水準などによる基準が

あり、中南米地域では対象国となる国の数が限られているためと思われる。

表4－4　無償資金協力におけるアジア地域の内訳

アジア全体 南アジア 東南アジア 東アジア

1986 2 1 1

1987 3 3

1988 2 2

1989 1 1

1990 4 3 1

1991 6 4 1 1

1992 4 3 1

1993 4 1 3

1994 2 1 1

1995 3 2 1

1996 2 2

1997 3 3

1998

36件 23件 10件 3件

100％ 76.6％ 27.80％ 8.3％

留学生支援無償資金協力について

平成11年度予算において、アジア諸国を中心とした開発途上国の我が国への留学生派遣事業に対し

無償資金協力を行う制度の新設が認められ、2億 5,000万円が計上された。

この制度は、留学生の派遣が途上国の開発の中核を担う人材の育成や留学生を通じた人的交流によ

る二国間関係の強化を図るうえできわめて重要であることから創設された。こうした支援策は21世紀

初頭における10万人の留学生受け入れをめざす我が国の「10万人受入計画」にも資することが期待さ

れる。

この事業では、マレイシアのルック・イースト政策の例のように国家的な戦略として我が国への留

学を人材育成に活用する計画を有する途上国に対し、途上国における事前教育、我が国への渡航費・

滞在費、学費などなどソフトに対する無償資金協力を行うことが特徴の一つとなっている。相手国の

開発重点分野等を踏まえたうえで、我が国と先方政府との協議を通じて最も意義が大きいと判断され

る人材育成分野を特定して相手国政府が留学生派遣計画を策定し、我が国は同計画の実施に必要な資

金を無償供与するものである。従来の我が国の国費外国人留学生制度と比較し、国家的な戦略として

開発重点分野とリンクした人材育成を支援することが特徴となっている。
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同事業の効果的実施を図るため、1999年4月、インドシナ（ヴィエトナム、ラオス、カンボディア）、

中央アジア（ウズベキスタン、カザフスタン）にプロジェクト形成調査団を派遣し、両地域の留学ニー

ズの把握及び今後の事業の詳細を検討するための材料を収集したところである。

我が国の国費外国人留学生制度は昭和29年に創設され、今日までに世界約130か国・地域から約4

万3,000人の留学生を受け入れている。一方、円借款でも留学生派遣事業を支援（留学生借款）してお

り、マレーシアやインドネシアなどで実施されている。新設された留学生支援無償資金協力は、こう

した従来の留学生派遣支援策と相まって我が国の留学生交流の推進に大きく資することが期待される。
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第5章　JICAの高等教育協力と国内支援体制

我が国においては、原則として国際協力を実施する人材を関係省庁を通じてリクルートしている。

これは、欧米を中心とした他のドナーが、高等教育協力プロジェクトの実施を大学などへのコントラ

クトアウトなどにより実施するなど、主に市場メカニズムを通じて人材を調達していることと比較す

るとまず第一の特徴といえる。

本章ではJICAが実施する高等教育分野のプロジェクト方式技術協力にかかる人材調達を中心とする

国内支援体制について、現状を紹介し、課題と今後の展望を検討する。

5－ 1　国内支援体制のアクターと求められる役割

5－1－1　国内支援体制のアクター
まず最初に国内支援体制のアクターとしてどのような機関・組織があるのかについて以下に触れる。

（1） 文部省

高等教育分野のプロジェクトにかかる関係機関として第一にあげられるのは大学の監督省庁である

文部省である。文部省内で国際協力業務を担当する部門は学術国際局である。そのなかで開発途上国

への教育協力等海外協力に関することについては国際企画課の教育文化交流室が窓口となっており、

当事業団の事業にかかる文部省の窓口も同室である。

（2） 案件実施分野にかかる関係省庁（文部省以外）

次に農業分野、医学分野等特定の分野のプロジェクトについては、当該分野の所轄省庁が国内協力

機関の一つとなる。例えば、情報分野の高等教育協力であるタイモンクット情報通信技術研究セン

ターについては郵政省が、農業分野の高等教育協力であるヴィエトナムハノイ農業大学強化計画プロ

ジェクトについては農林水産省が関係機関の一つとなっている。

（3） 案件実施分野を専門とする大学

実際に専門家の派遣元、カウンターパートの本邦での技術研修の受け入れ先となるのは案件実施分

野を専門とする国公立・私立大学（またはその大学の特定学部）である。相手国からの要請を受け、日

本の協力の受け皿が大学となることが想定された時点で、監督省庁である文部省の協力のもと、当該

分野の協力を実施する能力を持つ大学を中心に支援体制の構築を行うのが一般的なケースである。支

援体制の中心となるのが後述する国内支援委員会であり、同委員会のメンバーとなる個人及びその所

属先大学が協力を行うこととなる。

また、JICAの協力を通じて研究室と研究室、研究者と研究者のつながりができ、プロジェクト協力

期間終了後もこれらのつながりを通じて大学間で協定を結び共同研究を実施したり、学術交流を実施

したりするケースも多く見られるが、これはプロジェクトの自立発展性の観点からも大変望ましいこ

とであるといえる。
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例：長岡技術科学大学とタイタマサート大学

　　（タマサート大学工学部拡充計画プロジェクト）

岡山大学、立命館大学とケニアジョモケニアッタ農工大学

　　（ジョモケニアッタ農工大学プロジェクト）

東海大学とタイモンクット大学

　　（モンクット情報通信技術研究センタープロジェクト）

九州大学とヴィエトナムハノイ農業大学

　　（ハノイ農業大学強化計画プロジェクト）

札幌医科大学とカイロ大学

　　（カイロ大学看護学部プロジェクト）

（4） その他

その他の関係機関として以下の機関があげられる。

1） 開発援助関連大学（大学院及び学部）

教官が国内支援委員会（後述）のメンバーになっているケースがあることや、教育開発にかかる人

材を育成する機関であることから、開発援助関連大学が国内関係機関の一つとしてあげられる。開

発援助関連大学としては、神戸大学大学院国際協力研究科、名古屋大学大学院国際開発研究科など、

「国際協力」、「開発協力」、「開発研究」などをその学科名に掲げている国公立・私立大学のほか、経

済学科、法学科のなかで国際開発にかかるコースを持っている大学もあり、日本の政府開発援助の

規模の増大に伴い、こういった学科・コースを持つ大学・大学院が最近多くなってきている。

2） 広島大学教育開発国際協力研究センター（CICE）

平成9年4月に設立された同センターは我が国初の教育開発分野の国際教育協力の研究センター

であり、研究員集会や国内外の専門家を招聘した研究会の開催など研究開発活動を行っている。人

材リソースの観点からは、同センターが情報の収集と普及活動の一つとして実施している、大学の

有する人材資源の最大限の活用を目的とした教育開発国際協力人材データベースの構築が重要な意

味を持つ。今後同データベースの更なる充実と有効な活用が望まれる。

5－ 1－2　国内支援体制に求められる役割
次に上述したアクターがプロジェクトの各ステージ（発掘・形成、計画立案段階、実施段階）で実際

にどういう役割をもってプロジェクトに関与しているのかについて、以下に見ていく。

（1） 発掘・形成、計画立案段階

1） 個別派遣専門家のリクルートに対する協力

個別派遣専門家のなかには、ある特定の分野の案件発掘・形成を目的の一つとして派遣される専

門家がいる。これらの専門家は、先方政府に協力し、当該分野の案件の発掘を行うことをその任務
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とすることもあれば、先方からの要請を受けたが案件としての熟度が低いため、計画をより詳細に

つめることを任務とする場合もある。いずれにしてもこれらの専門家はプロジェクトの形成に大き

く貢献することになる。

こういった専門家のリクルートにあたっては案件形成後の国内支援体制を既にある程度想定しな

がらリクルートすることが多い。

2） 計画立案のための調査団への参加と国内支援委員会準備会への参加

計画立案のために本邦から基礎調査団、事前調査団、短期調査団及び実施協議調査団といった調

査団を派遣する。これらの調査団の団員のリクルートにあたっては、上述の個別派遣専門家と同じ

く、案件を実施する場合の国内支援体制を想定しながら行う。場合によっては、公式・非公式に国

内支援委員会の前身として国内支援委員会準備会を設置する。JICAは同準備会のメンバーを団員と

してリクルートすると同時に、必要に応じて会議を開催し、同準備会から案件の発掘・形成に際し

て技術的・専門的な観点からプロジェクトの枠組み、方向性について助言を受けている。

3） 国内支援委員会への参加

案件の開始に際して（国内支援委員会準備会がある場合はそれを前身とし）必要に応じて、国際協

力事業団は担当部署のなかに当該案件の計画・実施運営にかかる諮問機関として、国内支援委員会

が正式に設置する。同委員会は協力機関の大学教官及び関係省庁担当部局行政官などにより構成さ

れる。国内支援委員会は委員長及び各分野の担当委員（通常協力対象分野が複数分野にわたる場合、

各分野の担当を1名ずつ選定）によって形成されることが多い。

例：平成10年度インドネシア国高等教育開発計画にかかる国内支援委員会

　（敬称略）

　　総括・土木工学 埼玉大学大学院政策科学研究科　教授 西野　文雄

　　電気電子工学 東京工業大学工学部電子物理工学科　助教授 高木　茂孝

　　建設工学系 長岡技術科学大学工学部　教授 入澤　壽逸

　　物質工学系 豊橋技術科学大学　副学長 堤　　和男

　　工学教育 豊橋技術科学大学第一工学系　教授 本間　寛臣

（2） 案件の実施段階

1） 長期・短期専門家のリクルート

通常専門家のリクルートはJICAからの推薦依頼を受けて関係省庁が人選を行う。その後、理想的

には当該プロジェクトの国内支援委員会が関係省庁からの依頼を受けてリクルートを行う。しかし

ながら、国内支援委員会で対応できない場合もあり、その場合は関係省庁のほかのリソース、派遣

中の専門家などのネットワークを通じて専門家をリクルートするケースもある。
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2） 研修員受入計画の策定・技術研修の実施にかかる支援

カウンターパート研修員の受け入れについても国内支援委員会が窓口となり計画の策定や研修の

実施にかかる助言や関係者への根回しを行っている。

3） 年間実行計画の検討

国内支援委員会は現地の要請や調査団の報告、専門家からの報告などを踏まえ年間実行計画の検

討も行う。

4） 調査団の参加、調査方針への助言

国内支援委員会は計画打合せ調査団、巡回指導調査団、終了時評価調査団などの参加、調査方針

への助言も行う。調査団メンバーは通常国内委員会、JICA、文部省から選出し、この調査団による

調査・評価に基づき、必要に応じて実施中のプロジェクトの計画見直しを行うほか、プロジェクト

の中間・最終評価によって、プロジェクト延長の必要性の有無に関する提言を行う。また、延長の

場合は、どこの部分を優先課題として取り上げ強化するかについて、国内委員会が意見することが

多い。また、評価は、当事者ではなく外部者が行うことに意味があるため、ここで国内委員会の役

割が発揮されることになる。一方、現場にいる専門家にとっても調査団の来訪は全般に、「いろいろ

な意味で刺激になり、方向性の確認ができる機会」として受け止められている。また現場で問題が

発生し現場だけで解決が困難な場合、調査団はJICAからの対応方針を伝達し問題の調整を図る役割

も果たしている。

調査団派遣の留意点としては、調査団の派遣時期は現地の事情を踏まえて設定すること、評価調

査における提言内容についても実状に即した実施可能なものである必要があること、などがあげら

れる。

5） 必要に応じ技術上・運営上の諸問題を検討・協議し、助言

上記のような活動のほか、国内委員会は必要に応じ技術上・運営上の諸問題を検討・協議し、専

門家に対し助言を行っている。

5－ 2　国内支援体制にかかる課題と今後の展望

5－2－1　国内支援体制にかかる課題

（1） 専門家のリクルート

長期専門家のリクルート、特に地域的にはアフリカ地域への専門家、言語的にはフランス語圏、ス

ペイン語圏への専門家のリクルートが困難な場合が多い。特に現役大学教官の長期専門家としてのリ

クルートについては、数年にわたって日本を離れることは研究者である大学教官にとって支障が多く

非常に難しい。

これについては、以下のような対応策、改善策が検討されることが望まれる。
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1） 現在大学教官の評価は、教育と研究活動の2つの観点から行われているが、国際協力への参加

にかかる実績についても大学教官の評価の一要素とし、大学教官への国際協力の促進を行う。

2） 協力は専門家派遣期間中だけでなく、国内でも協力のために時間が割かれる。このため、支援

体制について、大学（学部）としての支援をお願いすることで、当該教官が協力活動を行う間、

学部として様々にサポートする体制がとられる（専門家としての派遣期間中、ほかの教官が当

該教官の授業を見る、など）ことが望ましい。理想的には長期的な協力を行うことを前提に当

該協力のための教官枠が承認、確保されることが望まれる。

3） 長期専門家については公募を行い、広く人材を募ることを検討する。特に特殊言語を必要とさ

れる地域への専門家については、青年海外協力隊OB・OGのリソースの活用についても検討す

る。

長期専門家の存在がプロジェクトの円滑な実施の大きな原動力となっていることは言をまたないが、

協力の内容、形態によっては、必ずしも多数の専門家が長期に現地に張り付く必要がないケースも想

定される。高等教育協力の場合、学部基礎課程についてはカリキュラムやシラバスの開発・改訂など

長期専門家が常に現地に張り付いておく必要性が高い一方、専門課程については、ある特化した専門

分野の研究協力などになることから、協力方法を工夫することにより短期専門家でも対応が可能な場

合もある。例えば短期専門家の派遣を中心とし、専門家派遣期間中だけでなく、帰国後のメールなど

での指導を継続することで効果的な協力を実施しているケースも多く見られる。

また、協力内容によっては、協力の初期の段階で相手国実施機関のInstitutional building を行い、発

展段階においては相手側カウンターパートの個々の研究能力の強化をめざすといった協力計画もあり、

こういったケースにおいては、初期段階においては長期専門家を必要とするものの、発展段階におい

ては先述のように短期専門家による現地での指導と帰国後のメールなどによる指導を組み合わせて対

応することも可能と考えられる。

（2） 専門家人材リソースのデータベース化、ネットワーク形成、情報交換

専門家のリクルートを行う際の専門家人材リソースのデータベース化のさらなる促進が求められる。

「国際教育協力の人材の発掘・確保と人材活用の進め方に関する研究」（平成10年度科学研究補助金研

究成果報告書　研究代表者　渡辺良）によると、同研究のなかで大学教員などを対象に行われた調査

で、かなりのものが国際協力に興味を持ち、また、実際に途上国に出かけて国際協力に従事したいと

の希望を持っていることが明らかになっており、これらの潜在的な専門家集団を積極的に活用してい

くためにも専門家人材リソースのデータベース化の更なる促進が求められる。

人材リソースデータベース化にかかる具体的な動きとして、既述のとおり、広島大学教育開発国際

協力研究センターで教育分野の大学関係者を中心とする協力人材のデータベース化が実施されている

が、これの更なる促進が望まれる。

また、JICAでも専門家候補としての青年海外協力隊OB、OGについて「隊員検索システム」や過去

に派遣された専門家や登録専門家のデータベースが作られており、このシステムは「国際協力人材デー

タバンク」としてさらなる充実・活用が進められている。また同時に、こういった人材リソースのネッ
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トワーク化、ネットワークを通じた情報交換の促進も必要である。

（3） 案件の発掘・形成段階における早い時期の国内支援体制の確立と一環した国内支援体制の維持

国内支援体制の確立にあたっては、案件の発掘・形成、計画立案段階の早い時期に国内支援委員会

準備会などの形で確立し、関係者が案件の発掘・形成、計画立案に深くかかわりを持ち、案件の経緯

によく通じてもらうことが案件の成功にとって非常に重要な要素となる。具体的には、事前調査の実

施前に国内支援体制が確立されることが望まれる。また、案件の発掘・形成、計画立案段階から実施

段階、終了にあたっての評価の段階まで一環してプロジェクトにかかわってもらうことが重要であり、

これによりプロジェクトの一貫性が維持される。以前に比べると最近のプロジェクトにおいてはこれ

らの点に留意した国内支援体制の確立がなされているが、さらにこの傾向を強めていく必要がある。

国内委員会の選定の際に注意しなくてはならないのは適任者の人選である。通常は文部省が協力の

可能性の有無を大学に問い、3～4の大学を支援大学として推薦するというのが通常の手続きである。

しかし、人間関係のつながりからどこの大学の誰が担当するということが事前調査の段階で決められ

ていることがある。これはプロジェクトの進捗に好影響をもたらす場合もあるが、場合によってはプ

ロジェクトの内容にそぐわない分野の大学が支援委員会の機能を持つケースも見られ、案件の進捗の

みならずその効果にマイナスの影響を与えることもあり得るという指摘が国内委員会経験者からなさ

れている。

（4） コンソーシアムの形成

既述のように国内支援体制には個人での対応の限度を超えた様々な役割が期待されることから、個

人への協力依頼ではなく、大学（学部）としての支援を依頼することが必要である。近年、国内支援体

制において、複数の大学を支援母体とする場合に、協力大学（学部）の代表者から成るコンソーシアム

を形成するケースが増加しているが、これは有効な国内支援体制のあり方であると考えられる。

（5） 同じ分野のプロジェクトの国内支援体制間の情報交換

JICAの高等教育分野での協力経験が蓄積されていくなかで、異なった国、もしくは同じ国のなかの

同じ分野で既に協力が行われていたり、同時並行で行われるケースが見られる。それぞれの案件の国

内支援体制の経験、そこから得られた教訓が同分野のほかのプロジェクトの国内支援体制にとって大

変有益な示唆となることがある。このことから、同じ分野のプロジェクトの国内支援体制間の情報交

換を進めるべく、合同国内支援委員会を開催するなどの工夫がなされているが、今後さらにこういっ

た情報交換を活発化していくことが望まれる。

（6） 国内支援委員の負担の軽減

国内支援委員会は個人ではなく、大学組織がその設置の依頼を受けるが、現実には、必ずしもすべ

ての大学が国際協力に深い理解を示しているわけではない。プロジェクトに参加している教官が「個

人としてやっていることを黙認する」というスタンスを取る大学は、教官が従来の職務に手を抜かな

いことを懸念するのに加えて、プロジェクトの運営・経理に関する事務処理などまで個人の負担とさ
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れることもあり、教官にとっては大きな負担となる。

また国内支援委員には会議費や、調査団メンバーとしての派遣費用等の実費は支給されているもの

の、委員会活動にとられる時間の補填がなされないために、委員にはボランティアで協力していると

いう意識がある。このほか、専門家の選出のため多くの研究者にコンタクトを取ったり、現地との連

絡のために国際電話・FAXを多用する必要があるが、これらの通信費は各大学の自己負担でやりくり

している。また、日本で受け入れた研究者や学生に対するフォローアップとして、教官個人の学会参

加などのついでに足をのばして立ち寄って様子を見に行くというケースが多い。文部省科学技術研究

費の活用は不可能ではないものの、内容的に合致しないことが多いため、使っていないとの回答が

あった。

国内支援委員会はプロジェクトの効果的実施に大きな役割を果たしているが、現状では委員個人の

善意によるところが大きく、委員の負担軽減のために予算措置を含めた対策を検討する必要がある。

（7） 学位取得のためのカウンターパート研修

高等教育分野における人材育成においては、高位学位の取得が必須である。しかしながら、これを

支援するための手段は限られている。研修期間中に学位取得ができる長期研修もあるが（平成11年度

に予算化）、平成11年度は30名とその枠は小さく、通常の研修では学位取得を目的とした研修は基本

的に難しい。

これについては、以下のような対応策、改善策を検討すべきである。

1） 文部省国費留学生制度との連携、JICA枠（年間30名）の拡大

2） 留学生借款や留学生無償（平成11年度に予算化）との積極的な連携、活用

3） 在外研修の活用

4） 大学間学術交流協定へ支援を行うことで活用

なお、最近の日本の大学の学位付与条件は緩和される傾向にあり、例えば1年在学し、残りの1年

は通信教育で教育を受けることにより修士号を付与するといった大学も見られる。したがって、これ

を積極的に利用し、JICAの研修を利用した1年の日本への留学及び帰国後の通信教育による高位学位

取得の促進を図る可能性を検討する。

また、各国にあるオープンユニバーシティなどを活用した遠隔教育による学位取得を支援する可能

性も検討する。

5－ 2－2　将来的な支援体制の在り方の検討、リソースの拡大

（1） コンサルタント、シンクタンク

冒頭でも述べたとおり、我が国においては、原則として国際協力を実施する人材を関係省庁を通じ

てリクルートしており、これは、国際機関や他のドナーが人材を市場メカニズムを通じて調達してい

ることと比較すると我が国に特徴的なことといえる。その大きな理由は、この分野ではコンサルタン

トやシンクタンクが十分に育っていないことがある。しかしながら、我が国の教育開発分野での協力
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経験が蓄積されていくなかでコンサルタントやシンクタンクが徐々に育っていっていることからも将

来的なリソースとして期待できる。

（2） 第三国のリソース

我が国の高等教育協力における第三国のリソースの活用はまだ十分に促進されていないのが現状で

ある。しかしながら、近隣国などの人材であれば言語的、文化的な観点からアドバンテージを持つこ

とが多いこと、少し先を行く途上国との間には研究レベルなどに大きな開きがなく協力がスムーズに

いくこと等、第三国のリソースを活用することのメリットも多く存在する。また、日本が協力した機

関の人材を第三国専門家として活用することで日本の協力の成果を広く波及していくことも考えられ

る。具体的な事例として、ラオス国立大学工学部電子工学科へタイ・モンクット王工科大学の教官を

第三国専門家として派遣した事例があるが、同事例は既述の第三国専門家のメリットが十分に発揮さ

れ、大きな効果をあげた事例として確認されており、今後こういった協力形態の促進も検討されるべ

きである。

（3） 大学へのコントラクトアウト

特に欧米を中心とした他のドナーの高等教育協力においては、大学へのコントラクトアウトの実施

によるプロジェクト実施がよく見られるが、我が国ではまだこの方法はとられていない。JICAでは現

在「開発パートナー事業」としてNGOや私立大学などにプロジェクトの実施を委託する事業を立ち上

げようとしている。国立大学についてはその独立行政法人化の議論も踏まえつつ、コントラクトアウ

ト事業の適用について検討していくことが望ましい。

（4） 教育開発にかかる人材の育成

国内支援体制を強化していくために、今後、中・長期的には国際教育協力にかかる人材を育成して

いく必要がある。そのためには、国際教育協力にかかる大学、大学院のさらなる充実、国際教育協力

に関心を持つ人に対する国際教育協力や言語に関する研修機会の充実などを行い、人材の育成・確保

を行っていくことが重要である。
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第6章　JICA以外の日本の高等教育協力

本章においてはJICA以外の我が国の高等教育分野の協力について述べる。具体的には、二国間贈与

による協力として文部省（一部外務省を含む）による留学生受入事業、日本学術振興会を通じた事業、

開発援助人材育成、調査研究、そして国際機関に対する出資・拠出について述べる。図6－1は文部

省による高等教育分野の協力をまとめたものである。

また二国間政府貸付による協力として、海外経済協力基金（現国際協力銀行）を通じた円借款協力に

ついて述べる。

6－ 1　文部省（一部外務省を含む）による留学生・研究者の受入事業

留学生受入事業は、日本と諸外国との教育・研究水準の向上、及び相互理解と友好の増進に寄与す

ること、途上国への人材養成に協力することを目的とし、国費留学生と私費留学生（外国政府派遣留

学生を含む）への支援事業を実施している。

文部省のODA予算を見てみると（表6－1）留学生に対する予算が、全体の約90％を占め、文部省

の実施しているODA事業のなかで留学生に対する施策に重点がおかれていることがわかる。

表6－1　文部省のODA予算

（単位：億円）

区　　分 主要事項 1998年度予算額 1999年度予算額

教　　育 留学生 494 509

日本語教育 3 2

青少年・婦人教育 1 1

開発援助人材養成 6 6

調査研究等 17 19

学　　術 学術交流・協力 15 15

文　　化 芸術文化 2 2

文化財保護 2 2

スポーツ スポーツ交流・協力 0.3 0.3

国際機関への協力 ユネスコ活動等 7 7

国連大学 3 3

アジア・太平洋経済協力 0.2 0.2

そのほか（国際分担金） 0.2 0.2

合　　　計 551 567

出所：文部省『文部省のODA』1999年
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学術交流事業は、主に日本学術振興会を通じてなされており、学術の進展に寄与することを目的と

して研究者を支援している。具体的には、特別研究員（博士号取得後5年程度以内の者を対象）、外国

人招へい研究者（長期・短期：対象国・年齢などの制約なし）、そして論文博士号取得希望者への支援

事業（アジア諸国の研究者対象）注36 に対する支援がある。

6－ 1－1　留学生受入事業

（1） 留学生受入制度の政策

留学生の受入事業の主な計画としては、1984年「留学生受け入れ10万人計画」注37がある。この計画

は、1983年 8月の「21世紀への留学生政策に関する提言」及び1984年 6月の「21世紀への留学生政策

の展開について」における二人の有識者からの提言などを踏まえて策定されたもので、21世紀初頭ま

でに10万人の留学生受け入れをめざすことを目標としている。しかしながら、現状は、我が国の生活

コストが諸外国に比べ高いこと、我が国の留学情報が海外において不足していること、最近の経済不

況やアジア諸国における高等教育機関が整備されてきていること、そして欧米などに比べ、特に文科

系の留学生の博士号の取得が困難な状況であることなどにより、1990年代に入っても10万人の達成

は困難な状況と見込まれている。こうした状況をかんがみ、1991年、学位取得が困難である現状に対

しては、学位規則の改訂がなされている注38。

1993年には、総務庁行政監督局により「留学生10万人をめざして留学生受入対策の現状と課題」が

提示されている。その後の計画としては、1997年の留学生政策懇談会の第一次報告注39、1999年の留

学生政策懇談会による報告「知的国際貢献の発展と新たな留学生政策の展開をめざして」がある。以下、

1997年と1999 年の計画について具体的に述べる。

1997年の留学生政策懇談会の第一次報告（1997年）では次の3つの重点領域が提示されている。第一

注36 論文博士号取得希望者への援助として、アセアンの若い優れた研究者に対して次の支援をおこなっている。1.我が国の大学に
おける研究の機会を提供すること、2.必要に応じ研究指導者を相手国に派遣して研究指導を行うこと、3.大学院の課程によらず、
論文提出による博士の学位取得を可能にすることである。（日本学術振興会『日本学術振興会　－平成11年度－』1999 年、p15）

注37 文部省『我が国の留学生制度の概要』1999年、p4

注38 下表に示すように、1997年における留学生の学位取得状況は、修士課程で82％（文科系79％、理科系86％）博士課程で50％（文
科系18％、理科系60％）となっている。1991年（平成3年）6月に、学位規則の改正がなされたことは、特に文科系の留学生に対
する学位授与に対する一層の円滑化を期待したものであったが、現状は、下表で示されるように、まだ十分な状況になっている
とはいえない。

留学生の学位取得状況（1997年度）
（単位：人）

専攻・区分
修士課程 博士課程

入学者数（a） 学位取得者数（b） （b）／（a）（％） 入学者数（c） 学位取得者数（d） （d）／（c）（％）
文化系 2094 1657 79 593 109 18
理科系 1492 1284 86 1784 1070 60
合　計 3586 2941 82 2377 1179 50

注）入学者数　：修士課程は平成8年度入学者数
博士課程は平成7年度入学者数（医歯系は平成6年度）

学位取得者：平成10 年3月現在
（出所：文部省『我が国の留学生制度の概要』1999年）

注39 文部省『文部省のODA』1998年、p6



- 113 -

点は、外国語教育などの教育プログラムの推進、第二点は、留学生への情報の提供などの体制の充実

と入学手続の改善、そして第三点は、官民一体となった宿舎、奨学金などの留学生支援である。

1999年の報告においては、「留学生受け入れ10万人計画」を今後とも維持しつつ、量的な面もさる

ことながら、質的充実に一層留意し、留学環境の整備を図ることなどが提示されている。

（2） 留学生受入制度の概要

留学生受入制度に関する施策の概要は下記のとおりである。

表6－2　留学生受入制度の概要

段　　　階 内　　　容

渡日前 留学情報提供・留学相談、外国政府派遣留学生に対する予備教育

渡日後から入学まで 留学生の入国・在留関係手続き、入学選考などの施策

在学中 留学生の教育指導体制、留学生の生活支援、地域における留学生支援

帰国後のフォローアップ 専門誌・学会誌などの送付、帰国外国人留学生短期研修制度、帰国外国人留学生

研究指導事業、論文博士号取得希望者への援助

また、外務省、国際交流基金による留学生関係の協力としては下記のものがある。

表 6－ 3　外務省、国際交流基金による事業

事　　業　　名 趣　　旨　　等

（外　務　省）

留学生アドヴァイザー 我が国への留学に関する照会、相談に対応するため、日本留学経験者など

を在外公館でアドヴァイザーとして活用。

留学生支援無償 途上国政府による我が国への留学生派遣事業に関し、我が国への渡航費、

滞在費、学費などを支援。

留学生アフターケア対策 在外公館を通じて、帰国留学生会の組織化、名簿作成、日本留学の成果発

表などを支援

元日本留学者の集い 東南アジア、中国、韓国の元日本留学者を日本へ招待する。

（国際交流基金）

アセアン私費留学生対策等拠出金 JASCAAインターナショナル事業の助成

ASEAN各国元日本留学者に ASEANの 5か国の元日本留学生会がそれぞれの国での集会施設を確保で

対する集会施設の提供 きるようにするため、関係経費を援助する。

元日本留学生ASEAN評議会 元日本留学生ASEAN評議会に対し、総会経費を助成する。

（ASCOJA）助成

留学生事前日本語予備教育 一部の在外公館及び国際交流基金日本語センターにおいて、日本語講座を

行う。

アジア青年文化奨学金 留学生の日本語予備教育などへの助成を行う。

出所：文部省『我が国の留学生制度の概要』1999年

（3） 留学生受入事業の現状

本節では留学生数の推移、出身地域別（出身国別）留学生数、国費留学生の受け入れの種類、在学段
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階別留学生数、国公私立別・在学段階別留学生数、留学生受け入れ主要大学について述べていく。

まず、欧米諸国と比べた場合の日本は留学生受入総数を見てみると、日本の留学生受入総数はは欧

米諸国に比べて少なく、国費留学生の割合が高くなっている（表6－3）。

表6－4　主要国における留学生の受入状況

（単位：人）

アメリカ イギリス ドイツ フランス 日本

高等教育在学者数注1） 8,129,000 1,182,000 1,858,000 2,126,000 3,603,000

留学生数注2） 481,280 197,188 159,894 170,574 51,298

国費留学生注3） 3,631 3,670 5,493 12,874 8,323

留学生数／高等教育機関在学者数（％） 5.9 16.7 8.6 8.0 1.4

国費留学生数／留学生数（％） 0.8 1.9 3.4 7.5 16.2

注 1） 調査統計企画課調べによる。（アメリカ、イギリス、ドイツは1995年、フランスは1996年、日本は1998年現

在の数値を示す。）

注2）「ユネスコ文化統計年鑑（1998年版）」による。ただし、日本については留学生課調べ、アメリカについては、

IIE「OPEN DOORS 1997／ 98」による。

注3）アメリカは、IIE「OPEN DOORS 1997／98」、イギリスはブリテッシュ・カウンシル、ドイツはDAAD、フラ

ンスは在日フランス大使館、日本は留学生課調べによる。

出所：文部省『我が国の留学生制度の概要』1999年

留学生全体数の推移について述べると、図1で示されるように、平成7年度を境に減少傾向にあり、

これは主に全体の約80％を占める私費留学生の減少による影響と考えられる。一方、国費留学生につ

いては、一貫して漸増傾向にある。内訳人数の構成比は、1997年度においては、先に述べた私費留学

生の80％に加えて、国費留学生16％、外国政府派遣留学生 0.03％の順となる。

図6－1　留学生数の推移
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出所：文部省『文部省のODA』1998年
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留学生総数は、地域的にはアジアが最も多くほぼ90％を占める（表6－5）。国別でいえば表6－5に

示されるように、中国、韓国からの留学生が67％で圧倒的に多い。出身地域別留学生数に対する国費

留学生数の割合を見ると、アジア地域からの国費留学生が12.5％と低く、私費でも日本に留学したい

というアジアの高いニーズがうかがえる。

表6－5　外国人留学生数（出身地域別）

平成10年5月1日現在

出身地域 留学生数（％） 国費留学生数（％）

アジア 45,914（ 89.5） 5,759（ 69.2）

欧州 1,851（ 3.6） 943（ 11.3）

北米 1,118（ 2.2） 185（ 2.2）

中南米 844（ 1.6） 564（ 6.8）

アフリカ 655（ 1.3） 454（ 5.5）

オセアニア 499（ 1.0） 192（ 2.3）

中近東 417（ 0.8） 226（ 2.7）

総　　数 51,298（ 100.0） 8,323（ 100.0）

出所：文部省『我が国の留学生制度の概要』1999年

表6－6　出身国別留学生数

国・地域名 留学生数（人）

中国 22,810（ 1,800）

韓国 11,467（ 737）

台湾 4,033（ -    ）

マレイシア 2,040（ 295）

インドネシア 1,140（ 490）

タイ 1,059（ 490）

アメリカ合衆国 949（ 144）

バングラデシュ 750（ 503）

ヴィエトナム 468（ 264）

フィリピン 434（ 315）

その他 6,148（ 3,285）

計 51,298（ 8,323）

出所：文部省『我が国の留学生制度の概要』1999年

注）平成10年 5月 1日現在。（　）内は、国費留学生で内数を示す。
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表6－7　出身地域別留学生数に対する国費留学生数の割合

地　　域
出身地域別留学生数に対する
国費留学生数の割合（％）

アジア 12.5

欧州 50.9

北米 16.5

中南米 66.8

アフリカ 69.3

オセアニア 38.5

中近東 54.2

総　　数 16.2

出所：文部省『我が国の留学生制度の概要』1999年より作成

国費留学生の種類と在学段階別留学生数については、表6－8と表6－9に示す。表6－8に示され

るように国費留学生の種類は、研究留学生、教員研修留学生、学部留学生、日本語・日本文化研修留

学生、高等専門学校留学生、専修学校留学生であり、短期大学への留学生は受け入れていないことが

わかる。

在学段階別留学生数をみると、表6－9で示されるように、留学生総数と国費留学生数で構成比の

大きな違いが見受けられる。具体的には、留学生総数においては、学部が45.3％、大学院が39.9％、専

修学校が11.0％、高等専門学校が1.2％、短期大学2.6％である。国費留学生数においては、大学院が

79.9％、学部が13.6％、専修学校が2.8％、高等専門学校3.7％となる。以上のことから、国費留学生

では圧倒的に大学院に対しての留学が多いことがわかる。

表6－8　国費留学生の受け入れの種類

（単位：人）

種　類　区　分 教　育　内　容 期　　間

研究留学生 大学院で専門分野を専攻 2年

教員研修留学生 大学の教員養成学部で研修 1年半

学部留学生 大学の学部で教育を受ける 5年

日本語・日本文化研修留学生 大学で日本語又は日本事情の研修 1年

高等専門学校留学生 高等専門学校3年次に編入学し教育を受ける 4年

専修学校留学生 専修学校（専門課程）で教育を受ける 3年

出所：文部省『文部省のODA』1999年

表6－9　在学段階別留学生数

在学段階 留学生総数（％） 国費留学生数（％）

大学院 20,483（ 39.9） 6,647（ 79.9）

学部 23,239（ 45.3） 1,134（ 13.6）

専修学校 5,656（ 11.0） 236（ 2.8）

高等専門学校 592（ 1.2） 306（ 3.7）

短期大学 1,328（ 2.6） 0

合　　計 51,298（ 100） 8,323（ 100）

出所：文部省『我が国の留学生制度の概要』1999年
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表6－10、表6－11で示されるように、留学生受入大学においては、私立大学が国立大学よりも多

くの留学生を受け入れているが、大学別に見ると国立である東京大学が圧倒的に多くの留学生を受け

入れている。

表6－10　国公私立別・在学段階別留学生数

区　別 学　部 大学院 短　大 高　専 専　修 計

国　　立
（5,796） （14,459） （8） （562） （2） （20,827）

5,908 14,855 7 590 1 21,361

公　　立
（786） （777） （40） 0 （11） （1614）

917 805 49 10 1781

私　　立
（16,602） （4,620） （1,258） （0） （6,126） （28,606）

16,414 4,823 1,272 2 5,645 28,156

計
（23,184） （19,856） （1,306） （562） （6,139） （51,047）

23,239 20,483 1,328 592 5,656 51,298

出所：文部省『我が国の留学生制度の概要』1999年

注）平成1998年 5月 1日現在。（　）内は、1997年 5月 1日現在を示す。

表6－11　留学生受入主要大学

（国立・私立各上位10校／平成 10年5月1日現在）（単位：人）

国立大学 私立大学

1 東京大学 1,776 1 早稲田大学 891

2 京都大学 954 2 日本大学 778

3 筑波大学 877 3 拓殖大学 723

4 名古屋大学 869 4 慶応義塾大学 568

5 大阪大学 833 5 立正大学 467

6 東京工業大学 767 6 明海大学 411

7 九州大学 745 7 大東文化大学 406

8 東北大学 740 8 九州産業大学 405

9 千葉大学 589 9 上智大学 375

10 広島大学 583 10 立命館大学 363

出所：文部省『我が国の留学生制度の概要』1999年

6－ 1－2　学術交流事業
学術交流事業における研究者支援については、文部省（一部外務省を含む）、日本学術振興会による

ものがあり、主として、下記の5つの支援事業がある。

（1）アジア諸国などとの学術交流の推進（日本学術振興会事業）

（2）国立大学国際交流センターの設置
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（3）国際共同研究の実施

（4）中国政府派遣研究員の受け入れ

（5）民間学術研究振興費補助金の設置

第一のアジア諸国などとの学術交流の推進（日本学術振興会事業）では下記の事業を行っている。

1） 日本及び相手国に必要な専門分野に応じた拠点大学を中心とする大学群間の学術交流

2） 論文博士号取得希望者への支援

3） アセアン諸国との間において、拠点方式を補完する研究者個人ベースによる一般交流方式によ

る交流

4） アセアン諸国以外の途上国を対象にした研究者養成への協力

5） アジア諸国の若手研究者を、日本又はアジアの開催国に招致、サマースクール的形態の研修の

機会を提供するアジア学術セミナーの開催

第二の国立大学国際交流センターについては、拠点大学方式による研究者交流及び共同研究実施な

どの中心となる施設として設置されている。具体的には、東京工業大学理工学国際交流センター、大

阪大学生物工学国際交流センター、そして神戸大学医学研究国際交流センターがある。

第三の国際共同研究については、中国及びインドネシアにおける自然災害の予測とその防御に関す

る国際共同研究、チベット高地における日中高エネルギー宇宙放射線共同研究がある。前者は、国際

連合の提唱に基づく国際共同研究であり、後者は、日中文化交流協定（昭和54年12月締結）に基づく

宇宙線の組成、起源などについての共同研究である。

第四の中国政府派遣研究員については、中国の研究者を我が国の国立大学等へ1年間受け入れ（昭和

55年度から受け入れ）ている。

第五の民間学術研究振興費補助金の設置については、民間学術研究機関が、途上国の研究機関の要

請により研究者の派遣・受け入れをおこなう際に使われている。

6－ 1－3　文部省（一部外務省）による高等教育に対するそのほかの支援
高等教育にかかる文部省による協力は、留学関係のほか、開発援助人材養成、調査研究、そして国

際機関に対する出資・拠出がある。

開発人材養成は、近年増大し、期待される政府開発援助（ODA）に対応する人材の育成を目的として

いる。具体的には、国際開発援助人材養成研究科の設置や（財）国際開発高等教育機構事業への協力が

ある。

調査研究は、アジア・太平洋地域の教育研究者・教育者の資質の向上を図り、それぞれの国の教育

の発展に寄与することを目的としている。具体的には、国際研究・協力部（国立教育研究所）運営があ

る。国際機関への協力は、世界的な規模での課題への対応として二国間では、補えきれない部分に対

しての協力を目的としている。具体的には、開発途上国への教育協力事業、国連大学事業への協力、

アジア・太平洋協力事業への参加がある。
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（1） 開発援助人材養成による支援

開発援助人材養成に関しては、主なものとして、国際開発援助人材養成研究科などの設置、（財）国

際開発高等教育機構（FASID）事業への協力がある注40。

国際開発援助人材養成研究科などの設置については、この分野における学術研究の推進を図るとと

もに、これらの事業にかかわる高度の専門能力を有する人材の養成・再教育を行うこととしている。

具体的には、以下に示す国立の大学及び大学院に国際開発援助に関する学部、研究科を設置している。

（大学院）

埼玉大学大学院政策科学研究科

政策科学専攻　国際開発研究コース （平成3年度設置）

東京大学大学院医学系研究科

国際保健学専攻 （平成4年度設置）

農学生命科学研究科　農学国際専攻 （平成9年度設置）

横浜国立大学大学院国際経済法学研究科

国際関係法専攻

開発協力コース （平成4年度設置）

国際開発研究科

国際開発経営専攻 （平成6年度設置）

国際開発政策専攻 （平成6年度設置）

名古屋大学大学院国際開発研究科

国際開発専攻 （平成3年度設置）

国際協力専攻 （平成4年度設置）

国際コミュニケーション専攻 （平成5年度設置）

神戸大学大学院国際協力研究科

国際開発政策専攻 （平成4年度設置）

国際協力政策専攻 （平成5年度設置）

地域協力政策専攻 （平成6年度設置）

広島大学大学院国際協力研究科

開発科学専攻 （平成6年度設置）

教育文化専攻 （平成7年度設置）

（学　部）

筑波大学第三学群国際総合学類 （平成7年度設置）

東京工業大学工学部開発システム工学科 （平成7年度設置）

注40 文部省『文部省のODA』1999 年、p16
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（財）国際開発高等教育機関（FASID）は、我が国の高等教育機関における開発援助関係の教育研究を

振興することを目的として、平成2年3月、文部省と外務省の共管法人として設立された財団法人で

ある。事業としては、我が国の開発援助にかかわる人材の養成に資するため、研修などの事業を行う

とともに、このような人材の養成を強化する文部省と外務省からの受託事業を行っている。

文部省による協力としては、FASIDが実施する開発援助共同講座支援事業、開発援助人材養成海外

実習調査事業に対して必要な経費を補助している。

外務省によるFASIDへの協力としては、受託事業として、付属機関による国際開発研究センターの

事業がある。目的としては、国際開発の新たな、かつ明確な目標及びアプローチを概念構成し、世に

問うこととしており、主に、研究、フォーラム、教育の3機能を通じ、活動を実施している。

具体的事例として、アフリカ開発研究・人材育成事業として国際開発研究機関ネットワーク構想が

ある。目的は、アフリカにおける持続的成長への活路を見出すため、日本、アフリカ、アジア、欧米

の研究・研修機関とネットワークを形成し、アフリカ開発に係る研究・人材育成促進事業を共同で実

施することとしている。

（2） 調査研究における支援

調査研究については、国際研究・協力部（国立教育研究所）における活動がある。経緯としては、ユ

ネスコがアジア地域における教育研究活動を強化するために、1967年からの国立教育研究所に協力し

てきた背景がある。国立教育所の地域事業は、各国の教育研究機関の創設整備と研究活動発展のため

に、加盟国を対象に実施されるものである。アジア・太平洋地域の教育研究者・教育者の資質の向上

を図り、それぞれの国の教育の発展に寄与することを目的として、ユネスコにおけるアジア・太平洋

地域教育開発計画（APEID）における教育改革に関する教育情報の交流活動の強化を支援している。具

体的にはアジア地域における研究者養成、研究情報、研究計画作成、調査データ処理の分野で地域事

業を実施しており、「高等教育の改革」を主題に、我が国の教育情報をアジア・太平洋諸国へ提供して

いる。実例として1998年 6月15日から26日まで『高等教育改革に関する地域セミナー　－最近の傾

向と21世紀に向けての戦略－』が、アジア・太平洋地域教育開発計画（APEID）の枠内における事業と

して、国立教育研究所によって開催されている注41

（3） 国際機関への協力支援

国際機関への協力について、高等教育に関しては、主なものとして、ユネスコ活動などへの出資、

拠出による支援、国連大学への協力、アジア・太平洋経済協力（APEC）事業への参加協力がある。

ユネスコによる協力の内容としては、発展途上国への教育協力事業として、前述のアジア・太平洋

地域教育開発計画（APEID）を通じた協力、途上国への科学協力事業としての地球科学（アジア・太平

洋地域）事業注42、国際大学院コースの設置注43、そして東南アジア若手研究者養成事業注44がある。

国連大学への協力としては、平成4年度（1992年）から、日本の大学・学会などと国連大学の学術協

力を推進するために「日本・国連大学共同研究事業拠出金」を国連大学に拠出している。

注41 国立教育研究所『高等教育の改革と展望』1999年、p1



- 121 -

アジア・太平洋経済協力（APEC）事業への参加としては、「21世紀に向けた新しい高等教育交流」プ

ロジェクトを主導し、APECの「教育フォーラム」に参加・協力している。

図 6－ 3　文部省による高等教育分野の協力

文部省による�
高等教育分野の協力�

・アジア諸国などとの学術交流促進�

・国立大学国際交流センターの設置�

・国際共同研究の実施�

・中国政府派遣研究員の受け入れ�

・民間学術研究振興費補助金�

学術交流事業�留学生受入事業�

・国費留学生に対する支援�

・私費留学生に対する支援�

開発援助人材養成�

・国際開発援助人材養成　�
研究科などの設置�
・国際開発高等教育機構　�
事業への協力�

調査研究�

・国立教育研究所の活動�

国際機関への協力�

・ユネスコ活動などへの出資、　�
拠出�
・国連大学への協力�
・アジア・太平洋経済協力事　�
業への参加協力�

注42 アジア・太平洋地域の途上国の環境科学に関する能力を高めるためユネスコとの協力により、研修事業等を実施するために信
託基金を拠出している（文部省『文部省のODA』1998 年、p26）

注43 ユネスコと協力して、東京工業大学（化学、化学工学）、大阪大学（微生物学）において一年間英語で研修を行っている。（文部
省『文部省のODA』1998年、p26）

注44 東南アジア諸国の基礎科学分野の人材養成を目的として、大学・研究機関のネットワークによる研修コースの開催など、多国
間にわたる協力事業を実施している。（文部省『文部省のODA』1998年、p26）
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6－ 2　円借款による高等教育分野への協力

本節では教育分野における円借款による協力及び円借款を活用した各国の高等教育分野における取

り組みを紹介する。

6－ 2ー1　教育分野における円借款の概要
円借款による教育分野の協力はほかの分野に比べて少なく、1966年から1997年までの累積実績に

おいては、件数では、全体が2,258件であるのに対して教育は39件（全体の1.7％）、承認額では、全

体が16兆8,336億3,200万円に対して教育は2,519億5,900万円（全体の1.5％）にすぎない。（海外経済

協力基金『海外経済協力基金年次報告書』1998年、p216）

対象国、対象分野でみると1990年から1998年までの円借款の傾向は、表6－12で示されるように、

対象分野では、高等教育、対象国では、インドネシアに集中している。

表6－12　対象国・対象分野別にみた教育分野における円借款（1990年－1998年）

対象国 案件数 初等教育 中等教育 高等教育 研　究
ノン・フォー

職業訓練 その他
マル教育

インドネシア 13 1 11 1

フィリピン 3 2 1

タイ 2 1 1

マレイシア 1 1

韓国 1 1

パキスタン 1 1

ジョルダン 2 1 1

合　計 23 2 2 14 1 2 2

出所：海外経済協力基金年次報告書（1990年－ 1998年）

6－ 2ー2　高等教育分野における円借款の概要
高等教育分野の具体的な対象国、案件名、受諾日、受諾金額、概要は表6－13に示すが、借款の内

容を大まかにまとめると1）施設や機器の整備、2）留学生や教員の派遣、3）コンサルティング・サー

ビスとなっている。

6－ 2－3　円借款を活用した各国の高等教育分野における取り組み
本節では、円借款を活用した高等教育分野における各国の取り組み事例について紹介する。具体的

にはインドネシアの第I期高等人材育成開発事業（PHRDP-I）、大学強化事業、第II期高等人材育成開

発事業（PHRDP-II）、マレイシアの高等教育基金借款、タイの日・タイ技術移転事業について述べる。



- 123 -

表 6－13　高等教育分野における円借款（1990－1998年）

（単位：100万円）

国 案　　件　　名 受　諾　日 受諾金額 概　　　　　要

インドネシア ボゴール農業大学拡充事業 1989.12.22 6,946

ボゴール農業大学整備拡充事業(II) 1994.11.29 7,716

高等人材開発事業 1990.12.14 12,439

高等人材開発事業(II) 1995.12.01 8,500

シャクワラ大学整備拡充事業 1991.09.25 209

シャクワラ大学整備事業 1993.11.04 5,467

バンドン工科大学整備事業（I） 1992.10.08 1,609

バンドン工科大学整備事業(II) 1994.11.29 7,353

ムラワルマン大学整備拡充事業 1995.12.01 3,062

パティムラ大学整備事業 1996.12.04 3,319

ガジヤマダ大学整備事業 1998.01.28 7,499

タイ 日・タイ技術移転事業 1995.09.12 7,308

マレイシア 高等教育基金借款 1992.05.28 5,493

韓国 水産・商船学校練習船装備拡充事業 1990.10.31 2,160

インドネシアにおける農業関連分野の教育・研究の中心であるボゴール農業大学（IPB)の整備・拡充計画を支援するこ
とを目的とする。
借款資金は、校舎建設費用、教育機器の調達費用、教員の派遣・招致の費用、並びに詳細設計及び施工監理などのコン
サルティング・サービス費用に充当される。

インドネシアの科学技術、経済・金融政策、工業開発、公共政策などの分野におけるより高度な知識・技能を有する人
材を公務員を中心に育成することを目的とする。
借款資金は、研修・留学費用、研修センター建設費用及びコンサルティング・サービス費用に充当される。

インドネシア、アチェ州の産業の発展及び農業開発のための人材育成、外領における高等教育の格差是正及び大学施設
の整備の一環として実施するもの。
借款資金は校舎建設、留学計画の見直し、学部の開発計画の策定などに係るコンサルティング・サービス及び当大学の
開発計画、留学生の選定、教育資機材の選定に関する専門的な技術援助などの費用に充当される。

インドネシア国内の工業化に伴い増大する工科系人材の要約に対応することを目的とする。
借款資金は、教育研究棟の建設、教育資機材整備及びコンサルティング・サービス費用に充当される。

インドネシア、東カリマンタンにおける高等教育の拠点であるムラワルマン大学において、熱帯雨林研究をはじめとす
る自然科学分野における人材養成及び調査・研究へのニーズに対応するため、農・林・理学部を中心に施設整備、機材
調達などを実施することが目的である。
借款資金は農・林・理学部建物の建設、敷地整備、教育機材や備品・書籍の調達、技術協力及びコンサルティングサー
ビスの費用に当てられる。

インドネシア東部地域における高等教育の拠点であるパティムラ大学において、水産業・農業などの専門教育の基盤整
備 及び基礎研究推進のため、水産・農・工学部の整備拡充を行うことが目的である。
借款資金は水産・農・工学部を建物の設備、教育研究用機器の調達、教育機材の調達、技術協力及びコンサルティング
サービスの費用に充当される。

インドネシアの高等教育の中核の一つである同大学において、医学・農業などの分野の専門教育の基盤整備及び基礎研
究の推進することが目的である。
借款資金は、医学・農学系各学部の建物建設、教育研究機材機器整備、留学生派遣、技術協力、及びコンサルティング・
サービスの費用に充当される。

チュラロンコン大学の理学部・工学部を対象に、教員の日本の大学院などへの派遣及び日本の大学教員などの招聘並び
に教育研究設備の整備などを通じて、同大学の教育研究水準の向上を図る。
借款資金は海外留学・外国教官招聘費用、教育研究機器及びコンサルティング・サービスなどの調達資金に充当される。

マレーシアの経済発展に必要とされる中核エンジニアの育成を促進するため、日本の大学の工学部などへの留学希望者
に奨学資金を貸与することが目的である。
借款資金は、マレーシア国内における日本語の習得などの事前研修費を含む留学関連費用及びコンサルティング・サー
ビス費用などに充当される。

韓国における国立水産学校5校及び国立商船学校2校の練習船装備を拡充することが目的である。借款資金は航海・電
気・漁労機器、救命・消防・練習用教材及び備品などの調達費用に充当される。
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（1） インドネシアの事例

1） 第 I期　高等人材育成開発事業（PHRDP-I）

インドネシアにおける第I期高等人材育成開発事業（PHRDP-I）においては、1991年に開始され、

表14に示すように 5つのプロジェクトからなり、それぞれの政府機関が管轄している。

実績としては、これまでに8,000人以上、大学院課程で1,000人以上を日本を含む海外に派遣して

いる。

表6－14　PHRDP下のプロジェクト

プロジェクト 実施機関

人材開発計画（HRD） 国家開発企画庁（BAPPENAS）

海外留学計画（OTO） 国家開発企画庁（BAPPENAS）

大蔵省（MOF） 大蔵省

科学技術計画（STAID） 科学技術応用評価庁（BPPT）

高等教育開発プロジェクト（HEDS） 教育文化省高等教育総局（DGHE）

出所：海外経済協力基金『東南アジア留学生受け入れの研究』1997年

2） 大学強化事業

インドネシアは大学の強化事業として、大学の教職員、管理スタッフの育成、特に農業及び工業

技術分野における高等教育人材の育成を目的として行っている。具体的には、1994年より、OECF

からの融資を得て開始している1）シャクアラ大学（UNSYIAH）2）バンドン工科大学（ITB）3）ボゴー

ル農業大学（IPB）の三大学を強化する事業を行っている。

①シャクワラ大学（UNSYIAH）強化事業

インドネシア政府は、アチェ地方、及びインドネシア全体の農業と工業の発展のためになくて

はならない存在であるUNSYIAHの強化を行っている。OECF借款の対象として、留学プログラ

ムを含むUNSYIAH強化プロジェクトを策定、OECF借款を得て実行している。

現状として、OECF借款留学生として1994年 4月UNSYIAHの教員20名が日本へ派遣された。

内訳は、14名が工学部、6名が農学部所属であり、6名が博士課程志望、14名が修士課程志望で

ある。また1995年4月には19名が派遣され、内訳は、工学部から10名、農学部から9名で、4名

が博士、15名が修士志望である。

②バンドン工科大学（ITB）強化事業

インドネシアの発展に必要な特定専門分野の研究者・技術者の質・量を改善する目的でITB強

化事業が策定されている。ITB開発計画は、ITBの卒業生（学部・修士・博士）と、その研究及び

社会活動の質・量の改善を目的とするものであり、OECF借款-ITBプロジェクトとして実現して

いる。具体的には、 教員を日本の大学院へ派遣、技術知識及び能力の向上をめざす留学プログラ

ムを実施している。なお、40名の候補者の専攻分野は、以下の17分野にわかれる。
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1）土木工学　2）測地学　3）建築　　4）デザイン　5）美術　6）産業工学

7）機械工学　8）物理工学　9）情報工学　10）化学工学　11）地質学　12）数学

13）物理学　14）地球物理・気象学　15）薬学　16）図書館学　17）スポーツ科学

現状として、1995年度における日本留学者は33名で、17名は修士課程入学・博士課程修了を

めざし、16名は直接博士課程入学をめざして渡日している。残りの7名は日本以外の国へ留学し

ている。

③ボゴール農業大学（IPB） 強化大学

教育の改善に重点を置くインドネシア政府の最近の施策に沿い、施設・設備の改善と、教育・

研究・社会活動の能力向上を目的として、II期にわたるITBのOECF借款を行っている。

現状として、留学プログラムを含む第II期プロジェクトにおいては、ITBの農学部、獣医学及

び家畜病院の強化に重点が置かれている。表18で示されるように、このプログラムに基づいて、

インドネシア政府は22名のIPB教員を日本を主とする外国へ派遣することを決定している。1996

年度初め、16名が渡日している。

3） 第II期　高等人材育成開発事業（PHRDP-II）

1995年 12月にインドネシア政府とOECFの間で締結された借款協定に基づく留学プログラムの

概要は表6－15で示されるとおりである。日本の大学へは、博士 70名、修士171名、学部21名、

計262名の留学が予定されている。
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表6－15　PHRDP-II（OECF借款分）プログラム別留学予定者数

（単位：人）

課　　程 留学先 OTO-BAPPENAS MOF-DEPKEU STAID-BPPT 合　　計

博　士 日　　本 10（ 12） 3（ 0） 57（ 23） 70（35）
日本以外 4 3 22 29
合　　計 14 6 79 99

修　士 日　　本 60（ 9） 43（ 11） 68（ 24） 171（44）
日本以外 23 22 26 71
合　　計 83 65 94 242

学　部 日　　本 0 13（ 0） 8（ 4） 21（ 4）
日本以外 0 0 9 9
合　　計 0 13 17 30

Degree 日　　本 70 59（ 11） 133（ 51） 262（83）
合　計 日本以外 27 25 57 109

合　　計 89 84 190 363

Non-Degree 日　　本 315 22 9 346
合　計 日本以外 135 9 5 149

合　　計 450 31 14 495

合　計 日　　本 377 81 142 608
日本以外 162 34 62 258
合　　計 539 115 204 866

OTO-BAPPENAS（海外留学計画室－国家開発企画庁）

STAID-BPPT（科学技術計画－科学技術応用評価庁）

協定によりOECF・インドネシア政府間には下記の合意がある。

1. 人数では日本留学70％インドネシア国内研修30％

2. 支出する金額では日本85％、インドネシア国内15％

OTO-BAPPENASの場合、日本以外とはインドネシア国内を意味する。また、OECF融資によるプログラムで日

本以外の外国に派遣することは考えられていない。

出所：海外経済協力基金『東南アジア留学生受け入れの研究』1997年

（2） マレイシアの事例

マレイシア政府は1993年より、マレイシアの経済発展に必要とされる中核エンジニアの育成を目的

として、円借款により日本の大学理工学部へ留学生を派遣するプロジェクトを行っている。実績とし

ては、マラ教育財団による2年間の予備教育ののち、第1期生58名が1995年 4月に、第2期生76名

が1996年4月に日本の大学へ入学している。第3期生97名は1997年 4月に入学予定であり、第4期

生39名（1998 年 4月入学予定）は予備教育中である。

1） マレーシア東方政策

プロジェクトの背景と必要性については、マレイシアの経済発展に必要な優秀な人材の育成があ

げられる。現状としては、1982年度より実施、現行プログラムは、日本の大学への学部留学、日本
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の高等専門学校への留学、日本語教師養成、産業研修などから成る。これまで5,000名以上がこれ

らのプログラムに参加・日本留学を果たしている。また同政府はこのプログラムを円借款事業とし

て要望しており、98年度の事業継続資金について、日本政府より、緊急的に無償援助424万ドル（約

4億 5,000万円）が供与されている。

プロジェクトの概要、計画概要としては、1. 各プログラムに参加している学生（学部留学3期422

名、高専留学3期259名、日本語教師 1期 6名）に対する奨学金の実施、2. 99年度より各プログラ

ムに参加する学生（学部留学4期640名、大学院留学5期100名）に対する奨学金の実施、からなる。

（3） タイの事例

タイ政府は円借款（1995年9月貸付承認）に基づく日・タイ技術移転事業を行っている。チュラロン

コン大学理・工学部と東京大学工学部との間における留学プログラムを含む学術・研究交流事業を実

施している。

以下、1995年9月に結ばれた借款協定注45に基づく事業計画及び留学生プログラムの概要を述べる。

事業計画としての1）留学プログラムの内容、人数、対象者、事前研修　2）外国教員招致　3）共同

研究基金　4）科学技術移転　5）機材等調達　6）コンサルティングサービスについて述べる。

1） 留学プログラムの内容、人数については、学位取得コース47名、短期コース40名、計87名で

ある。対象者は、チュラロンコーン大学理学部、工学部の教員、及び同大学理・工学部の教員

になる予定の学生となる。学位コース（東大工学部をはじめとする日本の大学への留学による

学位取得）と短期派遣（日本の大学・研究機関などでの実習・共同研究など）がある。事前研修

は、タイで6か月、日本で 6か月、日本語研修となっている。

2） 外国教員招致としては、東京大学などの大学教員、研究者など263名をチュラロンコン大学に

派遣している。

3） 共同研究基金としては、学位コース参加者が帰国後に外国の大学と共同研究を実施する基金の

設立がある。

4） 科学技術移転としては、留学後の帰国者、及び招致外国教員が講義・セミナー・ワークショッ

プなどを実施している。

5） 機材など調達については、教育・研究機器、情報ネットワーク機器、図書を調達している。

6） コンサルティング・サービスについては、留学生支援サービスを含むものである。

留学生派遣プログラムにおける派遣期間については、学位取得コースとして、修士2.5年、修士＋

博士5.5年、博士3.5年である。また、短期研修は、1年以内の設定がある。選考方法については、以

下の手順で行われる。

1）チュラロンコン大学の教員の中から派遣候補者を選定

2）毎 8月に東大から派遣される教員による面接

3）チュラロンコン大学との協議、最終候補者決定

4）チュラロンコン大学における日本語予備教育 6か月

注45 円借款として承認されたのが1995年9月12日であり、金額は、73億800万である。（海外経済協力基金『海外経済協力基金年
次報告書』1998年、p194）
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5）東大で研究生6か月のあと（博士課程なら不要の場合もある）入学試験を経て大学院正式入学

6－ 3　日本の高等教育協力（まとめ）

第4章から第6章まででJICAを初めとする日本の高等教育を見てきたが、これらをまとめると図6

－2となる。これを見ると、JICA内でも多様なスキームが活用されており、またJICA以外の機関で

も留学生受け入れを初めとする有用な協力がなされているのが分かる。

今後本分野の協力を実施していく際にはこれらの多様なスキームを知り、目的に応じて活用してい

くことが重要である。

図6－2　日本の高等教育協力
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第7章　結論と提言

本章では、まずなぜ高等教育協力を行うのかといった高等教育協力の概念整理を行った（7－ 1）。

1990年代には、教育協力における世界の潮流の大きな変化が見られ、教育協力のパラダイムの変換が

求められている。このような変化のなかで「なぜ高等教育に対し協力するのか」を今一度明確にしてお

く必要がある。

次に7－2では、現行の高等教育協力プロジェクトを実施するうえでの注意事項や留意点をまとめ

た。プロジェクトを実施するうえでの留意事項は個々のプロジェクトの条件に左右される部分も大き

いが、本節ではできるだけ普遍的な事項を取り出すことをめざした。

7－3では、今後求められてくる新たな高等教育協力の概念とそのための協力体制作りについて考

察した。

7－ 1　高等教育協力の概念整理
高等教育協力を実施する前に「なぜ高等教育に対し協力するのか」といった概念整理を行ったうえで

途上国において高等教育が求められている役割の変化や現代の高等教育協力の傾向等を把握する必要

がある。これらを踏まえたうえで、ニーズが高く、かつ効果的と思われる協力内容としていくことが

重要である。

これまでの日本の協力は「技術移転」を中核とした「技術協力」であった。しかし高等教育協力におい

ては「技術移転」には物理的な技術に加えて政策面のノウハウが必要となる場合も多い。高等教育協力

には、より多くの政策面・制度面での協力が必要となるといえる。このような政策面・制度面を含め

た協力を実施する場合に日本は何ができるのかを考え、効果的な協力を行うために国内外のリソース

を有効に活用していく努力が必要となる。

7－ 1－1　高等教育協力の位置づけ／協力にあたっての理念整理の必要性
従来から認識されている高等教育の役割として、科学技術の振興や、政策運営面での実施への貢献

がある。高等教育機関では、これらの目的のための研究及び人材養成が行われる、国の社会経済的発

展を担うことが求められてきた。

一方、1990年「万人のための教育世界会議」以降、初中等教育ニーズに注目が集まり、日本国内で

も、基礎教育分野での協力の緊急性に対する認識の高まりが見られた。ベイシック・ヒューマン・ニー

ズとしての教育協力や人道的側面からも初中等教育をはじめとする基礎教育の重要性は明らかである。

経済的効果から見た場合にも、高等教育は初中等教育に比べて社会的収益率が低く、特にLLDCにお

いてこの傾向が強いことから、基礎教育への協力が重視される傾向にある。

しかし、1990年代後半には再び高等教育協力に対する関心が高まっている。それは科学技術の振興

や調査研究の実施、また指導者を育成するといったような従来認識されていた高等教育役割に加え、

下記のような基礎教育にも貢献する高等教育の役割が認識されたためである。

第一に、教育セクター全体としての開発という考え方があげられる。現在教育協力は従来の初等教

育、中等教育、高等教育のように教育のサブセクターに特化した伝統的な「プロジェクト」による協力
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から教育セクター全体を見るという方向に変わりつつある。このような状況において教育及び行政に

かかわる人材の養成や教育分野の研究などによる貢献が不可欠であり、これらを担う高等教育には教

育セクター全体を牽引する役割が課せられてくる。つまり教育分野全体での改善や向上が望まれる現

在、高等教育の重要性が増しているといえるのである。

第二に、基礎教育開発にも高等教育が貢献することがあげられる。例えば初等教育の教員養成は高

等教育機関で行われる。またカリキュラム開発や改善、教材開発などにも貢献し、さらに、教育開発

のための調査や研究などを行うのも高等教育機関が中心となる。つまり基礎教育を目的とした活動で

も実際の協力機関は高等教育機関ということも多く、基礎教育協力を行う際にも高等教育機関が重要

な役割を果たしているのである。

第三に、高等教育分野への協力を通じて教育政策の改善に資することが望まれていることがあげら

れる。高等教育分野での政策面での貢献は教育分野全体に大きな影響を及ぼす。これは前述のように

高等教育が教育セクター全体にかかわる人材養成や教育内容及び教育理念にまで深くかかわるためで

ある。

これまでの日本の高等教育分野における協力は「技術協力」的な活動が中心となっており、必ずしも

政策面・制度面での協力が効果的に行われていたとは言いがたい。高等教育分野での特定分野に関す

る知識や技術の伝達の協力は、内容が多岐にわたることに加えて、技術革新により高等教育協力の内

容がますます高度化・専門化していく可能性が高い。そのため、従来の拠点型の技術協力は長期的な

取り組みが必要となり、投入量及び協力内容も大がかりなものとなった。このような協力は技術レベ

ルを向上させるといったようにそれなりの効果もあったが、今後は予算も厳しい状況下でより少ない

経費でより効果を上げる協力を実施することが求められる。高等教育機関のネットワーク形成を主眼

においたネットワーク型協力や政策策定支援や組織形成支援に重点を置いた政策組織形成型協力は、

比較的少数の専門家やターゲットを絞った投入により効果を上げることが可能となる。これらのこと

を勘案すると今後は従来の大がかりな拠点型協力よりも限られたリソースを有効に活用するネット

ワーク型や政策組織形成型協力を増加させていくことが考えられる。

日本のリソース拡充については後述するが、日本の協力の質を向上させるために、政策面での協力

以外にも例えば下記のような点に留意する必要がある。

1） 高等教育への需要の高まりと、高等教育普及の妥当性

高等教育の需要は高い。ドーア（1976）が警告したように、途上国ほど学歴インフレに加速度が加

わることになる。一方、高等教育はいうまでもなく1人当たりの学生にかかるコストが高い。初中

等教育と比べて政府資金を導入することへの妥当性が低いともいえる。同様に国際協力に関しても

同じ問がなされる。そのため、高等教育協力にあたってはその効果を十分に認識したうえでコスト

に見合う成果を上げ得るか見定める必要がある。

2） センターオブエクセレンスへの協力

高等教育の普及は、高等教育機関の増加につながる。地方分権化・民営化の流れにより、途上国

の私立大学の数は急速に増加している。このように高等教育機関が増加してくると、これらの機関
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の質の確保のための対策が必要となる。そこでセンターオブエクセレンスを作り、そこに協力する

ことによりほかの高等教育機関で働く人材を養成し、また自国で高等教育機関の教官養成をするこ

とによって途上国の先進国への依存性を減少させることが考えられる。しかし一方では、教育予算

の少ないLLDCなどでは協力終了後に高等教育機関の質を維持できるか、といった問題が出てくる。

そのため、センターオブエクセレンスへの協力は持続発展性を十分考慮して行わなければならない。

3） 市場ニーズを把握した協力分野の選定

高等教育分野には政治的要素も強く働くため、要請されている分野が必ずしもその国のニーズに

合っているとは限らない。そのため要請を検討する際はその国の市場ニーズを把握して協力分野の

妥当性を見きわめる必要がある。

4） 新しい分野への貢献

大学間ネットワークや遠隔教育などの動きに対して、日本がどのような形で協力すべきなのか、

またできるのかを考える必要がある。そのためには情報収集が必要であり、そのような情報から日

本の協力の可能性更には比較優位について考察することが求められる。

5） 日本の協力実績の多い分野への支援の継続の妥当性

高等教育分野でのこれまでの支援は工学分野が多く、これからも、この傾向が継続することが予

想される。これは日本の得意とする分野であり、日本が協力しやすいといった供給側の事情がある

ことが考えられる。しかし今後は、日本の比較優位といった観点のみならず、工学分野が相手国に

とって優先度の高い分野であるか、これまで以上に十分な調査が必要となる。

7－ 1－2　途上国の高等教育に求められる役割の変化
従来の高等教育協力は、国の発展に資するエリートの育成という考え方と結びついていた。しかし、

現在は途上国の高等教育機関の役割にも変化が見られる。大学やポリテクニックなどの就学者数の増

加は高等教育の、高級で排他的であるという伝統的な体質（exclusiveness）の減少をもたらすことになっ

た。21世紀に向かい高等教育の大衆化が進み、高等教育機関が少しずつ身近なものに変わりつつある。

このような変化に伴い、高等教育は教育と研究を通じて実社会に貢献することが期待されるように

なっている。高等教育が期待される社会的責任を果たすためには、高等教育機関自身が変わることが

必要となってくる。途上国の高等教育機関はエリート養成機関あるいは「象牙の塔」から脱して、実践

的応用的な知識や技術、またこれらを持った人材を社会に還元することが求められている。

このような途上国の高等教育機関の役割の変化は、先進国の高等教育機関についてもいえる。先進

国の大学や研究機関もまた社会的責任を果たし、社会に貢献することが求められている。伝統的な「知

的貢献」に加えて、実践的応用的な貢献が期待されるようになってきたのである。この社会への貢献

のなかには国際協力への貢献も含まれている。平成10年10月に発表された大学審議会の答申「21世

紀の大学像と今後の改革方策について」にも、大学の国際貢献について記されている。

また、ギデンスが述べるように、21世紀は「境界がぼやけた時代」となる注46。学際研究が進み、国

際的な共同研究が活発になる。大学の塀も低くなり、通常の学生に加えて通信教育により学ぶため

注46 Giddens, Anthony (1999) "The Future of Universities" lecture delivered at University of London Meeting of Convocation on 11 May 1999
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キャンパスに来ない学生がいる一方、生涯学習のための学生以外の人々がキャンパスを利用する。こ

れまでは大学と外部の社会の間にはっきりとした「境界」を持っていた大学も、この境界を超えて外部

との交流や外部への貢献が求められるようになってくる。

7－ 1－3　高等教育協力の傾向把握と対応
従来、高等教育協力では拠点への集中的な協力が行われていた。しかし近年、協力の方法にも下記

のような変化が見られる。

1） ネットワークの形成

従来は一つの高等教育機関に対する協力が中心であったが、近年、複数の高等教育機関のネット

ワークの形成を支援するネットワーキング型の協力が増加している。情報や人の交換を通じて高等

教育機関間のネットワークを形成することは複数の高等教育機関を持続的に発展させるのに効果的

であり、普及効果も期待できる。インドネシア高等教育開発計画プロジェクトは正しくこのネット

ワークを効果的に活用している例である。今後このような形態の協力が増えてくることが予想され

る。

2） 遠隔教育（distance education, distance learning）

これまでも遠隔教育は通信教育や公開大学などの形で高等教育に貢献してきたが、その意味と効

果が再認識されてきている。高等教育は初中等教育と比べ学生1人当たりのコストが高いという難

点があるが、遠隔教育による高等教育では、学生1人当たりのコストを下げること、需要に合わせ

て就学者数を増やすことなどが可能である。また、情報テクノロジーの目覚ましい発展によりより

質の高い遠隔教育をより簡単に実施できるようになっている。今後の高等教育協力には、遠隔教育

を教育機会を増やすための手段の一つとして考慮することが求められてくる。

7－ 2　プロジェクトサイクルに沿った事業経験の教訓

ここでは、第 4章を受けて、現行のプロジェクトの枠組みでの注意事項や留意点をまとめてある。

高等教育プロジェクトにおいては、相手国の開発段階や個々のプロジェクトの条件に左右される部分

も大きいので、普遍的な事項を取り出すことをめざした。プロジェクトサイクルに沿って、計画立案

段階、実施段階、事後段階における教訓をまとめた。

7－ 2－1　計画立案段階
いうまでもないことだが、案件実施に先がけて、相手国及び実施機関の状況に関して十分な調査を

する必要がある。また相手側のJICAスキームに対する理解を深め、プロジェクトの目的及び活動さら

に双方の役割や負担の分担に関して十分な話し合いを得たうえで合意することがプロジェクトの効果

的実施には不可欠である。

相手国及び実施機関の状況については、1）プロジェクトの位置づけ、2）予算措置の確認、3）実施機

関の体制及び意志決定構造、4）組織の長の資質と適性、5）カウンターパート、6）機材やその調達方法、
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7）プロジェクトに影響を与える可能性のある要因（外部条件）、8）同種の高等教育機関の有無（活動の

重複）、9）相手国の経験や既存のシステムの活用、などを調査する必要がある。さらに、相手国にお

けるプロジェクト成果のニーズに関しても調査を重ねる必要がある。

上記のような調査は、プロジェクトの計画立案に先がけて行われるべきものであり、このためには

長期にわたり相手国の現状をよく理解する人材が登用されることが不可欠である。そのために、日本

国内での人材の把握・育成に加えて、第三国の人材の活用及び当該国での人材の活用が望まれる。

以上のような調査が行われた後のプロジェクトの計画立案段階の留意事項としては、1）日本国内の

リソース、2）国内支援体制及び関係者間の情報の共有、3）途上国内のリソース、4）求められる協力内

容の変化、5）外部条件、などがあげられる。

（1） 日本国内でのリソースの把握・育成

高等教育分野の協力を効果的に実施するためには、適切な人材を専門家として派遣することが重要

であり、そのために本分野の専門家の人材リソースのデータベース化が求められている。現在もJICA

や広島大学教育開発国際協力研究センターなどに教育分野の専門家リストが存在するが、さらにこれ

らの人材リストを有効活用することが求められている。また同じサブセクターや地域に興味を持つ人

材のネットワーク形成、情報交換の促進なども重要である。さらに、同じ分野のプロジェクトの国内

支援体制間の情報交換もJICAの組織としてのノウハウの蓄積（institution memory）に役立つ。プロジェ

クトのリーダー会議分科会などで、このような試みが実施されている。このような情報をJICAがどの

ように次のプロジェクトに活かしていくかも大きな課題である。

（2） 国内支援体制の整備及び関係者間の情報の共有

通常、プロジェクトの実施協議段階で国内支援委員会が結成されるが、事実上の協力はもっと前か

ら始まっている。このような協力を個人ではなく組織として活用するために、準備委員会などの形で

できるだけ案件実施前の調査段階・企画段階から協力してもらえるようにすることは、後に正式に国

内支援委員会ができた時にその質の向上に大きく貢献する。そのためには、予算面・組織対応面での

努力が必要となる。

長期にわたって組織対応が可能な大学（私立大学含む）や教官など、国際協力に必要な条件を満たし、

かつ国際協力に積極的な大学に支援を依頼することは大切である。日本国内でも国際協力や開発の講

座を持つ大学・大学院が増加傾向にあるが、このような機関も視野に入れつつ常に新しい協力機関や

協力者の発掘に努める必要がある。

国内支援委員はコンサルタントへの業務委託と異なり技術料などの報酬が支給されないため、これ

までの国内支援は日本国内の大学や教官への依存が大きかった。しかしながら効果的な国内支援には

専門性とコミュニケーション能力の高い人材が必要であり、このような人材は民間にも存在する。そ

のため持続的に国内支援を確保するためにも、従来国内支援を依頼していた国内機関に過度に依存せ

ず、必要に応じ民間の人材を活用できるような体制を整備する方法についても可能性を探ることが大

切である。
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また国内支援委員会の機能向上のために関係者が正確かつ迅速な情報を共有することが必要となる。

プロ技支援委託などを使い、JICAから対象国の分野やプロジェクトの動向について情報発信すること

が可能である。専門家のリクルートや研修の受け入れの手配などのような実際的な話題のほかにも、

テーマを設定して支援委員会で継続的に検討を重ね、結果をフィードバックするなどの努力により、

情報の共有を図ることが求められる。

（3） 途上国側の事情（利点と弱点）の把握

途上国内のリソースは年々充実してきており、特に人的リソースの充実は目覚ましい。各専門分野

の技術や知識は、現地で調達可能なものが多い（現地専門家や第三国専門家、現地コンサルタント、ほ

か先進国のコンサルタント、国内留学など）。JICAやほかの援助機関の協力によって蓄積されたノウ

ハウや人材の活用、また大学間協定などにより実力をつけてきている機関や人材を活用することがで

きれば、協力の効果が飛躍的に延びることが期待できる。

一方、多くの途上国では一般的に予算、政策、高等教育機関の運営などに課題を抱えている。特に

カウンターパートの待遇（給与、出張旅費など）等の予算面での問題が多く、LLDCにおいては予算の

不足は深刻な問題である。大学教育の外部効率（労働市場のニーズとの整合性など）も改善されなけれ

ばならない。このような問題を把握し、対応策を考えることにより、後述（5）のようにプロジェクト

内の活動として相手国と協力して解決していくことができる。

（4） 求められる協力内容の変化への対応

7-1-1で前述されているように、求められる高等教育分野での協力内容の変化への対応が必要となる。

多くの途上国の高等教育機関はマネジメントの問題を抱えており、狭義の技術移転的な協力も、大学

のマネジメントの問題から効率よく行われない例も多くある。一方、協力の対象をシステムや制度の

改善とすると、ある特定の分野での協力にとどまらず、大学全体のキャパシティビルディングにもつ

ながる。

しかし、これらの課題は関係者の間で十分理解されているとはいい難い。例えば、国内委員からほ

かの学部を担当する国内の支援大学間の連携は必要ないとの意見が出たり、大学のマネジメントや行

政については協力対象ではないという認識を持つ国内支援体制もある。特に複数の大学が国内支援体

制を形成するコンソーシアム形式では、予算配分や人材など大学の運営・管理の部分について情報の

共有を図るためには多くの努力が必要となる。JICA側から協力内容についてビジョンを提示し、情報

共有や高等教育機関のキャパシティビルディングの重要性について十分周知を図る必要がある。

（5） 「外部条件」のプロジェクト内への取り込み

多くの高等教育プロジェクトでは、多額の研究費と実験機材を投入して専門家からカウンターパー

トへの技術移転の環境を整えるが、プロジェクトが終了するとこのような環境の維持は予算の不足も

あり困難になる場合が多い。また、ほかの分野のプロジェクトと同様に、予算、政策、高等教育機関

の運営、カウンターパートの待遇（給与、出張旅費など）、LLDCにおけるローカル負担研究費、大学

教育の外部効率（労働市場のニーズとの整合性など）等は「外部条件」としてプロジェクトの活動内容に
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は含めず先方の自助努力に期待するケースが多い。しかしながらこれらが改善されなければ効果的な

プロジェクトを形成することはできない。このような問題を先方の自助努力に期待するだけでなく、

こちらから先方政府への働きかけの手段を想定したり、ほかの援助スキームの活用やほかの援助機関

の協力との連携などほかのリソースの活用の可能性を検討しておくことが必要である。

7－ 2－2　実施段階
案件の実施段階の留意事項としては、1）適切な人材及び協力機関（国内外リソース）の選出、2）国内

支援体制の活用・活性化・インセンティブの付与、3）柔軟な実施体制（ほかのスキームやリソースの

活用）、4）タイミングのよい協力などがあげられる。

（1） 適切な人材及び協力機関（国内外リソース）の選出

プロジェクトの成否は、適切な人材の選出にかかっているといっても過言ではない。専門家のリク

ルートには、専門性と同時に相手国の事情に詳しい人材、さらに開発に対して理解と関心を持つ人材

を活用することが望ましい。青年海外協力隊経験者やJPO等で国連機関のフィールド事務所などの勤

務経験を持つ人材は年々増えており、このような人材をタイミングよくリクルートするシステムが必

要となる。専門家公募や専門家登録制度などもこれに貢献し得る。これらの制度がさらに有効に機能

するために、協力隊募集制度などを参考に専門家公募制度を拡充したり、専門家登録制度を改善し登

録専門家をより有効に活用していく必要がある。

また、現在JICAでは専門家として派遣された人や登録専門家などの情報をデータベース化し、適切

なタイミングで適切な人材をリクルートできるようなシステムの構築を試みており、このシステムが

完成すれば、適切な人材のリクルートがより効率的に行えるようになるであろう。

ほかの援助機関では、自国の専門家に加えて第三国の専門家を積極的に活用するところが多い。日

本もまた第三国専門家制度を持ち、第三国の優秀な人材の活用が可能となっていることは注目に値す

る。第三国専門家は、言語や社会的状況及び技術レベルにおいてカウンターパートと共有する部分が

多いことが技術協力を効果的に進めるうえでの利点である。これに加えて、第三国専門家自身がJICA

プロジェクトや専門家のカウンターパートとしての経験がある場合は、JICAの協力を効果的に受け入

れるためのアドバイスもできるという利点もある。

（2） 国内支援体制の活用・活性化・インセンティブの付与

適切な人材及び協力機関が有効に機能するためには、協力活動の活性化のためのインセンティブが

必要となる。現在、国際協力への参加はそれ自体が大学教官の業績になるわけではない。しかし効果

的な協力を実施するには多くの時間や労力が必要とされる。つまり現状では国際協力を大学教官個人

のやる気や善意に依存しているともいえるのである。このような状態を改善するためには国際協力を

大学教官の評価の一部とする制度が必要となる。

また、教官個人ではなく、大学や学部が組織として協力活動を支援し、継続的な協力が得られる体制

造りが望まれる。
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（3） 柔軟な実施体制（ほかのスキームやリソースの活用）

効果的な協力を実施するにはプロジェクト方式技術協力のスキームのなかですべての活動を実施

するのではなく、必要に応じ他スキームやリソースを積極的に活用することが重要である。例え

ば、高等教育協力においてはカウンターパートの学位取得、特に大学院レベルでの学位取得は重要

な課題であるが、現在のプロジェクト方式技術協力のスキームだけでは対応できない。これに対応

するためには長期研修や留学生無償などの我が国他スキーム、当該国内で活用できる制度（例：国

内留学）の把握と活用、域内高等教育ネットワーク強化費などの活用が求められている。

JICAにおけるカウンターパートの学位取得に対する新しい協力の例としてJICAで長年プロジェ

クト方式技術協力を実施してきたタイ・モンクット王工科大学とラオス国立大学の連携への協力が

ある。この協力は第三国専門家派遣と第三国研修を組み合わせたもので、モンクット王工科大学か

ら教官を第三国専門家としてラオス国立大学に派遣して現地で指導を行うとともに、ラオス国立大

学の教官を第三国研修を活用してモンクット王工科大学に派遣して研修を受けさせ学位を取得させ

るというものである。この協力ではJICAがモンクット王工科大学に協力してきた成果をラオスに波

及させるとともに、ラオスの教官の学位取得に貢献することができ、従来のプロジェクト方式技術

協力では比較的弱かった普及活動や学位取得への協力、大学間のネットワーク化促進などに対する

新しい協力の例として期待される。

また、ほかの分野での協力と共通することであるが、高等教育プロジェクト実施に際しては、現

場での裁量を大きくし、目的と事情に即したリソースの使い方ができるようにすることも必要であ

る。例えば途上国の高等教育機関に貢献するためには、本来先方負担であるべき給与・日当・研究

費なども必要に応じてJICA側で負担するような柔軟な対応が望まれる。ただし、これらの措置によ

り相手機関がJICAに依存してしまうなど相手機関の自立発展性を阻害することにならないよう、プ

ロジェクト活動を通じて、高等教育機関が独自の財源を持てるような制度作りに貢献するなどの持

続発展性に関する配慮が必要となる。

（4） タイミングのよい協力

プロジェクト方式技術協力では専門家派遣、カウンターパート研修、機材供与、調査団派遣などが

行われるが、これらをタイミングよく実施することは協力の効果を高めるうえで重要であり、逆にタ

イミングが悪いとせっかくの協力も効果が半減してしまう。タイミングのよく対応するにはプロジェ

クトと実施機関、JICAの在外事務所、本部の担当者、国内支援委員会などの関係者間の連絡を密にし、

何がいつ必要か、何をいつ実施すべきかについて常に計画を共有しておく必要がある。調査団派遣な

ども、日本側の事情よりも現地の事情を優先して派遣時期を決定する必要がある。またいうまでもな

いが、JICAの担当者はそれぞれの手続きにかかる時間を把握し、適切な時期に適切な協力が実施でき

るよう留意すべきである。

7－ 2－3　事後段階
プロジェクトの協力が終了してからの留意点として、1）プロジェクトの方向性の確認と発展的な考

え方、2）成果の活用と普及、3）自立発展性などがある。フォローアップの重要性はすべてのプロジェ
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クトに共通であるが、高等教育分野では特にフォローアップの重要性が高いといえる。それは高等教

育分野の協力の成果を5年間のプロジェクト協力期間内に求めることは難しく、またプロジェクト終

了後も重点的に取り組む課題を絞り込み、活動方針及び活動計画を策定するためには、長期的なかか

わりや信頼関係が不可欠であるためである。

（1） プロジェクトの方向性の確認と発展的な考え方

高等教育プロジェクトにおいては、モンクット王工科大学、ジョモケニヤッタ農工大学などをはじ

めとして、同じ機関への長期にわたる協力が多く行われてきた。このような機関への協力は社会の

ニーズに適応する形で、フェーズごとに目的を定めて協力が続けられた。これにより一つのプロジェ

クトが「進化」しつつ新たな課題への対応をすることになる。

高等教育に対しては長期にわたる協力が必要であり、また動きの早い社会と市場のニーズに応える

ためには、プロジェクトの方向性や目標に随時見直しや修正を加えながら協力を行う必要がある。こ

のような協力の結果、協力実施機関が当該国内にとどまらず地域的な協力の拠点に発展していく。

前述のモンクット王工科大学は、タイ国内の高等教育機関の人材養成に資する活動を続けてきたが、

近年ラオスやカンボジアなどへの協力にも貢献するようになっている。またジョモケニヤッタ農工大

学も、地域協力・地域統合を提唱したTICADIIを受けてアフリカ地域への貢献の拠点としての可能性

が調査されている。このように一つの高等教育機関への協力が次第に形を変えて地域への協力に発展

していくためにも、事後段階での調査とフォローアップが重要である。

（2） 成果の活用・普及

途上国の高等教育機関は今まで以上に実社会に貢献することが求められているため、プロジェクト

により達成された効果を社会へ普及していくことがより重要となっている。「研究のための研究」にと

どまらず、各分野での実際の社会活動への貢献はまさに途上国の高等教育機関の義務であるともいえ、

技術や方法の活用と普及に積極的に努めることが望まれている。プロジェクトのフォローアップの際

にもこのような点に注目することが必要となる。ジョモケニヤッタ農工大学では、現地国内研修制度

を使い農村女性のための研修を行ってプロジェクトの成果の普及を図り、高い評価を受けている。今

後の課題は、このような活動を相手機関がオーナーシップを持っていかに継続していくかということ

であろう。

（3） 自立発展性

途上国の高等教育機関は財政的基盤が脆弱なところが少なくなく、自立発展性を考えるうえで高等

教育機関の財源獲得手段を考える必要性は高い。その方法としては、大学などが委託研究を受託した

り、ローカルコンサルタントとして国際協力に参画することにより、国際協力に貢献しながら収益を

上げることなどが考えられる。また大学間協定により協定を結んだ大学から参考図書・資料を入手し

たり共同研究によって研究費用を手当てすることが可能である。JICAとしてはプロジェクト実施段階

からこのような可能性について考慮し、途上国の高等教育機関がこのような機会を自分で獲得できる

ようにするために支援することが大切である。
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（4） 評価

高等教育協力案件の評価については、定まった評価指標や評価手法がなく、評価は簡単ではない。

プロジェクトの内容によって評価指標は当然異なってくるが、発表論文数、学位取得者数、学会出席

回数などを評価指標として使っている例がある。このような客観的な数値は評価指標として使いやす

い反面、数値の達成のみを評価対象とするあまり、発表論文の内容などの「質的」な面よりも発表数な

どの「量的」側面に注目し過ぎるようになる危険性もある。またネットワーキングや組織運営改善など

を目的としたプロジェクトの場合は客観的な評価指標の策定が難しい。いずれにしても、評価指標は

プロジェクトの目的・内容に合ったものを設定するよう、プロジェクト計画立案段階に明確にしてお

く必要がある。

評価結果も十分活用されなくてはならない。ザンビア大学獣医学部の例ではフェーズIの評価結果

がプロジェクトの延長と協力内容を決めるのに活用され、フェーズIで確立された教育制度をフェー

ズIIで自立的に発展させることが提言された。このように評価によってプロジェクトのその後の方向

性を明らかにし、延長やフォローアップなどを適切に実施するために評価結果を活用することが望

まれる。

7－ 3　新たな高等教育協力の概念とそのための協力体制造り

最後に、本調査研究によって得られた教訓や課題、世界の高等教育における潮流を踏まえ、今後の

JICAに望まれる新しい形の協力についてまとめる。

7－1で述べたように、世界的潮流は、個々の専門知識や技術を移転することから、大学の運営管

理体制を支援する方向に動いている。途上国の高等教育機関が必要としているのは、専門的学問の知

識よりも、むしろ運営管理体制のてこ入れであり、キャパシティビルディングである。言い換えれば

途上国の抱える大学の問題は専門知識の不足というよりは、もっと組織的・体制的な問題-大学予算

の不足、研究のインセンティブ不足、実社会との乖離などであり、これらを克服するためにはマネジ

メントを中心とした協力が必要となるのである。

4－3にあるように、日本の大学教官を中心とする従来の技術移転型プロジェクトでは技術移転の

以前に大学教育のマネジメントの問題に多くの時間と労力を費やしている。効果が上がったとされて

いるプロジェクトの成功要因としては、ジョモケニヤッタ農工大学・学士課程のように、高等教育機

関のマネジメント支援を行ったか、もしくは先方の組織が既に十分に機能していたことがあげられて

いる。このようなことからも高等教育協力を実施するうえでは協力実施機関のマネジメントが重要で

あることが分かる。そのため、今後は大学教育のマネジメントへの支援を中心とするインドネシア高

等教育開発計画プロジェクトのような協力にシフトしていくべきであろう。

マネジメント支援主体のプロジェクトでは、以下のようなことに留意することが大切となる。

1） 専門家構成を教育分野（教授法など）もしくはマネジメント分野の専門家と技術分野（工学部や

農学部）の専門家の混成する。

2） 協力内容については、下記のような新しい内容が求められるようになる。

－教官の能力向上のために、国内留学や先進国の大学との姉妹校提携（twining）
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－研究体制整備のために、競争ベースでの研究費の支給、機材整備、学会発表支援など

－社会との連携強化のために、産業界とのネットワーク造りなど

－大学予算の確保のために、コンサルティングなどによる独自財源の確保など

以上のような協力内容を実現するためには、以下に述べるように、協力を実施する側にも多くの努

力と柔軟さが求められる。つまりJICAの実施体制の更なる充実が求められているのである。

7－ 3－1　コントラクトアウト
ほかの援助機関では、プロジェクトの運営実施をコンサルタント会社などにまかせる、いわゆるコ

ントラクトアウトが一般的に行われている。日本でも国内の大学へのコントラクトアウトができるよ

うになれば、大学へのインセンティブになることが期待できる。このような新しい試みを進めるため

に、現在JICAでは「開発パートナー事業」を開始している。これは大学やNGOなどの団体にプロジェ

クトの実施を委託するというものである。国立大学に対する本事業の適用についてはおいては独立行

政法人化の議論も踏まえつつ検討していくことが望ましい。

7－3－2　日本の高等教育機関のグローバル化の必要性とそのほかの国内リソースの拡充

質の高い高等教育協力を行うためには、日本の大学のグローバル化が必要である。高等教育協力

においては大学が専門家派遣や国内支援委員会で主要な役割を担っているが、必ずしもすべての大

学が国際協力に深い理解を示しているわけではない。「教官が個人として参加する」ことを黙認する

という消極的なスタンスで、高等教育協力にかかわる教官が従来の職務に手を抜かないことを懸念

する機関もある。今後、より一層効果的な高等教育を行うためには教官個人のやる気や善意のみに

頼るのではなく、大学などの高等教育機関が国際協力の重要性や国際協力における高等教育機関の

役割を十分認識し、国際協力にかかわった経験を評価する制度や大学間学術交流の促進、留学生が

学位を取得しやすいような学位取得制度の改善、国際協力にかかわる教官に対するサポート（事務

的補助を含む）など組織として高等教育協力に積極的に取り組んでいくことが必要である。

また、これからの高等教育協力に対応するためには国内支援体制を今以上に拡充強化する必要が

ある。従来は大学などの高等教育機関に依存しがちであったが、教育分野のコンサルタント、シン

クタンクなどについて把握し、これらの機関を活用する機会を増やし、このような機関が実力をつ

けていくようにすることが求められている。またこれらの機関が先進国や途上国のコンサルタント

と共同作業する機会を作ることができれば、共同作業による学習効果が期待できる。

さらに、教育開発にかかる人材育成も重要である。現在、JICAでは教育専門家養成コースを実施

しているが、将来は高等教育に特化した養成コースを設立することも考えられる。

7－ 3－3　第三国のリソースの活用
途上国及び他の先進国のコンサルタントやシンクタンクに関する情報も整備する必要がある。教育

分野の開発調査のためのプロジェクト研究では、国内外のリソース台帳が作成された。このような試

みを高等教育分野（特に政策面で貢献できる人材などを中心に）でも行う必要がある。その一案として、
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JICAプロジェクトや専門家のカウンターパートのリソース台帳を作成することも考えられる。

7－ 3－4　市場メカニズムの活用
多くの途上国において私立大学が果たす役割の重要性が認識されつつある。高等教育への需要は急

速に増加する一方、政府教育予算は限られており、高等教育への予算を需要に合わせて増やすことは

困難なため、国公立大学だけでは需要に応えきれない。私立大学はこのような増加する高等教育入学

希望者を吸収して人的資源開発に貢献できる。アジア地域では私立の高等教育機関が発達している

国々が多く、ほかの地域でも高等教育への民間の参与が強まる傾向にある。

私立の高等教育機関は、高等教育への需要に合わせて大きく伸びる傾向にある。このような市場メ

カニズムの活用は高等教育の普及に大きく貢献する。途上国政府は民間が高等教育普及に果たす役割

を認めて、設立などにかかる不必要な規制を緩和する必要がある。一方、民間の高等教育機関が増加

する際の問題点としては高等教育の質の確保があり、高等教育機関の設立基準や学位認定制度などを

整備する必要がある。政府の役割として行政指導や技術指導が重要になってくる。また、新設の機関

に対しては多くの技術的指導や協力が必要となる。

日本のODAは現在のところ公立大学への援助が中心となっており、私立大学に対する協力は少な

い。しかしながら、2－1で述べたように、私的収益率の高い高等教育は受益者負担を増やす必要が

ある。その観点からも民間の機関が高等教育を実施する妥当性は高い。今後の日本が高等教育協力を

実施する際には、途上国の民間高等教育機関の役割にも着目し、必要に応じて協力を実施していく必

要がある。

7－ 3－5　ジェンダーに対する配慮
高等教育におけるジェンダーの問題は、教育機会（女性の高等教育就学率）及び教育の質（高等教育

における女性の学習達成度、高等教育を受けた女性の就職）などにおいて議論される。高等教育に進

学する男女の割合に格差が見られたり、ごく一部のエリートを除いては医学部、法学部、工学部など

に進む女性の数は少ないとされている。これまでの日本の高等教育分野での協力は、工学系の内容が

多かったこともあり、女性のプレゼンスが少なく、ジェンダーについてはあまり考えられていなかっ

た。しかし、ジョモケニヤッタ農工大学で実施されてきた農村女性のための現地国内研修のように普

及面でジェンダーの視点を取り入れた例もある。今後はこのようなジェンダーの視点をより取り入れ

て協力を実施する必要がある。

7－ 3－6　JICA内の情報整備と関係者間の情報共有、情報発信
高等教育協力の質的向上を考えるうえで、教育分野全体の実績や、高等教育などのサブセクターで

の活動実績が効率よく検索できるようなシステムが必要である。本事業体系化研究は「質的な過去の

経験の体系化」であるが、このような研究の質を高めるためには、「量的な過去の経験の把握」が求め

られる。JICAの検索システムは近年大きな進歩をとげた。しかし残念ながら、すべての過去の案件や

実績を効率よく調べることはできない。4～5年前の実績になると、かなり検索がしにくくなる。ま

た分類の仕方についても一貫性に欠けるものも散見される。
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過去の実績に関しては、専門家人数や供与機材などの投入実績に加えて、成果や課題などの定性的

な分析についても整理することが必要である。現状ではプロジェクト件数などの実績は分かってもそ

の内容を知るための報告書などの資料が欠けていることがあり、成果や教訓を引き出す際の障害と

なっている。さらに成果や教訓を蓄積してデータベース化し、類似プロジェクトを実施する際の参考

とできるようにすることが重要であるが、このような面での情報整備は今後の課題であるといえる。

また、情報を蓄積するのみならず、案件のいずれの段階においても関係者間（派遣専門家、JICA在

外事務所の担当者、JICA本部の担当者、国内支援委員）の情報共有を促進することが重要である。情

報を共有することにより理解と共感が生まれ、それが協力の質の改善と持続発展性を導くことにつな

がる。

JICAの情報発信機能を高めることもまた重要である。現在教育協力については広島大学CICEが国

立大学教官を中心とする教育分野の専門家データベースを持っており、教育専門家のアンケート調査

を実施している。このような情報と教育分野の協力におけるノウハウの蓄積を基に教育協力の国内支

援の拠点となることが期待されている。これまでのところCICEの協力の中心は基礎教育となってい

るが、この場合にも教員養成学校や教育大学及び研究機関のような高等教育機関を実際のカウンター

パートとする教育協力となっており、高等教育協力的側面がある。このような機関を活用しつつも、

JICAは独自の情報発信機能を強化する必要がある。「国際協力研究」誌及び本研究を含む調査研究報告

書などは一般に公開されており、高等教育分野の協力に関する情報提供に役立っている。また近年改

変された「JICAフロンティア」誌も一般的な情報の普及に役立つものである。国際協力には国民の理

解が今まで以上に重要となっている現在、国民の理解と共感を得るためにもJICAは今後ますます国民

に対して情報を発信していくことが必要である。

7－ 3－7　JICAの援助実施能力の強化
高等教育分野での協力に今後求められるのは、狭義の「技術移転」よりもむしろ「組織強化」であろ

う。そのためには政策レベルでの協力や組織論などを踏まえた助言や協力が求められる。このような

新しい質の協力を行うためにはJICA側の援助実施能力の強化が求められている。これに対する方策と

しては、例えば海外長期研修のテーマにこのような政策レベルでの教育協力に関することを含めてい

くことが考えられる。また、7－3－6でも述べたように、「組織強化」を目的とした協力の経験、ノ

ウハウを蓄積、データベース化し、次の協力を実施する際にそれらの経験やノウハウを活かしていけ

るような仕組みを作ることも重要である。
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